
 

 

 

 

 

 

学位論文 

 

都市における歴史的建造物の「再利用」手法の研究 

―旧東伏見邦英伯爵別邸を事例として― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 9 月 

都市イノベーション学府 博士課程後期 

中村 洋祐 

 



都市における歴史的建造物の「再利用」手法の研究 

―旧東伏見邦英伯爵別邸を事例として― 

 

目次 

 

第 1 章  序論                       1 

 1 . 1  研 究 の 背 景 ・ 目 的                   1 - 2 

 1 . 2  都 市 に お け る 歴 史 的 建 造 物 の 状 況            1 - 5 

 1 . 3  用 語 の 定 義                       1 - 7 

 1 . 4  既往 研 究                       1 - 1 1 

 1 . 5  論文 の 構成                      1 - 2 4 

 

第 2 章  旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史的価値          2 

 2 . 1  旧 東 伏 見 邦 英 伯 爵 別 邸 の 歴 史              2 - 2 

 2 . 2  旧 東 伏 見 邦 英 伯 爵 別 邸 の 変 遷              2 - 9 

 2 . 3  横浜 市 認定歴 史 的 建造 物                2 - 2 4 

 2 . 4  歴史 的 特徴                      2 - 2 6 

 

第 3 章  旧東伏見邦英伯爵別邸の地域との関係        3 

 3 . 1  立地 場 所 （横 浜 市 磯子 区 ）と の関 係            3 - 2 

 3 . 2  開発計画                        3 - 1 2 

 3 . 3  地域との関係                      3 - 2 7 

 

第 4 章 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」設計と施工技術      4 

 4 . 1  旧東 伏見邦英 伯爵別 邸の「再利用」計画          4 - 2 

 4 . 2  大空 間 スペー ス に おけ る 耐震 性能 の 確 保         4 - 1 6 

 4 . 3  建物 調 査                       4 - 1 9 

 4 . 4  外観改修工 事                      4 - 3 0 

 4 . 5  躯体 補 強工事                     4 - 4 0 

 4 . 6  内部 改 修工事                     4 - 4 4 

 4 . 7  改修 工 事完成 内 容                   4 - 4 8 

 4 . 8  設計 と 工事内 容 の まと め                4 - 5 0 

 



第 5 章  旧東伏見邦英伯爵別邸の現状              5 

 5 . 1  建物 の保有形 態                     5 - 2 

 5 . 2  建物 の利用状 況                     5 - 3 

 5 . 3  建物 メンテナ ンス担 当者からのヒアリング         5 - 4 

 5 . 4  現在の建物状況の確認及び今後の課題            5 - 5 

 

第 6 章 経済的考察と各立場における重要性                6 

 6 . 1  歴史 的価値の 経済的 側面                 6 - 2 

 6 . 2  地域 との関係 におけ る経済的側面             6 - 2 

 6 . 3  「再利用」設計と施工技術の経済的側面           6 - 3 

 6 . 4  建物の現状から確認できる経済的側面             6 - 5 

 6 . 5  各立場における旧東伏見邦英伯爵別邸の重要性         6 - 6 

 6 . 6  まとめ                          6 - 7 

 

第 7 章  結論                         7 

 
後記 

謝辞 

実績 

注釈 

図版出典 

参考文献 

 



1-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第1章  序論 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-2 
 

第1章 序論 

 

1.1 研究の背景・目的 

 横浜市は昭和 63（1988）年に「歴史を生かしたまちづくり要綱」を施行し、

「残された歴史的景観は、いまや貴重な市民の財産であり、その保全と活用は

今日の急務であり～これらを保全活用し将来に受け継ぐことを、まちづくりの

なかで考え、歴史的な記憶が残り奥行きのある街とする」注 1）ことを目的として、

平成 30（2018）年 9 月の時点で「横浜市登録歴史的建造物」として 206 件を登

録し、「横浜市認定歴史的建造物」94件を認定している。また「歴史を生かした

まちづくり要綱 第 5章 助成」において「第 21条 市長は、歴史的景観の保

全活用に関する維持管理、修景、復元等について、次の各号に定める行為を行

う所有者に対し、その行為に要する経費の一部を助成することができる。」とし、

「（1）登録歴史的建造物のうち保全契約を締結したものについて、その契約に

基づき行われる行為」「（2）認定歴史的建造物について、その保全活用計画に基

づき行われる行為」と「行為」について設定している。この助成については平

成 27～29（2015～2017）の 3 年間 注 2）に、調査設計 2 件、外観保全 3 件、維持

管理 85件を実施している。横浜市はこのような独自の制度を制定するだけでな

く、その方針に沿って行動することで全国的にも多くの歴史的建造物が残され

ている都市の一つとなっている。 

 筆者は平成 7（1995）年に横浜国立大学工学部建設学科建築学コースに入学し、

平成 10（1998）年から建築史のゼミに所属し、平成 14（2002）年に博士課程前

期課程を卒業するまで横浜市をはじめ神奈川県の近代建築の調査を実施した。

その調査の中には今回の論文対象となる「旧東伏見邦英伯爵別邸」と、「伊東医

院」の 2つの横浜市の認定歴史的建造物が含まれている（後者は平成 15（2003）

年度に認定されたため、調査当時の平成 12（2000）年には認定されていない）。

その後平成 14年（2002）に大成建設株式会社に入社し、平成 18（2006）年から

横浜北仲地区の再開発における旧横浜生糸検査所保存工事の施工を担当した。

この時点で、旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用倉庫が 3 棟（創建時は 4 棟存

在したが A 棟と呼ばれていた 1 棟は隣にある横浜市認定歴史的建造物の横浜第

二合同庁舎建設時に既に解体されていた）と事務所棟（北仲 BRICK）が残されて

いたが、倉庫のうち 2棟は解体し、1棟を曳家した上で事務所と共に活用する計

画であった。また解体する 2 棟の外装煉瓦は可能な限り現物を取り外した上で

保管し、新築の外装に使用することになっていた。しかし様々な理由から倉庫 2

棟解体後に計画見直しとなり、筆者は次の建設工事現場に異動となった。そし
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て次の施工担当工事は、日本大通りにある横浜市指定有形文化財の旧露亜銀行

横浜支店 注 3）の保存工事であったが、こちらも工事の途中でまた様々な理由から

中止となり、2年後に所有者が変更になり、再度計画された工事は五洋建設株式

会社が落札したため関わることはできなかった。その後保存工事業務から一時

遠ざかり、東日本大震災後の仙台での震災復旧工事施工担当を経て横浜に戻っ

た筆者は、学生時代に調査した旧東伏見邦英伯爵別邸を残すことを前提とした、

旧横浜プリンスホテルの敷地における再開発工事の施工担当になった。そして

施工担当者として業務を遂行している間に、前述の旧横浜生糸検査所附属生糸

絹物専用倉庫は「旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用倉庫 B 号倉庫及び C 号倉

庫」として平成 25（2013）年度の横浜市認定歴史的建造物に認定された。ただ、

この時点で既にこの場所に高層ビルが建設され 注 4）、倉庫は解体した上でビルの

低層の外装部に外観デザインを復元することが決まっていた（認定歴史的建造

物ではなく、横浜市指定有形文化財であった事務所棟は解体されずに、新築の

附属建物となっている）。筆者は関係者から、建物の解体理由は東日本大震災後

の調査による構造的な問題と聞いていた。そして平成 26（2014）年 2 月に旧東

伏見邦英伯爵別邸の保存を含めた再開発工事は終わり、物件名「Brillia City 横

浜磯子」は竣工した。 

 筆者が施工担当となった歴史的建造物は、横浜北仲地区の再開発における旧

横浜生糸検査所保存工事を附属生糸絹物専用倉庫と事務所棟に分ければ前述の

4件ということになる。そのうち横浜市認定歴史的建造物は 2件で、旧横浜生糸

検査所附属生糸絹物専用倉庫は一度工事中断後に解体、外観デザインの復元と

なった。もう一件の旧東伏見邦英伯爵別邸はマンション建設等の再開発工事の

一部となり、今も有効に利用されている。横浜市指定有形文化財の旧露亜銀行

横浜支店及び旧横浜生糸検査所附属倉庫事務所は、両方とも一時工事中断後に

再度保存工事が実施され利用されることになった。このようにすべて横浜市に

存在し、同様の認定や指定を受けたとしてもその建物がたどる道はそれぞれ異

なる結果となった。工事を担当した筆者にとって、それぞれの建物への好き嫌

いの主観は異なるが、横浜市が認めているように客観的な歴史的価値という点

では大きな違いは無いと考える。4つの建物はすべて鉄筋コンクリート造の建造

物であるとの共通点を持っていたが、他に無い煉瓦化粧材の外装であったり、

関東大震災で倒壊しなかったバロック風意匠の建物であったり、皇族の邸宅で

あり洋風と和風を折衷した建物であったり、個別の特徴がある。ではなぜ一方

の建物は解体され、一方の建物は残され利用されているのか。 

そこで本研究の目的は、前述した筆者が施工担当として関係した旧東伏見邦

英伯爵別邸を事例として、この建築物がどのような要素を持ち、歴史上どのよ

うな経緯をたどり、どのような方法で建物の活用のための設計・施工を実施し
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たかを建物の現状（令和元（2019）年 5 月）も含めて調査し、その内容を解明

した上で横浜市のような都市における歴史的建造物の「再利用」手法を提案す

ること、とする。この事例で得た知見を基にした手法は、今後の都市における

歴史的建造物の「再利用」に汎用的に活用できると考える。写真 1-1 に旧露亜

銀行横浜支店、写真 1-2に旧横浜生糸検査所附属倉庫事務所を示す。 

    
写真 1-1 旧露亜銀行横浜支店     写真 1-2 旧横浜生糸検査所附属倉庫事務所 
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1.2 都市における歴史的建造物の状況 

 表 1-1 に横浜市や本論文中に事例として挙げる東京都の歴史的建造物の状況

一覧を記す。 

表 1-1 横浜市及び東京都の歴史的建造物（抜粋）の状況一覧 

 
 番号 2、3、8、10は令和元（2019）年 5月の時点で、解体された建物である。

番号 4、5、6 も解体されてはいるが、その場所に新築される建物の外観デザイ

ンがレプリカとして残された（番号 4 は予定）建物である。このうち番号 2～6

は横浜市の認定歴史的建造物に認定されていたが、番号 2、3は解体前に認定を

解除し、改修費に使用した助成金を返還した上で解体されている。また番号 4

は平成 3（1991）年に認定を受けたが、平成 28（2016）年に解体されることに

なり、外観デザインを残すことで認定の取り消しはされていない。番号 5、6は

すでに解体することが決定していたが、外観デザインを新築に残すことを前提

に横浜市の認定歴史的建造物に認定されている。番号 5、6、7と番号 8、9は同

人物の遠藤於莵が設計した同じ建造物であったが、それぞれ新築建物に外観を

番号 建造物名
保存方法
　現地現物保存・現物保存
　解体

認定 解体理由 所在
建物の利用方法
及び解体後の状況

1 旧東伏見邦英伯爵別邸
現地現物保存
（マンション敷地内建物）

横浜市認定歴史的建造物 -
神奈川県
横浜市

飲食店
地域公開スペース

2 横浜松坂屋 解体
横浜市認定歴史的建造物
→平成22（2010）年3月
  認定解除

業績の低迷
・老朽化

神奈川県
横浜市

ショッピング
センター
（新築）

3 日本ビクター第一工場 解体
横浜市認定歴史的建造物
→平成22（2010）年12月
  認定解除

本社移転
・老朽化

神奈川県
横浜市

工場売却

4 関東学院中学校
解体
（外観を復元予定）

横浜市認定歴史的建造物
老朽化
（2009年から
 使用せず）

神奈川県
横浜市

新校舎建設予定

5 横浜第二合同庁舎
解体
（外観を復元）

横浜市認定歴史的建造物
第二合同庁舎
建設のため

神奈川県
横浜市

第二合同庁舎

6
旧横浜生糸検査所附属
生糸絹物専用倉庫

解体
（外観を復元）

横浜市認定歴史的建造物
安全性の確保
が困難

神奈川県
横浜市

高層マンション
＋ホテル

7
旧横浜生糸検査所付属
倉庫事務所

現地現物保存
（高層建物の附属棟）

横浜市指定有形文化財 -
神奈川県
横浜市

高層マンション
附属棟

8
旧三井物産
横浜支店倉庫

解体 -
安全性及び
経済的理由

神奈川県
横浜市

駐車場

9 三井物産横浜ビル 現地現物保存 - -
神奈川県
横浜市

事務所等

10 キッコーマンビル 解体 - オフィスの移転
神奈川県
横浜市

象の鼻エリア
への通路

11 インペリアルビル 現地現物保存 横浜市認定歴史的建造物 -
神奈川県
横浜市

事務所等

12
旧露亜銀行横浜支店
（現ラ・バンク・
 ド・ロア）

現地現物保存
（一時高層建物増築計画有）

横浜市指定有形文化財 -
神奈川県
横浜市

結婚式場

13 日本興亜馬車道ビル
現地現物保存
（高層建物増築）

横浜市認定歴史的建造物 -
神奈川県
横浜市

事務所等

14 赤レンガ倉庫 現地現物保存 横浜市認定歴史的建造物 -
神奈川県
横浜市

商業施設
文化施設

15 旧横浜銀行本店別館
現物保存
（近距離で曳家実施）

横浜市認定歴史的建造物 -
神奈川県
横浜市

事務所等

16
赤坂プリンス
クラシックハウス
（旧李王家邸）

現物保存
（近距離で曳家実施）

東京都指定有形文化財 - 東京都
飲食店
結婚式場

17
高輪プリンスホテル
貴賓館
（旧竹田邸）

現地現物保存 - - 東京都
飲食店
結婚式場

18
東京都庭園美術館
（旧朝香邸）

現地現物保存 重要文化財 - 東京都 美術館

19 旧小笠原伯爵邸 現地現物保存 東京都選定歴史的建造物 - 東京都
飲食店
結婚式場
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復元する上での解体、現地現物保存、解体とパターンの違う結果となっている。

また番号 9、10 も同人物（川崎鐵造）が設計し、同時代に竣工した建物である

が、番号 9は解体され、番号 10は横浜市の認定歴史的建造物に登録され利用さ

れている。このように歴史的建造物に対して、横浜市の認定は助成金などの一

定の効力はあるものの認定されることで解体不可となることはなく、認定を解

除する、新築建物に外観を復元する、といった理由で解体されることはある。

またそこに同じ著名な設計者であることや、同じ敷地内にある建物群であるこ

とは関係していない。 

また都市における歴史的建造物の解体理由としては以下の 2点が挙げられる。 

A.経済性 

解体理由について発表されている内容は、「経済性の問題」と「安全性が確保

できない」の 2つになる。しかし筆者としてはこの 2つの理由のうち後者の「安

全性が確保できない」については、改修工事の技術が進歩した現在では、建物

の現物を維持しながら耐震補強や免震装置を設置することにより安全性を確保

することは可能であるが、そのためのコストが大きくなりすぎる、ことが問題

であるため、前者の「経済性の問題」に含まれると考える。そのため番号 5、6

の解体後に新築された建物は高層棟として経済性を確保している。また番号 7

は番号 6の附属建物にすることで現地現物保存が実現している。番号 12は現在

は結婚式場として利用されているが、筆者が施工担当をしていた際は、旧露亜

銀行横浜支店の隣に増築扱いの高層棟が新築されることになっていた。また横

浜市の認定歴史的建造物第一号である番号 13 も高層棟建物が増築されている。

また番号 14のように煉瓦造の建物を鉄骨で耐震補強し、観光客の多いみなとみ

らい地区に立地する好条件も重なって、現地現物保存が成功した例もある。ま

た番号 15のように現地から曳家して建物自体を移動した上で、利用されている

横浜市の認定歴史的建造物の例もある。したがって建物として現地現物保存、

あるいは曳家した上で現物保存されている建物は経済性が確保されることが大

前提と言える。これは 16～19の東京都の歴史的建造物にも同様である。一方解

体された建物についてはこのように建物を残しながら活用する有効な手法の提

案がなされなかった可能性がある。 

B.建物が市民に広く周知されていない 

 建物が解体される情報が発表された後に、市民運動や有識者の活動により、

一転残されて活用される例はある（神奈川県立近代美術館など）。その上で建物

やその価値が市民に広く周知され、市民にとってその建物が親しく近い存在で

あることは重要である。図 1-1 の解体された建造物は第三者が評価した確かな

価値を持つ建物であるが、その内容を周囲に伝える手法をとっていなかったこ

とも言えると考える。そして周知させるもっとも重要な要素は建物が一般市民
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に開放され、利用されることであろう。表 1-1 の現存する歴史的建造物はすべ

て、何らかの用途で利用されている。そして解体された建物は、長期間利用さ

れていなかったものが多い。 

 

1.3 用語の定義 

1.3.1 「再利用」の定義 

 今回の論文の題名として「再利用」という用語を使用しているが、この「再

利用」は、「歴史的建造物を時代と共に改修しながら活用していく」という意味

で使用している。この用語の定義は、加藤耕一著「時がつくる建築 リノベー

ションの西洋建築史」において古くなった建物に対する対応として「再開発」「修

復/保存」「再利用」の三者に分けて定義している内容から引用している。論文

内では三者の意味として 

再開発：既存建築物を破壊して新築する 

修復/保存：既存建築物を改変せずに維持する 

再利用：既存建築物の一部が古いまま残り、一部は新しいものに改変されなが

らも利用していく 

としている 注 5）。この定義は、木構造による日本の建築物のように地震や火災の

影響で短期的な解体、新築を繰り返す状況とは異なる、西洋建築史における一

つの構造体を長期間建物の改修を繰り返しながら利用していくことで創建時以

上の高い価値を持つ建物となることを表している。この考え方が、構造体とし

て鉄筋コンクリート造が増加した日本の近代建築を学術的に残していく上で、

同時に利用していくことが 良な手法であると考える本論文の内容において、

も当てはまる言葉と判断した。図 1-1に「再開発」「修復/保存」「再利用」の

三者の関係図を示す。 
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図 1-1 「再開発」「修復/保存」「再利用」の三者の関係図 

 

そもそも歴史的建造物を残していく行為について「保存」「保全」「修復」「改

修」「復元」「復原」など様々な言葉が存在する。その上で建物を残すための手

法については 

A. 創建時の建物の状態に戻して維持する 

B. 残すことが決まった時点の建物の状態を維持する 

C. 今後の活用に向けて各所を改修した上で建物を維持する 

D. 今後の活用に向けて一度解体した上で建物の材料を転用して再建する 

E. 今後の活用に向けて一度解体した上で建物のデザインを維持する（レプリカ） 

が挙げられる。このうち、建物を残すための手法 A,B が「時がつくる建築 リ

ノベーションの西洋建築史」における定義としては「修復/保存」であり、手法

Cが「再利用」、手法 D,Eが「再開発」に当てはまる。 

また建物全体を解体する手法についても 

Ⅰ.建物を調査した上で一部材料を残して解体する 

Ⅱ.建物を調査した上で解体する 

Ⅲ.解体する 

が挙げられる。 

歴史的建造物を現代の状況によって活用するためには、大なり小なり改修は

必要である。Aや Bのように創建時や残すことが決まった時点の状況をまったく

変えずに建物を使用することはその建物をモニュメント（記念碑）として扱い
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建物の機能を停止する、又は活用方法が見出せないのでとりあえず誰も使用し

ない状態を維持して放置する以外は無いと考える。もちろん過去の状態が維持

されることでの学術的価値についてはこの手法が も残る可能性が高く、寺社

や神殿など、この手法で建物を残すことが 良と考えられる建物についての手

法とすれば異論は無い。ただし近代建築に関しては創建時がモニュメントでは

なく人が利用することを前提で建設されているものが多く、現在や未来につい

てもあくまで活用を前提として建物が残される。なぜなら現在の日本では新築

を崇拝し、古い建物を利用することには積極的でない文化があるため、建物を

活用することで大きな利点が無い限りは解体から新築の流れとなる。その環境

のなかで近代建築を残すためには C,D,E の手法をとることになる。そのうち手

法 D と E については一度建物自体を解体する行為となり、残すための手法 D に

ついては解体する手法Ⅰが、残すための手法 E には解体手法Ⅰ又はⅡが必要に

なる。歴史的建造物に対してこの 2 つの手法をとる場面には、いたしかたない

理由があるとは思うが、手法 D としても残す材料は手法 A,B,C に比べて少量に

なることが多く、手法 E については材料の本物が残らないことになるので、文

化財として歴史的建造物を残すための手法としては避けたい手法である。例え

ば前述した「旧横浜生糸検査所」の「ザ・タワー横浜北仲」における保存方法

は手法 D となり、敷地の隣の同じく「旧横浜生糸検査所」であった「第二合同

庁舎」はレプリカによる手法 Eとされているため、6棟の大規模な歴史遺産であ

った生糸検査所について現地現物保存とされているのは旧「横浜生糸検査所附

属倉庫事務所」のみとなる。図 1-2 に「旧横浜生糸検査所」の保存・解体状況

を示す。 

 
図 1-2 「旧横浜生糸検査所」の解体状況 

解体 解体（外観復元レプリカ）

解体（外壁材一部保存）

現地現物保存
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そして近代建築を残し活用する方法として、歴史的にも活用という用途にお

いても 適と考えられる手法が Cとなる。 

 その手法 Cについてはさらに細かく細分化すれば、改修方法においても 

C-1.現地の現物に対して建物の外観のプロポーションまで維持する 

C-2.移設して現物を維持する（建物を曳家して移動する） 

C-3.現地の現物に対して建物の外観は維持するが、新築の高層棟を附属するな

どプロポーションは維持しない 

C-4.建物の一部のみ維持し、大部分は新築とする 

の 4つに分別される。歴史的価値に重点を置くのであれば、C-1が も優れてお

り、C-2、C-3、C-4となるにつれてそのレベルが下がる。今回事例として挙げる

旧東伏見邦英伯爵別邸は C-1の分類となる。その他の例として、C-2は横浜市内

の旧横浜銀行本店別館や宮崎県庁舎 5号館、C-3は旧東京中央郵便局であったＪ

Ｐタワーや横浜市内の旧川崎銀行横浜支店であった日本興亜馬車道ビルがあり、

C-4は前述した「旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用倉庫 B号倉庫及び C号倉庫」

や外壁のみ保存した横浜市内のストロングビルが存在する。またこの例として

紹介した横浜市の建物はすべて横浜市の認定歴史的建造物に登録されており、

認定歴史的建造物には様々な手法による建物を残す方法が認められているとと

もに、その手法には「本物を残す」観点においてレベル差があることがわかる。 

本論文は建物を維持することに加え、改修しながら活用する手法について論

ずる内容となるため、手法 C の建物の「再利用」と定義することが適当である

と考える。またその「再利用」のなかでも旧東伏見邦英伯爵別邸は現地現物保

存であり、外観のプロポーションの変更も無い、 も「歴史的価値」が高い事

例となる。写真 1-3 に旧横浜銀行本店別館、写真 1-4 に日本興亜馬車道ビルを

示す。 

  

写真 1-3 旧横浜銀行本店別館         写真 1-4 日本興亜馬車道ビル 
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1.3.2 建物名：「旧東伏見邦英伯爵別邸」の定義 

 本文の中心となる建物名称は「横浜市認定歴史的建造物」として登録されて

いる「旧東伏見邦英伯爵別邸」で統一する。ただし竣工当初の記録では「東伏

見伯爵磯子御邸」とあり、第 2 章で詳しく述べるが東伏居邦英伯爵の実子であ

る東伏見慈晃氏の証言から「別邸」ではなくあくまで「本邸」として建造され

ていることがわかっている。また現在では、西武グループが所有時代の横浜プ

リンスホテルの施設として名付けられた「貴賓館」が建物名称として定着して

おり、マンション住民や地域の人々にはその名称で呼ばれている。 

 

1.4 既往研究 

1.4.1 確認範囲 

既往の研究成果及び文献を以下の 5項目の視点から確認した。 

Ⅰ．近代建築の保存に関する研究・文献 

Ⅱ．横浜市の歴史的建造物に関する研究・文献 

Ⅲ．旧東伏見邦英伯爵別邸及び皇族の邸宅等についての研究・文献 

Ⅳ．都市計画における歴史的建造物の保存に関する研究・文献 

Ⅴ．近代建築の保存技術に関する研究・文献 

 

Ⅰ．近代建築の保存に関する研究・文献 

 

Ⅰ-A．小西 敏正 他：「近代建築の保存構法選択方法について」、「日本建築

学会計画系論文集 第 487号」、pp.97～105、1996年 9月 

建築物を保存するためには、維持費、建て直して高層化した場合と

の収益差など経済的問題、動線の悪さ、断熱・遮音の悪さ、設備の不

備といった機能的問題、また建築基準法・各種規制への適合などの法

的問題、感情的問題等を解決する必要がある。また本来の姿に近づけ

るために修繕・改修する場合は、本来の姿を知るための研究を伴うと

共に、工事のための費用、研究の組織づくりや運営の費用が必要にな

る。更に保存建物を維持するためには、補修、維持管理、管理組織づ

くり、運営、メンテナンス、場合によっては移築のための費用が必要

となる。 

      多くの場合、歴史的建築物の所有者は不都合を感じながら建築物の

価値をある程度認めているが、その不都合と保存とが相いれないもの

と考え、保存について検討することを嫌う傾向にある。一方、保存を
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主張する側は全面保存を念頭に置いていることが多く、その建築物に

関心を持つ不特定多数の人などが、建て替えや大規模な模様替えに対

して保存に対する漠然とした希望によって保存の要求を行うことが

多い。このため、いわゆる保存問題が生じ解決を難しくしている。 

      このように生じる保存問題を合理的に解決するためには、所有者は

不都合点の整理を行い、それを生じさせている建築物の物理的な実状

などを調査しなければならないし、保存要求側も保存価値を調査する

と共に、その建築物が保存できる状態にあるか、保存するためにどう

すれば良いかなど実状を知る必要がある。その上で不都合を解決し、

経済的な制約などに対処し、保存するための手段として、ハード面の

支援、ソフト面の支援を十分に検討し、保存のための方法の分類に従

い、これらの結果を総合して問題点の整理検討を行い保存の可能性が

ある構法を検討し、可能性がある場合には具体的な不都合点の解決の

ための保存方法と、保存の範囲、保存の程度を含んだ保存構法が提案

される。この過程を経て保存の決定が行われることで、例え全面的に

保存が不可能になっても後から問題が生じることが少ないと思われ

る。 

 

Ⅰ-B．足立 裕司 他：「現代建築の保存と活用」、「建築雑誌 Vol.103 

No.1269」、1988年 2月 

近代建築の文化財指定をする上での評価基準では何といっても優秀

性があげられるが、近代建築ではその上に、建物がその先どのように

利用していけるのか、ということが重要である。それは近代建築とい

うものが概して規模が大きく、大都市の中にあるため地価の問題と関

係するからである。 

近代・現代建築の保存ということになるとどうしても建築構造の問

題と深く関わっていて、それを解決しないことには保存活用もなかな

かしにくい。 

骨董品ではなく生きた都市にしたい。そこで歴史的建築の価値を考

える手立てとして、1）歴史・文化的価値、2）技術的価値、3）デザイ

ン的価値、4）地域文化として、景観としての価値などが考えられる。 

デザイン的な価値は建築家だけが理解していても仕方のないことで

あり、一般の市民の広い基盤の上に立たない限り美しい建築はできな

いし、また残っていかない。 

現在の社会ではかつての時代のような建築は不可能になっている。

せめて先人の残したものを大事にしてそれを後継者に安全に伝えてい
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くことが大事ではないか。 

人の生きるということを支える素晴らしい建築というものは、やは

り経済の効果を越えたものになりうるのではないか。 

 

Ⅰ-C．小山 貴寛 他：「市街地における歴史的建造物保存・再生の計画手法 

に関する研究 ～大阪市泉布観地区整備計画を事例として～」、「日本 

建築学会近畿支部研究報告集」、pp.201～204、1998年 

       近年、博物館的保存ではなく歴史的建造物を施設として利用する取り

組みが行われるようになってきた。これは保存を促進するには、建造物

に施設機能を持たせることが必要という観点に基づく。市街地において

小規模な建造物の保存・再生を図る場合、新施設と比較すると機能充足

度合いは必然的に劣る。この際、施設利用者にとっては、機能の劣性を

補完する代替価値が必要となる。それは、歴史的建造物内での活動を通

した空間体験に他ならない。したがって、専門家による学術的価値等の

判断基準に加えて、施設利用者に対して空間体験として何を伝えるのか

に基づく判断基準が必要といえる。 

 

 

Ⅰ-D．坂東 真央 他：「近代建築遺産の保存・活用のプロセスと運営に関す

る研究 －旧宇部銀行本店の活用計画を事例としてー」、「日本建築学会

中国支部研究報告集 第 33巻」、pp.1～4、2010年 3月 

        改修工事には耐震診断の実施も含め多額の費用を必要とするため、

保存・活用する意向があっても再生に踏み切ることは難しいのが実状

である。 

        運営コンセプトは地域性やニーズを考慮したオンリーワンの事業展

開を行っている点も特筆すべき点である。 

        収支については施設単体では採算が合わないため、行政からの施設

の管理委託費が主な収入源となっている。水光熱費や事業費の一部を

行政が負担するケースも見られた。 

        近代建築遺産の再生活用には、建物所有者に対してただ感情的に保

存を訴えるだけでなく、それ以上に、「だれがどのように運営するか」

ということに社会的叡智を動員することが必要であることが分かった。

また、改修・維持管理のコストに関する問題はとりわけ切実であり、

それらの負担を所有者だけに求めず、社会全体でバックアップする体

制を整えることが重要であることが分かった。 
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 Ⅰ-E．井川 博文 「近現代建造物の保護―現況と展望―」、「建築史学 第

72号」、pp.44～56、2019年 3月 

        近現代建造物の課題は、管理活用や修理などの実務的対応へシフト

している。また公共施設、企業等が所有する稼働資産が多いことが特

徴の一つであり、修理や改修を繰り返しながら現代社会の中で活用さ

れている。そして文化財に理解のある所有者があってこそ適切な施設

維持が可能となるため、そうした環境を生み出す対策が望まれる。 

        近現代建造物の次の課題として、修理の担い手の問題がある。ただ

し近現代建造物の修理事業では、構造材料に関する知識だけでなく、

施設の活用を企画段階から修理後の維持管理まで広い範囲で検討を行

う必要がある。つまり近現代建造物を修理する担い手には、従来の文

化財修理に対する知識や、コンクリートなどの近現代建造物に特有の

材料を保存するための知識に加え、文化財の価値を理解し関係者で共

有した上で、新たな機能の導入や意匠へ配慮することが求められる。

そして時には施設の管理運営に配慮し、事業全体を総括的に指揮する

立場となる可能性もある。いずれの職能においても、既存の主任技術

者が新たにこれらの全てを会得することは容易ではない。 

 

Ⅰ-F．八木 真爾 他：「建築誌掲載事例にみる鉄筋コンクリート造歴史的建

築物の保存活用について」、「日本建築学会技術報告集 第 14巻、第 28

号」、pp.621～626、2008年 10月 

        歴史的には 1983年のオイルショックを機に、1980年代前半期から近

代建築ならびに保存改修への関心の高まりが見られる。また 1990年代

は保存と活用の双方を重視する傾向が強まり、2000 年以降は容積割増

を中心としたインセンティブ制度の整備が進む。1990 年代中頃から

2000 年代初頭にかけての変化は、保存を主として活用も可とする変化

から、保存と活用を共存させる活用保存への転換期ともいえる変化が

起こっていると考えられる。 

 

Ⅰ-G．高麗 憲志 他：「近代建築の保存・再生とその評価に関する研究」、「日

本建築学会近畿支部研究報告集」、2005年 

       「住宅」の保存活用方法を、用途を転用する方法と用途を継続する方

法に識別した場合、調査対象 14 件中 12 件が前者で 2 件が後者であっ

た。また前者の 12件中 8件が美術館や資料館、記念館、迎賓館のよう

に記念性を持つ用途に転用されている一方で、近年は住宅も民間に委

託することで積極的に利活用を行う例が増えている。その例として小
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笠原伯爵邸がレストラン、旧神戸居留地十五番館が喫茶店、高輪プリ

ンスホテル洋館が宴会場に利用されている。 

 

Ⅰ-H．日色 真帆：「解体された明石小学校から学ぶこと、利用の時代の歴史

保全 保存・再生・活用の立脚点を考える」、「日本建築学会大会（東海） 

建築計画部門 研究協議会資料」、2012年 9月 

        2010 年に数多くの保存運動が成されたものの解体された東京都中央

区立明石小学校について見解を述べている。 

        保存運動からわかることとして 

1.「もう遅い」の繰り返し：あきらかに地域にメリットのありそうな

理由でも行政は止まれない。つまるとこと、情報公開が遅い。計画

がほとんど決まった段階で公開し意見を求めても表面的な反映し

かできない。計画の早い段階から公開し、意見をつのり参加をはか

る必要がある。 

2.「ふえる一方の床面積」：用途が同じであるのに、2倍以上の床面積

が必要なのだろうか。税金で建てる公共建築では、面積が増える方

にまとまってしまう傾向があるのではないだろうか。 

3.「計画者の顔が見えない」：住民への説明会に行政の担当者と設計 

者は出るが、設計の条件と言える建築計画をつくった人は出ない。

改築を前提にした設計プロポーサルの条件をつくった計画者による

説明が必要である。責任をもって説明する計画者は、行政の人であ

ってもコンサルタントであってもよい。ある建築プロジェクトに対

して、顔の見える「説明する計画者」が必要だろう。明石小学校の

場合、計画当初から建て替え修了までの期間に、行政の担当者も学

校長も交替してしまった。 

        質の高いリノベーションがまだ日本に少ないことも事実である。 

 

Ⅰ-I．近角 真一：「求道会館と求道学舎における保存活用の技術」、「日本建

築学会大会（東海） 建築計画部門 研究協議会資料」、2012年 9月 

        求道学舎の改修においては、外部の歴史的意匠を守りつつスケルト

ンを耐震・耐久化し、内部をインフィルとして自由に改造して住む企

画に応募した居住者達の資金で、プロジェクト費用全額が賄われた。 

        購入した 10人の居住者の多くは建築家（武田五一）の名前はおろか

この建物の歴史的由来にも関心が低く、つまり“鑑定書”的な情報は

退け、自分自身の直感を信じてこの建物の購入を決断している。これ

らの人々は共通して「古い建物が好き」「今のマンションが嫌い」「天
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井の高さが好き」「アーチの廊下が好き」などの感想を表明している。 

        現状の文化財保存事業は、歴史的価値を重視するあまり、生活者で

ある建物所有者の苦悩に迫る努力をしていないように思う。 

 

Ⅰ-J．杉江 夏呼：「重要文化財自由学園明日館の保存と活用」、「三重大学」、 

2013年 3月 

       重要文化財であるフランク・ロイド・ライト設計の自由学園明日館の

保存工事及びその後の建物状態の経過や、活用状況について述べている。

また歴史的建造物を活用するために、経済的にどのような運用を進める

ことが有効であるかについて、アンケートなど実例を通して調査・研究

している。 

 

Ⅰ-K．加藤 耕一：「時がつくる建築 リノベーションの西洋建築史」、 

2017年 4月 

       既存建物の「再利用」の繰り返しによってもたらされたものは、建物

のなかに刻み込まれた歴史の重層性であり、建築は長い建設の過程で生

活世界の変化に応じて変化していく、としている。また経済性の観点よ

り、東京では近年ますます駅ビルを高層化して経済利益を生むことが至

上命題となっており、「再利用」の可能性は「再開発」の経済性に道を

譲った、として、日本の都市における歴史的建造物を残す際、高層化す

る傾向にあることを述べている。 

 

Ⅱ．横浜市の歴史的建造物の保存に関する研究・文献 

 

Ⅱ-A．岡本 二郎 他：「横浜市の近代建築とその保存方法について」、「日本

建築学会中国支部研究報告集 第 23巻」、pp.621～624、2000年 3月 

        横浜市の近代洋風建築を対象にその保存の現状と保存手法、保存の

取り組みについて調査し、考察した内容。横浜市の近代洋風建築の保存

事業は教育委員会及び都市デザイン室を中心に積極的に取り組み、函館

市とともにこれまでに大きな成果をあげてきたとする。またこの時点で

の横浜市内に現存する近代洋風建築について表でまとめている。 

 

Ⅱ-B．小林 愛：『歴史的建造物の現況から見た横浜関内地区における「歴史

を生かしたまちづくり」の実態に関する研究 -“残る条件”の分析を

中心に-』、「日本建築学会大会学術講演梗概集」、pp.351～352、2005年

9月 
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        横浜市の歴史的建造物がどの程度失われたか、失われた歴史的建造

物と今日残されているものとの差異から「残る条件」とは何か、につ

いて述べている。1981年に存在した近代建築が 2004年には激減してい

ることを調査し、「残る条件」として建物の場所がメインの通り沿いに

あること、用途・所有者については「現存」は市所有の文化施設・宗

教施設が多く、「一部保存」は民間所有のオフィスが多いことを述べて

いる。また横浜市が民間に対して「一部保存」という柔軟な方針で譲

歩しつつ所有者に保存を強く働きかけてきたこと、大半の所有者が望

む「補助金」についても対応してきたことを成果としてあげ、歴史的

建造物を「残すとメリットになる」という具体的なモデルを提案して

いくべき、と述べている。 

 

Ⅱ-C．西邑 雅未 他：「横浜市における歴史的建造物の保存手法の研究」、「日

本建築学会大会学術講演梗概集」、pp749～750、2008年 9月 

       近代建築の保存において先進的な取り組みをしている横浜市を対象

に、歴史的建造物が保存される経緯や保存手法を調査し、整理及び分

析を行うことで問題点と特徴を明らかにすることを目的としている。

横浜市が目指す「歴史的景観」を保つには人目に触れやすい場所の建

物を残す必要があり、その建物を人が集まる博物館や資料館に転用さ

れたことが保存できた理由だと述べている。 

 

Ⅱ-D．小川 直樹 他：「横浜市関内地区における歴史的建造物の保全とその

活用に関する研究」、「日本建築学会大会学術講演梗概集」、pp.349～350、

2005年 9月 

        歴史的建造物を保全・活用し、横浜市都市部の活性化や都市の問題

を解決するための提案を述べている。関内地区を歴史的地区として設

定することや沿岸部の倉庫建築を保存すべきという内容に加え、「都市

の景観や環境を保全するために、部分保存でなく現状のままの全面保

存か、建設当時の状態への復元が理想」、との意見や「部分保存」を「全

面保存」に比べて助成金を減額すれば全面保存が期待できる、という

意見を述べている。 

 

Ⅲ．旧東伏見邦英伯爵別邸及び皇族の邸宅等についての研究・文献 

 

Ⅲ-A．横浜市教育委員会事務局文化財課：「横浜市近代和風建築調査報告書」、

pp.36～42、2009年 10月 
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       「旧横浜プリンスホテル貴賓館・蔵」との名称で旧東伏見邦英伯爵別

邸についての調査報告を掲載している。平成 2（1990）年に行われた改

修後の旧東伏見邦英伯爵別邸の調査報告及び建物の沿革や施主の東伏

見邦英伯爵、竣工時の設計・施工者の情報、建物の特徴について述べ

ている。また平成 12（2000）年の調査において実測したデータをもと

に図面をおこしている。筆者もこの調査に同行し、図面を描いている。 

 

Ⅲ-B．吉田鋼市先生退職記念誌編集委員会：「吉田鋼市研究室の軌跡 神奈川

県下における歴史的建造物実測調査実績」、pp.46～47、2013年 4月 

        横浜市近代和風建築調査報告書と同じく平成 12（2000）年の調査図

面、写真を掲載している。 

 

Ⅲ-C．矢代新一朗、（監修）鈴木 博之：「皇室の邸宅」、pp.64～68、114～119、

2006年 3月 

       旧東伏見邦英伯爵別邸についての写真や施主である東伏見邦英伯爵

について述べている。また京都に存在する東伏見邦英伯爵の別邸（現在

の料理旅館吉田山荘）の内容についても記述されている。 

 

Ⅲ-D．青蓮院門跡門主 東伏見慈晃：「青不動のこころ」、2009年 9月 

        東伏見邦英伯爵の実子である東伏見慈晃の著書。父である東伏見邦

英伯爵について学者として何を研究されていたか、どのような経緯で

青蓮院で仏門に入ったのか、など記憶をもとに当時の様子が記載され

ている。東伏見慈晃氏本人と御会いした時にも参考とさせていただい

た。 

 

Ⅲ-E．水沼 淑子：「近代における皇族別荘の立地・沿革及び建築・使い方に

関する研究 －海浜別荘を中心とする検討―」、「住総研 研究年報

No.27」、2000年版 

Ⅲ-F．小沢 朝江 他：「皇族本邸における和風と洋風の使い分けについて 近

代における皇族邸宅の建築様式と生活様式に関する研究（1）」、「日本建

築学会大会学術講演梗概集」、pp.349～350、2001年 9月 

Ⅲ-G．水沼 淑子 他：「葉山における皇族別荘の建築実態と生活様式 近代

における皇族邸宅の建築様式と生活様式に関する研究（2）」、「日本建築

学会大会学術講演梗概集」、pp.351～352、2001年 9月 

        鎌倉、葉山などに存在していた皇族の住居について建築様式や生活

様式、洋館・和館の利用方法等について述べている。また東伏見邦英
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王が継承した東伏見宮家を創立した第一代依仁親王の邸宅であった、

葉山町に現存する東伏見宮葉山別邸についての詳細な報告がある。 

 

Ⅲ-H．小室 博一、（監修）鈴木 博之：「元勲・財閥の邸宅」、2007年 1月 

        皇族の邸宅と同程度の規模の元勲・財閥の邸宅について紹介してい

る。現在の建物の活用方法も含めて参照とした。 

 

Ⅳ．都市計画における歴史的建造物の保存に関する研究・文献 

 

Ⅳ-A．三原 季晋 他：「都市計画的見地からの歴史的建築物の保存・再生に

関する調査・分析 －近代建築の再生のあり方とその手法を中心として

-」、「日本建築学会関東支部研究報告集」、2002年 

        歴史的建築物の保存・再生について今後、都市計画的見地から実行

していくことが、重要な課題となるという研究背景において、都市に

存在する歴史的建築物の現況を把握し、どのように利用、再生が行わ

れ、周辺にどのような影響を及ぼすかを考察している。また都市計画

的見地からの保存手法のあり方については、歴史的建築物を積極的に

利用しつつ保存再生することが街づくりの観点からは重要であるとし、

地区計画や景観条例規制によって規制をしていくことが歴史的建築物

を地区と一体的に保全していく手法として有効であると述べている。 

 

Ⅳ-B．津久井 隆行 他：「都市計画的見地からの歴史的建築物の保存・再生

に関する調査・分析（その 1） －近代建築の再生のあり方とその手法

を中心として-」、「日本建築学会大会学術梗概集」、pp.221～222、2003

年 9月 

        民間所有の歴史的建造物について、地区計画や景観条例などによる

面的な規制を実行することに様々な課題を抱えていることを述べてい

る。また保存・再生について、新しく建築物を建てるよりも高額にな

ってしまうケースも少なくなく、歴史的建築物が民間所有の場合では、

新しく建て替えてしまうことも多いこと、歴史的建築物の保存・再生

を促進するためには、行政からの助成や固定資産税の低減などの税制

的な対応が不可欠であるという経済的な面についても言及している。 

 

Ⅳ-C．不破 徹 他：「都市計画的見地からの歴史的建築物の保存・再生に関

する調査・分析（その 2）－近代建築の再生のあり方とその手法を中心

として-」、「日本建築学会大会学術梗概集」、pp.223～224、2003年 9月 
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        現状の都市計画制度では、開発誘導的な方針・制度を主としたもの

ではなく、歴史的建築物街区の保全・再生を効果的に行える都市計画

手法の充実が必要である、と述べている。 

 

Ⅳ-D．木本 貴大：「横浜関内地区におけるコンバージョンの可能性の研究 －

ビルオーナーに対するアンケート調査をもとに-」、「日本建築学会大会

学術講演梗概集」、pp.661～662 

        横浜関内地域におけるコンバージョンによるまちづくりの可能性の

検証を行っている。考察として、関内地区のビルオーナーは資金面・

経営面での問題からコンバージョンに対して消極的で、資金面でのリ

スクを負い設備投資を回収できる事業計画を明確に持つ事業者の積極

的な参画が も重要であるとしている。 

 

Ⅴ．近代建築の保存技術に関する研究・文献 

 

Ⅴ-A．清水 候二：「鉄筋コンクリート造の歴史的建築物における外装材に関

する保存手法 －横浜税関本関を通して-」、「日本建築学会技術報告集 

第 15巻 第 29号」、2009年 2月 

        歴史的建造物の保存改修にあたり、外装材は歴史的、景観的、オー

センシティを表す重要な要素であることから、オリジナルの材料を残

すことを基本に保存することが望まれる。そのためには改修工事前に

周到な調査を行い、オリジナルの材料がどれだけ残っているかをまず

確認することが重要である。またオリジナルと新規の復元を違和感の

ないように調和させるか、また改修部分をむしろあえて明示するのか

で改修方法が異なってくることを述べている。 

 

Ⅴ-B．清水 候二：「鉄筋コンクリート造の歴史的建築物における外装保存手

法に関するマネジメント －横浜税関本関を通して-」、「日本建築学会

技術報告集 第 16巻 第 33号」、2010年 6月 

       外装材保存手法における施工段階のマネジメントフローと各プロセ

スで留意した点について、以下の内容を挙げている。 

・学識者らによる検討会が保存改修の方針を定めるため、ここで議論

を円滑に行い適切な判断が行えるよう、「見える化」などの工夫が必

要である。 

・外装材に関する詳細調査は多大な時間と労力を必要とするため、手

戻りの無いように計画すること。 
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・劣化判定は、全数調査の場合には現状の程度により 3 段階で判定を

行い、サンプル調査・目視調査の場合は、全体、まとまりで判定を

行う。 

・部位の改修種別は、保存・復元技術の実現可能性を確認の上、工法

の絞込みを行い決定する。 

・改修方法の決定では質感など様々な要素の影響を考慮し、サンプル

を作成する。 

 

Ⅴ-C．清水 候二：「鉄筋コンクリート造の歴史的建築物における外装保存手

法に関する判断プロセス －横浜税関本関を通して-」、「日本建築学会

技術報告集 第 17巻 第 35号」、2011年 2月 

        保存・復元の決定あるいは改修方法の決定に至るには、様々なプロ

セスのマネジメントと判断が求められ、それらの道筋を示す必要があ

る。改修種別についてはオーセンシティの確保の観点から創建時への

復元が望まれるが、材料確保の問題や接着性の問題があって困難であ

るとの判断もあり得る。創建時の材料・工法による復元をまず考える

のは当然であろうが、並行して新材料、新工法による検討の道を広げ

ることも重要であると考えられる。また改修方法としてもスタートは

オリジナルをどのように保存するかという問題意識に集約されるが、

一方復元とする場合は部位における保存部分との関係や部位同士の関

係、建物全体との関係など、関係性が一つのキーワードになる。 

 

Ⅴ-D．八木 伸爾 他：「鉄筋コンクリート造歴史的建築物の保全改修工事費

について」、日本建築学会技術報告集 第 14 巻 第 28 号」、2008 年 10

月 

       歴史的建造物の所有者が保存活用を決断する際の判断材料の一つで

ある改修工事費については公開されている資料が非常に少ないが、建

築誌に掲載された鉄筋コンクリート造の保存改修工事費の分析を行い

ったところ、改修方法の違いにより 2 つの価格帯を形成する傾向がみ

られた。建物を現状のまま活かし使い続けることを基本方針とする事

例が低価格帯を形成し、間仕切りや躯体の改変、増築等、既存建物を

核とし、より積極的な改変を行う事例と重要文化財的位置づけにより、

修復、復原を行う事例が、高価格帯を形成している。 
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1.4.2 小結 

 

Ⅰ．近代建築の保存に関する研究・文献 

  近代建築を保存するためには、いくつかの条件がクリアされることが必要

である。その条件はⅠ-A では、「経済的問題」、「機能的問題」、「法的問題」、

「感情的問題」であり、Ⅰ-B では「歴史・文化的価値」、「技術的価値」、「デ

ザイン的価値」、「地域文化的価値」となる。それ以外にもⅠ-C では「建造物

に施設機能を保たせることが必要」、Ⅰ-Dでは「だれがどのように運営するか」、

「社会全体でバックアップする体制を整える」といった意見がある。これら

の中で、「機能的問題」は断熱性など改修工事において適切に対処できれば問

題にならないが、やはりそこには「経済的問題」が関係してくる。また「法

的問題」については、法律で残していけないと決めている建物は無く、避難

経路などの問題を解決し、安全面で構造的に補強すればどの建物でも法的問

題はクリアできる。ではなぜ問題になるかと言えば改修工事で構造補強をし

た上で、メンテナンス管理するコスト分の費用対効果とメリットが無いと所

有者に判断されてしまうことだろう。つまりこれも「経済的問題」の一部で

ある。施設機能を持たせることやバックアップ体制についても「経済的問題」

に繋がる内容である。また「技術的価値」については、近代建築の技術的価

値は歴史的な価値に繋がるものであるため「歴史・文化的価値」の一部とな

るだろう。そして「デザイン的価値」、「地域文化的価値」は経済的や歴史・

文化的価値だけでなく、所有者や地域住民及び関係者の建物に対する思い入

れや、地域外の人の文化財への思いなどの「感情的価値」も含まれると考え

る。ただし、Ⅰ-E にあるように「文化財に理解のある所有者があってこそ適

切な施設維持が可能」ではあるが、その「理解」を全員の所有者に求めるこ

とは困難であるため、近代建築を修理するためには近代建築の価値を有効に

見出し、所有者を納得させる総合的な担い手が必要である。そしてその担い

手は、現状は公共より受注する側の設計者・施工者が対象になっていると考

える。 

  Ⅰ-Fより、2000年以降に容積割増を中心としたインセンティブ制度の整備

が進むと共に近代建築の保存活用が進むことは、経済的意味合いが強い。一

方Ⅰ-C で「歴史的建造物内での活動を通した空間体験が機能の劣性を補完す

る代替価値としている」と述べられており、またⅠ-B では「人の生きるとい

うことを支える素晴らしい建築というものは、経済の効果を越えたものにな

りうるのではないか」、と述べられている。ただこれら内容は人の感覚・感情

的なことに依存され易いため、「デザイン的な価値は建築家だけが理解してい

ても仕方のないこと」とあるように、どうして素晴らしい建物であるかとい
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うことを空間の感覚だけでなく、知識として言葉で説明する必要もあると考

える。そうでなければ歴史的建造物の保存に対して、ごく少数の賛成しか得

られない結果となるのではないだろうか。 

  その他にⅠ-G からは「住宅」の保存活用については用途を転用する方法が

多く採用され、その中でも美術館などの記念性を持つ用途や飲食系に利活用

されるパターンが多いことがわかる。Ⅰ-D、Ⅰ-H、Ⅰ-I、Ⅰ-J からは保存活

用された実例と、解体される結果となった実例についての理由や経緯を読み

取ることができる。特にⅠ-Jでは重要文化財の保存工事から 10年後の保存状

況や建物の活用・運用状況について詳細に述べており、他物件においても参

考になる事例として汎用性が高い。 

  また「1.3 用語の定義」において「再利用」という用語の引用先として前

述したⅠ-Kには、「再利用」による歴史の重層性が歴史的建造物にとって負の

要素ではないことを述べている。 

 

Ⅱ．横浜市の歴史的建造物の保存に関する研究・文献 

  Ⅱ-A、Ⅱ-B、Ⅱ-C より横浜市が近代の歴史的建造物の保存・保全・再生に

ついて、大きな成果を上げていることがわかる。またその理由は人目に触れ

やすいメイン通りの場所の建物を多く保存したことを挙げ、施主（民間事業

者）に対して「部分保存」あるいは「形態継承（再現）」にも存続意義を認め

大巾に譲歩したことや、「助成金」についても対応してきたことを成果として

いる。しかしⅡ-D では「部分保存」でなく「全面保存」か「復元」を理想と

して「部分保存」を「全面保存」に比べて助成金を減額すべきと述べている。

これは当然な意見であるが、現実的には「全面保存」より「部分保存」の方

が助成金が少額となったとしても、「全面保存」の助成金がカバーできる金額

の割合は「部分保存」の場合より少なくなりがちであるため、助成金を減額

するだけで「全面保存」が増加することは無いと考える。一方横浜の「第二

合同庁舎」のような「レプリカとしての復元」については横浜市都市整備局

企画部都市デザイン室へのヒアリングによると、令和元（2019）年 5 月の時

点では解体前の調査行為以外は「助成金」の対象にほぼならない状況であり、

横浜市から建造物の保存としてのランクは低いものと判断されている。 

 

Ⅲ．旧東伏見邦英伯爵別邸及び皇族の邸宅等についての研究・文献 

  Ⅲ-A、Ⅲ-B は筆者が修士課程在籍時に参加した調査内容も含めた報告内容

となる。Ⅲ-C は多数市販されている旧東伏見邦英伯爵別邸についての書籍の

中で、調査内容が簡潔にまとまっている。Ⅲ-D は東伏見邦英伯爵の御子息の

東伏見慈晃氏の著書になり、第二章での本人からの意見と共に信頼性の高い
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記録である。またⅢ-E、Ⅲ-F、Ⅲ-G、Ⅲ-H は、明治時代から大正時代、昭和

初期にかけての皇族の住居の建築様式や生活様式、及び現在の活用方法を述

べているため、本論の参考とした。 

 

Ⅳ．都市計画における歴史的建造物の保存に関する研究・文献 

  Ⅳ-A において都市計画的見地からの保存手法のあり方として、地区計画や

景観条例規制によって規制していくことが歴史的建築物を地区と一体的に保

全していく手法として有効と述べていが、Ⅳ-B、Ⅳ-C においてはそれら面的

な規制には様々な課題を抱えていることが述べられている。またⅣ-B におい

て歴史的建築物の保全・再生・再現を促進するためには、行政からの助成や

固定資産税の低減などの税制的な対応が不可欠であるとし、保存行為の難し

さを述べている。ただ旧東伏見邦英伯爵別邸については、残すことで敷地内

建物の規制緩和をすることが可能になる事例となる。 

 

Ⅴ．近代建築の保存技術に関する研究・文献 

  Ⅴ-A、Ⅴ-B、Ⅴ-C により歴史的建造物を保存する際にはあくまでオリジナ

ルの材料を残すことを基本とし、またオリジナルが残せない場所についての

再現については新材料を使用して調和もしくは、はっきりと区別して施工す

るかを状況によって使い分けることが有効であることを述べている。またⅤ

-D において改修工事費について現状のまま活かし続けることで改修費が低価

格となり、積極的な改変を行えば高価格になることを述べている。つまり歴

史的建造物の現物を生かすことで、経済的に価格を抑えることができること

になる。これは筆者も同意見である。 

 

1.5 論文の構成 

「第 1章 序論」 

筆者がこの研究を行うに至った研究の背景や目的、また「再利用」の用語

の意味と建物名称を「旧東伏見邦英伯爵別邸」とした理由としての用語の定義、

そして地域・用途・都市計画・保存技術的側面から歴史的建造物について記さ

れている既往研究内容、及び論文の構成を述べる。 

「第 2章 旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史的価値」 

旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史と構成を述べた上で、建物に関する 3度の工事

内容毎に建物の概要、所有者、設計者、施工者について論じる。また旧東伏見

邦英伯爵別邸が認定されている横浜市の認定歴史的建造物制度の内容から、横

浜市の方針を読み解く。 
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「第 3章 旧東伏見邦英伯爵別邸の地域との関係」 

建物の立地場所の変遷を述べた上で、開発計画の変遷において如何にして旧

東伏見邦英伯爵別邸を残すことが決定されたか、また地域にとって旧東伏見邦

英伯爵別邸がどのような存在で、開発計画においてどのような経緯から地域貢

献として認められたかをまとめる。 

「第 4章 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」設計と施工技術」 

旧東伏見邦英伯爵別邸の大幅な変更の無い「再利用」計画内容について述べ

る。また平成 23（2011）年の改修工事前に実施した建物調査及び外観改修工

事、躯体補強工事、内装改修工事、改修工事の完成内容について、設計及び工

事の実施内容を中心とした施工技術についてまとめる。 

「第 5章 旧東伏見邦英伯爵別邸の現状」 

  旧東伏見邦英伯爵別邸の現状について、特殊な保有形態、利用状況及び管

理者のヒアリングをもとにまとめる。 

「第 6章 経済的考察と各立場における重要性」 

歴史的建造物の「再利用」の可否に深く関係する経済性について、筆者の考

えを述べるとともに、「建物の所有者及び事業主」、「設計者及び施工者」、「地

域を形成する地域住民」、「公共（国・県・市、この事例においては横浜市）」

の 4 者の立場から歴史的建造物のどの要素に重要性の重きを置くかを考察す

る。 

「第 7章 結論」 

  各章の内容を基に、旧東伏見邦英伯爵別邸を事例とした都市における歴史

的建造物の「再利用」手法についての提案をまとめる。 
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第 2 章 旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史的価値 

 

写真 2-1 旧東伏見邦英伯爵別邸（玄関正面側） 

2.1 旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史 

 旧東伏見邦英伯爵別邸は、昭和 12（1937）年に施主である東伏見邦英伯爵の

本邸として建立された。この事実は、当時の記録及び建物の棟札が現存してい

ることから設計者名や施工者名と共に明確である 注 6）。昭和 20（1945）年から

は終戦連絡局長であった鈴木九萬氏が官邸として昭和 22（1947）年まで使用し、

ＧＨＱ（連合軍総司令部）のフランス人使節も利用している 注 7）。その後西武グ

ループの所有となり、横浜プリンス会館として昭和 28（1953）年に営業を開始

した 注 8）。昭和 35（1960）年に名称が横浜プリンスホテルとなり敷地内にホテ

ル棟として別館新館が建設された後、旧東伏見邦英伯爵別邸は「旧本館」とし

て使用された。昭和 44（1969）年には 1 階部分が改装された上で「ゲストハウ

ス」の名称に変更され、和食堂として営業された。その後昭和 62（1987）年に

横浜プリンスホテルは一時営業を中止、ホテル棟の建て替え工事と共に旧東伏

見邦英伯爵別邸も改装され、平成 2（1990）年 5月に再度開業した 注 9）。その際、

「旧本館」の建物名称を「貴賓館」注 10）とした。その後旧東伏見邦英伯爵別邸

は、平成 18（2006）年に横浜プリンスホテルとして約 50年余りの歴史に幕を閉

じるまで、ホテル附属のレストラン及び宴会場として利用された。 
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写真 2-2 棟札 

横浜プリンスホテル閉館から約 5年経過した後、平成 23（2011）年 10月に横

浜プリンスホテル跡地に分譲マンションや商業施設を建設する再開発工事「（仮

称）横浜プリンスホテル跡地開発計画新築工事」が着工し、旧東伏見邦英伯爵

別邸の改修工事もその工事の一環として実施され、平成 26（2014）年 2 月に工

事が竣工すると同時に改修工事も終了し、現在は「Brillia City 横浜磯子」の

マンション住人及び地域住民のためのスペー

ス及びテナントの営業するレストランとして

利用されている。このように旧東伏見邦英伯

爵別邸は当初東伏見邦英伯爵の邸宅として建

設されたがその役割を果たした期間は 10年も

なく、その後の 50年以上の期間はホテルの附

属施設であったことになる。写真 2-1 に旧東

伏見邦英伯爵別邸（玄関正面側）、写真 2-2に

棟札、表 2-1 に旧東伏見邦英伯爵別邸の年表を

示す。 
 

年月日 出来事 

昭和 12（1937）年 旧東伏見邦英伯爵別邸竣工 

昭和 20（1945）年 鈴木九萬氏が官邸として使用 

昭和 22（1947）年 ＧＨＱフランス人使節が使用 

昭和 28（1954）年 横浜プリンス会館、食堂 5室、客室 4室として開業 

昭和 30（1955）年 ゴルフ練習場、13打席オープン 

昭和 35（1960）年 7月 15 日 ダイヤモンドプールがオープン 

昭和 35（1960）年 9月 15 日 横浜プリンスホテル新館、鉄筋コンクリート造 3階建て、 

客室 28室、宴会場 5室オープン 

旧東伏見邦英伯爵別邸は「旧本館」として使用開始 

昭和 36（1961）年 6月 世界アマレスリング選手権本部設置、レセプションの来

賓として三笠宮殿下が御来賓 

昭和 39（1964）年 4月 ゴルフ練習場を拡張し、ショートホールゴルフ場、9ホー

ルとして営業 

昭和 44（1969）年 4月 旧東伏見邦英伯爵別邸の 1 階部分を改修、名称を「旧本

館」から「ゲストハウス」に改め、会員制ラウンジと和

食堂として営業 

昭和 49（1974）年 4月 第 2回アジア卓球選手権本部設置 

昭和 62（1987）年 1月 31 日 全面改修工事のため休業 

平成 2（1990）年 5月 改修後の横浜プリンスホテル、客室 441室、宴会場 31室、 

表 2-1 旧東伏見邦英伯爵別邸の年表
注 11） 
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レストラン・バー11 軒がオープン 

平成 3（1991）年 7月 12日 スイミングプールがオープン 

平成 5（1993）年 8月 旧東伏見邦英伯爵別邸が「横浜市認定歴史的建造物」 

に認定 

平成 13（2001）年 3月 7日 プリンスブリッジ開通 

平成 13（2001）年 11 月 1日 ヨコハマプリンス・フラワー・プロムナードがオープン 

平成 14（2002）年 6月 FIFA ワールドカップサッカーで日本、ブラジル、エクア

ドル代表チームが宿泊 

平成 14（2002）年 8月 パンパシフィック水泳大会選手村となる 

平成 15（2003）年 11 月 2003年ジャパンカップ国際女子ソフトボール大会の 

選手村となる 

平成 18（2006）年 6月 30 日 横浜プリンスホテル閉館 

平成 23（2011）年 10 月 再開発工事（（仮称）横浜プリンスホテル跡地開発計画 

新築工事）開始 

平成 25（2013）年 8月 マンション棟、旧東伏見邦英伯爵別邸改修工事終了 

平成 26（2014）年 2月 再開発工事終了 

 

2.1.2 建物構成と同時代の建物との関係 

 写真 2-3 に創建当時の建物構成、写真 2-4 に旧東伏見邦英伯爵別邸正門、写

真 2-5に蔵を示す。 

 

写真 2-3 創建当時の建物構成 

 

蔵

和館

現存建屋
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写真 2-4 旧東伏見邦英伯爵別邸正門         写真 2-5 蔵 

Ⅰ．現存建屋 

 旧東伏見邦英伯爵別邸において現存する部分は近代和風の外観を持つ地下 1

階、地上 2 階、塔屋で構成される鉄筋コンクリート造の建屋である。相輪や欄

干などの仏教的な外装材を持ちながら、オレンジ色のひわだ瓦により明るい雰

囲気を漂わせる外部に加え、内部はアールデコ風のデザインが随所に見られる

独特な空間が構成されている。その佇まいから昭和 40年（1965）三島由紀夫に

よって執筆された「春の雪」に、「海を見下ろす高い崖上にあり、御殿風の外

観を持った洋館には、大理石の階段がついていた」と描かれる「洞院宮御別邸」

のモデルは、この旧東伏見邦英伯爵別邸ではないかと言われている 注 12）。建物

の特徴・細部の詳細は第 4章にて述べる。 

 

 

Ⅱ.和館 

 旧東伏見邦英伯爵別邸は竣工時には、現存する建屋以外に和室で構成され、

屋根が入母屋の日本家屋風建屋部分が存在したことが当時の写真や模型 注 13）か

ら確認できる。この建屋部分は特に記録に残っている名称が無いので、以後「和

館」と呼ぶものとする。和館は昭和 62（1987）年から平成 2（1990）年の横浜

プリンスホテル全面改修工事の中で解

体されている。旧東伏見邦英伯爵別邸と

解体した和館との接続部分の処置につ

いては新設庇の図面が残っており、他の

鉄筋コンクリート造の庇とは異なり鉄

骨の構造体にコンパネを貼りアスファ

ルトルーフィングで防水処置をした上

で瓦を張っている。写真 2-6に模型（白

枠部が和館）、図 2-1に新設庇図を示す。 
写真 2-6 模型（白枠部が和館） 
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図 2-1 新設庇図 

Ⅲ.蔵 

平成 23（2011）年の再開発工事前に解体され現存していないが、「蔵」の名称

で倉庫として使用され、邸宅と地下道で繋がっていた建物については、平成 23

（2011）年 6 月の解体工事時の調査において採取された鬼瓦の背面の記録及び

設計施工会社株式会社竹中工務店の昭和 12（1937）年 12月の社報に「延坪 2. 

寶藏 37.50 坪」、「本館寶藏共一部の手法は～」（本館は邸宅、寶藏は蔵と推測

される）と記されていると共に当時の蔵の写真が掲載されていることから、同

時期に建設されたことは確実である。「蔵」は「横浜プリンス会館」が営業を開

始してから昭和 63（1988）年までは倉庫として使われている。平成 2（1990）

年にホテル棟が建て替えられた際に、旧東伏見邦英伯爵別邸と蔵も同じ設計

者・施工者によって内装改修を施され、平成 18（2006）年横浜プリンスホテル

が閉館するまでレストラン又はバーとして活用された。 

 

Ⅳ.同時代の建物との関係 

 旧東伏見邦英伯爵別邸と同時代の大正から昭和初期にかけて建立された建築

物の意匠的面の特徴は様々であるが、構造的な面では関東大震災による地震被

害を受けて、大規模な建物が木造から鉄筋コンクリート造に変化していったこ

とが挙げられる。日本で 初の全鉄筋コンクリート造の建物は横浜で活用され

ている三井物産横浜ビルが明治 44（1911）年に竣工されているが（解体された

背後の倉庫は明治 43（1910）年竣工だが、木造と煉瓦造と鉄筋コンクリート造

のハイブリット構造であった）、それは設計者の遠藤於莬が先進的な考え方をも

つ人物であったことから採用されたと考えられている。またこの建物の外装は
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全面石貼で、鉄筋コンクリートは

あくまで構造体として隠されてい

る。遠藤於莬は震災後に、前述の

筆者が業務に関わった横浜北仲地

区の旧横浜生糸検査所附属生糸絹

物専用倉庫を三井物産横浜ビルと

同じく鉄筋コンクリート造で設計

しているが、この倉庫の解体工事

時に、床の配筋が現在の仕様のよ

うにダブル配筋でなく、応力が

かかる場所にベンダーで配筋さ

れているなど、構造的に理にかなった形状で設計されていたことを確認してい

る。また鉄筋コンクリート造でありながら柱部分の外装には構造体でない煉瓦

を外装化粧材として使用していたが、その他の壁については構造体としての鉄

筋コンクリート壁を素地で見せているなど、意匠的な外装材としても利用して

いる。この変化は震災によって建築材料として鉄筋コンクリートの地位が上が

ったことによる可能性がある。写真 2-7 に旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用

倉庫の外観を示す。 

他にも近い時代に建てられ現存して活用されている東京・神奈川主な同時代

の鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造（*マークのもの）の建築物

を竣工年代順に追うと以下通りとなる。 

大正 13年 

鳩山会館（旧鳩山威一郎邸）、静嘉堂文庫 

大正 14年 

青淵文庫（渋沢史料館） 

大正 15年 

加賀町警察署、横浜指路教会、日本キリスト教団鎌倉教会 

昭和 2年 

旧小笠原伯爵邸、横浜地方気象台、*ホテルニューグランド 

昭和 3年 

カトリック神田教会、関東財務局横浜財務事務所、*神奈川県庁本庁舎 

昭和 4年 

東京都近代文学博物館（旧前田侯爵邸洋館）、横浜地方裁判所、 

横浜銀行本店別館、東京芸術大学大学院映像研究科馬車道校舎、 

フェリス女学院一号館、*三井本館 

 

写真 2-7 旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用倉庫 
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昭和 5年 

旧根岸競馬場、インペリアルビル、ジャパンエキスプレスビル 

昭和 6年 

横浜開港資料館旧館、山手聖公会、*三井住友銀行、*東京中央郵便局 

昭和 7年 

ハリオグラスビル、三井銀行大磯寮、*横浜市大倉山記念館、昭和ビル 

昭和 8年 

東京都庭園美術館（旧朝香宮邸）、カトリック山手教会、横浜海岸教会 

八聖殿郷土資料館、*日本橋高島屋 

昭和 9年 

三浦市役所、慶応大学日吉第一校舎、*築地本願寺、*横浜税関 

昭和 11年 

和敬塾本館（旧細川侯爵邸）、ハウス・オブ・1999（旧千葉常五郎邸）、 

横浜銀行協会、日本郵船横浜支店、横浜国立大付属横浜中学校 

昭和 12年 

◆旧東伏見邦英伯爵別邸◆ 

第一生命総合運動場光風亭（旧馬場烏山別邸）、横浜市イギリス館 

昭和 13年 

原美術館（旧原邦造邸）、川崎市役所、強羅ホテル 

鉄筋コンクリートは品質が確保され、コンクリート打設時の締め固め等の施

工品質が確保されていれば、中性化以外の材料としての劣化はほぼ無い。事実、

現在では存在しない解体された鉄筋コンクリート造の建物も、空襲以外ではほ

とんど地震による倒壊ではなく所有者の事情により解体されている。これは阪

神大震災以降の耐震性の再検討前建物であっても、構造的には鉄筋コンクリー

ト造の歴史的建造物が保存活用され易いことを表している。しかし一方で意匠

的に曲線的でなく直線的な建物が多く、現代の街にあっても大きく目立たない

ことで解体され易いとも考えられる。やはり周囲の風景に同化する建物より、

自己主張が大きい特徴的な建物ほど解り易いことは事実であろう。それがモダ

ンな建物より、和風や洋風がはっきりとした外観の建築物が比較的解体されず

に保存されている理由であり、その改築方法についての是非はあるとしても、

歌舞伎座のように解体前と同様な雰囲気を持つ外観に建て替える例もある。 

旧東伏見邦英伯爵別邸のように、昭和初期以前に住宅建築として鉄筋コンク

リートが使用されたのは鳩山会館（旧鳩山威一郎邸）や旧小笠原伯爵邸など一

部の数少ない事例であり、特徴的な和風の外観を持つ鉄筋コンクリート造の建

物は、「再利用」できる可能性が高い近代建築と言えるだろう。外観に他の建物

に無いオレンジ色のひわだ瓦が使用されている点でも貴重な近代建築である。
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しかしそれでも昨年解体工事が開始された帝冠様式の代表的建築部であった九

段会館（昭和 9（1934）年竣工）のように、都市から消える建物も少なくはない。

写真 2-8 に鳩山会館、写真 2-9 に東京都近代文学博物館（旧前田侯爵邸洋館）

を示す。 

   

写真 2-8 鳩山会館          写真 2-9 東京都近代文学博物館 

 

 

2.2 旧東伏見邦英伯爵別邸の変遷 

旧東伏見邦英伯爵別邸は歴史上大きく 3度、建物状況が変化している。1度目

が昭和 12（1937）年の建物建設時、2度目が平成 2（1990）年の横浜プリンスホ

テル全面改修工事と同時に行われた建物改修工事時、そして 3 度目が平成 23

（2011）年から平成 26（2014）年の間に行われた再開発工事「（仮称）横浜プリ

ンスホテル跡地開発計画新築工事」における改修工時である。この 3 度の変化

時期を【第 1 期】、【第 2 期】、【第 3 期】とした上で、それぞれの項目について

述べる。 
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2.2.1 建物概要 

【第 1期】 

 
写真 2-10 旧東伏見邦英伯爵別邸【第 1 期】 

所在地：神奈川県横浜市磯子区磯子町間坂（牛ヶ窪）一二〇二 

建物名称：東伏見伯爵磯子御邸 

建築年：昭和 12（1937）年 11 月 10 日竣工 注 14）（昭和 11 年 6 月 27 日着工、昭

和 12年 4月 3日上棟 注 15）） 

発注者：東伏見邦英伯爵 

設計者：株式会社竹中工務店（設計主任 小林三造） 

施工者：株式会社竹中工務店（工事主任 遠藤康彦） 

構造：鉄筋コンクリート造 

規模：2階建（一部地下 1階及び地上 3階） 

建築面積：268坪（約 886㎡） 

延床面積：587.06坪（約 1,944㎡） 

     本館   468.66坪（約 1,549㎡） 

     寶藏    37.50坪（約 124㎡） 

     家令住宅  60.20坪（約 199㎡） 

     門衛住宅  16.20坪（約 54㎡） 

     其他    4.50坪（約 15㎡） 

 この【第 1 期】の建築概要については、主に同時代に関しての以下の 3 つの

資料を参照としている。 
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Ａ．現存している旧東伏見邦英伯爵別邸の棟札 

Ｂ．「株式会社竹中工務店社報」（昭和 11年 12月、昭和 12年 4月、 

12月）注 16） 

Ｃ．「建築写真集 第四輯」（株式会社竹中工務店 昭和 14年 9月 25日 

発行）注 17） 

その上で優先順位を実存する棟札を第一優先の資料とし、第二に建設同時期に

発行されている「株式会社竹中工務店社報」、第三に「建築写真集 第四輯」と

した。 

この 3 つの資料によるデータの相違点は以下のものがあり、上記概要はそれ

ぞれの資料を比較した上で、筆者が適当であると判断した内容を選択した。 

① 建物名称 

（Ｂ）には「東伏見伯爵磯子御邸」、（Ｃ）には「東伏見伯爵磯子邸」と表記さ

れている。そのため優先度の高い（Ｂ）の「東伏見伯爵磯子御邸」を採用した。 

②着工年 

（Ａ）には「起工 昭和十一年十一月四日」とあり、（Ｂ）では「着工 昭

和十一年六月二十七日」とある。現在では「起工」と「着工」は同意としてい

るが、着工の定義を現在の建設工事のように仮設設備や建物地下部分の掘削も

含めての行為と考えた場合、コンクリートの打ち終わりを（Ａ）による昭和

11年 12月 28日とするならば、起工からわずか 55日しか経過していない。こ

の日数は地下が存在するこの規模の鉄筋コンクリートの建物の工期としては

あまりに短いと言える。そのため（Ａ）の「起工」は仮設工事がある程度終了

し、地下の掘削も終了した上での地下鉄筋組立等の作業のスタートの日と想定

した。また（Ｂ）の「東伏見伯爵家磯子御邸上棟式」についての文章中に工事

の期間として「自昭和十一年六月二十七日 至昭和十二年十月二十一日」とあ

るため（上棟式時の期間のため竣工日は後に変更されたものと考える）、着工

年については昭和 11（1936）年 6月 27日が適当であると判断した。 

③施工者の役職 

（Ａ）には「工事主任 遠藤康彦」、（Ｂ）には「現場主任 遠藤康彦」と表記

されている。そのため優先度の高い（Ａ）の「工事主任 遠藤康彦」を採用し

た。 

④規模 

 （Ｂ）に「二階建（（一部地階及三階付）（本館）、（Ｃ）に「階敷 地下 1、地

上 3」とある。この二つの表記の書き方は異なるが、内容は同意と考える。 

⑤建築面積 

  （Ｂ）には上棟式時の工事概要に「建坪 本館 156.52坪、附属家 32.43坪、

御藏 20.02坪、家令住宅 37.16坪」（合計は 246.13坪）とあり、（Ｃ）には「建
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坪 268坪」とある。本来優度が上の（Ｂ）を採用するが、このデータはあく

まで上棟式時の内容であり、工事中に変更することは多々あることを考慮し、

（Ｃ）の表記を正とした。 

⑥延床面積 

  （Ｂ）において延床面積についての記述は 2ヶ所存在する。昭和 12（1937）

年 4月の社報に掲載されている上棟式時の工事概要に「延坪 本館 369.32坪、

附属家 98.34、御藏 37.54 坪、家令住宅 60.02 坪」（合計 565.22 坪）とあり、

昭和 12（1937）年 12月の社報には「建坪 1.本館 468.66坪 2. 寶藏 37.50

坪、3. 家令住宅 60.20坪 4. 門衛住宅 16.20坪 5. 其他 4.50坪」（合

計とある。また（Ｃ）には「延坪 588坪」（合計 587.06坪）とある。この点

についても②と同じ理由からまず上棟式の記述は除外した上で、（Ｂ）の内容

を採用した。（（Ｂ）の合計坪数の小数点以下の切り上げが（Ｃ）の数字とな

る）。 

写真 2-10に旧東伏見邦英伯爵別邸【第 1期】を示す。 

 

【第 2期】 

 

写真 2-11 旧東伏見邦英伯爵別邸【第 2 期】 

所在地：神奈川県横浜市磯子区磯子 3－13－1 

建物名称：貴賓館 

建築年：平成 2（1990）年 3月竣工（昭和 62（1987）年 10月着工）注 18） 

発注者：西武鉄道（西武グループ） 

設計者：村野・森建築事務所 
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    （設備基本設計：総合設備計画） 

施工者：株式会社大林組（作業所長 金澤治夫） 

    空調：高砂熱学工業 

    衛生：西原衛生工業所 

    電気：きんでん 

    外構工事：西武建設 

構造：鉄筋コンクリート造 

規模：2階建（一部地下 1階及び地上 3階） 

延床面積：1256.35㎡ 

     他、蔵：161.62㎡ 

受賞歴：平成 3（1991）年ＢＣＳ賞 

 竣工時の記録として 

・「新建築 1990 7」・株式会社新建築社・平成 2（1990）年 7月・ｐ347～359 

・「建築画報 223」・株式会社建築画報社・平成 3（1991）年 2月・p86～93 

・「日経アーキテクチュア 1990 年 8 月 13 日号（増刊）」・株式会社日経ＢＰ

社・平成 2（1990）年 8月 13日・ｐ128～135」 

・「大林組社史編集委員会編集『大林組百年史』」・株式会社大林組・平成 5（1993）

年 6月・ｐ831～832 

等の資料が存在するが、工事のメインがホテル棟の新築であったため、旧東伏

見邦英伯爵別邸（貴賓館）単独のデータが少なく、建築面積や延床面積のデー

タも確認できていない。ただ大きな変更点として、現存する鉄筋コンクリート

の建屋に附属していた木造の和館部分を解体したため、建物の床面積は減少し

ていると考えられる。またこの改修後から第 3期まで旧東伏見邦英伯爵別邸に

ついての改修の記録は無いため、この時点の延床面積については平成 12（2000）

年 4月 27～28日に横浜国立大学吉田研究室が実施した調査（筆者も参加してい

る）時のデータを表記した 注 19）。写真 2-11 に旧東伏見邦英伯爵別邸【第 2 期】

を示す。 
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【第 3期】 

 

写真 2-12 旧東伏見邦英伯爵別邸【第 3 期】 

所在地：神奈川県横浜市磯子区磯子 3－13－1 

建物名称：貴賓館 

建築年：平成 26（2014）年 2月竣工（平成 23（2011）年 10月着工） 

発注者：東京建物株式会社 東京急行電鉄株式会社 オリックス不動産 

株式会社、日本土地建物販売株式会社 伊藤忠都市開発株式会社 

設計者：大成建設株式会社一級建築士事務所 

意匠設計者 杉江 夏呼 

構造設計者 藤村 太史郎 

設備設計者 高木 淳、矢後 佐和子、金子 一登 

施工者：大成建設株式会社横浜支店 

作業所長 佐々木 勝也、工事担当者 中村 洋祐 

構造：鉄筋コンクリート造 

規模： 2階建、3階塔屋、2～3階の間に中 3階、地下 1階 

建築面積：577㎡ 

延床面積：1,193㎡ 

 竣工時の記録としては 

・「新建築 2015 8」・株式会社新建築社・平成 27（2015）年 8月・ 

ｐ175～179 

・「建築東京 05」・一般社団法人 東京建築士会・平成 27（2015）年 5月 

1日・p6～7 

・「たいせい 2013 Autumn」・大成建設株式会社・平成 25（2013）年・p6～7 
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に掲載されているが、いずれも旧東伏見邦英伯爵別邸（貴賓館）単独でのデー

タは少ない 注 20）。写真 2-11に旧東伏見邦英伯爵別邸【第 3期】を示す。 

 

2.2.2 所有者 

【第 1期：東伏見邦英伯爵】 

 東伏見邦英伯爵は生誕時には東伏見家の人間ではなく、明治 43（1910）年 5

月 16日、久邇宮家第二代邦彦王の三男、邦英王として誕生した。東伏見宮家は

第一代の依仁親王（伏見宮第二十代邦家親王の王子）が、明治 36（1903）年 1

月 31 日に東伏見宮の創立を勅居許されたものの、大正 11（1922）年 6 月 27 日

に 56歳で薨去され断絶された。しかし、邦英王が 20歳の昭和 6（1931）年 4月

に臣籍降下した際に昭和天皇の思し召しで東伏見の名は残すようにとのことで

東伏見性を賜り、当宮の祭祀を継承したと同時に伯爵となった。なお久邇宮家

は第三代として長男の朝融王が継承した。また長姉が昭和天皇の皇后である香

淳皇后になる。東伏見邦英伯爵は京都帝国大学（現在の京都大学）文学部国史

学科に通い昭和 9（1934）年に卒業する間に、昭和 7（1932）年には京都の吉田

山に屋敷（東伏見宮京都別邸）を構えている 注 21）。この建物は木造 2 階建ての

和風建築物だが、内装のステンドグラスなどには部分的ではあるがアールデコ

風の意匠も見受けられ、旧東伏見邦英伯爵別邸に似た雰囲気を出している。当

時大学で国史学を専攻している学生であった東伏見邦英にとって、完全な和の

建物としないで洋風のアクセントを残すところが今でも京都という古風な街で

その存在感を示している証であろう。その後京都帝国大学大学院で学び、昭和

14（1939）年から昭和 22（1947）年まで京都帝国大学等で講師をしていた。ま

た昭和 20（1945）年に青蓮院門跡で得度し、京都大学の講師を辞職後の昭和 28

（1953）年 6 月から青蓮院門跡の門主となり、名前も「慈洽」と改めている。

この時、法隆寺と青蓮院の両方から声がかかったが後者を選択している。その

理由は、東伏見邦英伯爵の曽祖父で久邇宮家第一代の朝彦親王が青蓮院の門主

であったことが大きいようだ。また昭和 27（1952）年から昭和 34（1959）年ま

で善光寺住職を兼務している。昭和 31（1956）年には「飛鳥時代の芸術の研究」

により文学博士の学位を取得している。その後、京都仏教会会長となり、平成

26（2014）年 1月 1日に 103歳の長寿を全うされた。 

 東伏見邦英伯爵がどのような人物であったか知りたい思いで、東伏見邦英の

実子で現青蓮院門跡門主の東伏見慈晃氏にお話しを伺ったところ、東伏見邦英

伯爵は考古学や仏像や建物、歴史的な成り立ちなどに関心があったらしく、特

に建物については東伏見慈晃氏が子供のころにも屋根の勾配や蟇股や瓦につい

て話して聞かせてくれたそうだ。また東伏見邦英伯爵は人と同じことをやるこ

とを嫌う性格だったそうで、戦前は明治維新の「廃仏毀釈」政策により旧宮家
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の人間が仏門に入ることは否定的であった中で、門主になることを選択したこ

とにもその性格が表れている 注 22）。 

 また、東伏見慈晃氏に旧東伏見邦英伯爵別邸についても話しを聞くことがで

きた。特に強く語られていたのは、第 1 章の「用語の定義」にて前述したが、

東伏見邦英伯爵は旧東伏見邦英伯爵別邸を「別邸」としてではなくあくまで「本

邸」として建てたということである。確かに竣工当時の記録 注 23）には建物名称

は「東伏見伯爵磯子御邸」とあり、「別邸」という言葉は使用されていない。記

録上初めて「別邸」という言葉が発見されるのは、株式会社竹中工務店が所有

している「完了 昭和 24年 8月 6日」と明記されてある図面 注 24）の名称「東伏

見家磯子別邸」である。この時期に旧東伏見邦英伯爵別邸は、ＧＨＱが使用し

た形跡はあるものの西武グループが所有するまでは明確な所有者の記録がない。

また東伏見慈晃氏は昭和 17（1942）年生まれで、3 年ほど旧東伏見邦英伯爵別

邸に在住していたそうで、大きなピアノのある部屋で遊んだことなどを覚えて

いるとのことだった。3 年ほどで転居した理由は、昭和 20（1945）年の終戦と

ともに旧東伏見邦英伯爵別邸が国に接取されてしまったことが理由とのことだ

った（終戦間近には戦闘機が旧東伏見邦英伯爵別邸を銃撃したが、爆撃はされ

なかったそうで、その理由として、「アメリカは日本を占領した後に高級将校の

家にしたかったからだと聞いている」と東伏見慈晃氏は語っている）。その後、

東伏見邦英伯爵は東京に住居を構えながら京都などの勤め先を行き来していた

そうだ。そして本格的に青蓮院に腰を据えたのが昭和 26年頃となり、西武グル

ープに旧東伏見邦英伯爵別邸を売却している。したがって接取されてはいたが、

なお所有者は東伏見邦英伯爵であったことがわかるが、おそらくその間は旧東

伏見邦英伯爵別邸には在住してはいなかったのであろう。「完了 昭和 24 年 8

月 6 日」の「別邸」と明記された図面を必要とした人物が東伏見邦英伯爵であ

ったかは定かではないが、少なくとも「本邸」として使用はしていなかったと

考えられる。昭和 56（1981）年の前磯子ロータリークラブ会長の相沢正夫氏に

よるとコメントでは、「私は磯子で育って 50 年余りになりますが、東伏見宮を

見かけたことはありませんでした。京都に家があったようで、どちらにいらっ

しゃるのかは分かりませんでした。」注 25）とあり、周辺の住民からも「本邸」と

は理解されていなかったようである。昭和 47（1972）年のレジャー雑誌には「高

台は、以前は旧華族（東伏見宮）の別荘地であったといわれる。」注 26）とあり、

昭和 57（1982）,58（1983）年発行の二つの書籍にもそれぞれ「旧東伏見宮別邸」
注 27）、「外観の重厚さもさることながら、内部の階段などに大理石がふんだんに

使用され、宮様の別荘の豪勢さに驚く。」注 28）とあることからも、終戦後、周囲

は旧東伏見邦英伯爵別邸を「別荘」あるいは「別邸」と意識していたようだ。 

 東伏見邦英伯爵は旧東伏見邦英伯爵別邸の工事期間中に何度も現場を訪れて
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いることわかっている。まず昭和 11（1936）年 6月 27日に行われた地鎮祭にて

玉串を奉奠している。続いて昭和 12（1937）年 4 月 5 日の上棟式、そして同年

11月 24日の家移りの儀に参加している 注 29）。またそれ以外にも昭和 11（1936）

年 12月 3日に竹中工務店本店を訪れ、竹中工務店の山脇支配人及び設計者の小

林三造と工事について打ち合わせをした他、工事現場にて指導をした記録が残

っている 注 30）。この時代に伯爵の地位にある人間が建築業者の店を訪れること

は珍しい出来事であったらしく 注 31）、東伏見邦英伯爵の建物や歴史に造詣が深

い人間性がよく表れている。 

また旧東伏見邦英伯爵別邸の着工は昭和 11（1936）年となるため、東伏見邦

英伯爵が 26歳になる前には建物の構想があったと予想される。小沢朝江氏、水

沼淑子氏による明治から昭和初期にかけての皇族本邸や別荘についての既往研

究よれば、宮家のうち有栖川宮・北白川宮など明治初期から本邸を造営し、ま

た別邸を明治中期から建て始めている。東伏見邦英伯爵は生まれてから 20歳ま

では久邇宮家の人間であったが、久邇宮家は明治 25（1892）年に鳥居坂の本邸

に京都から移住し、明治 42（1909）年に一番町に再度移住し大正 8（1919）年

まで居住している。また大正 8（1919）年からは渋谷宮代町に移住し、西洋館は

わずか 1 年で焼失したものの跡地に御常御殿（現聖心女子大クニパレス）が建

造された。久邇宮家は京都（明治 32（1899）年創設）をはじめ、妙高高原（大

正 14（1925）年創設）、熱海（昭和 1（1926）年創設）に別邸を所有していたこ

とがわかっている。また後に性を賜る東伏見宮家は明治 28（1895）年から大正

12（1923）年まで葵町、震災を経て大正 14（1925）年より常盤台に本邸を構え

ていることに加え、大正 3（1914）年に葉山に別邸を設けている。東伏見邦英は

大正 8（1919）年頃に東伏見宮邸に移ったとの記録があり、この時期はちょうど

久邇宮家が本邸を移した時期に重なる。したがって幼い頃を久邇宮家一番町の

本邸で過ごし、その後は東伏見宮家に移り、その後京都と行き来していたので

はないかと想定される。 

 昭和初期の宮家の邸宅は洋風（洋

館）・和風（和館）建築が共存するも

のが多いが、主な私生活を和館で行

い、対外的な要件については洋館を

使用していたようだ。ただ東伏見邦

英が利用した可能性のある葉山の東

伏見宮葉山別邸については、和館は

小規模であり洋館を生活空間する特

異な構成であったことが、現存する

建物構成からもわかっている。旧東
写真 2-13 東伏見宮葉山別邸 
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伏見邦英伯爵別邸の近代和風で宗教観を醸し出す外観が他の宮家の邸宅とは異

なるものであるように、葉山の東伏見宮葉山別邸も他の宮家の邸宅と比較して

異彩を放つ装飾の少ない真っ白な外観を持つ。この建物を建設したのは東伏見

邦英の義父東伏見宮依仁親王で、慶応 3（1867）年に伏見宮邦家親王の第十七王

子として誕生するが、2年後に山階宮晃親王の養子となる。しかし山階宮晃親王

に実子菊麿王が誕生したこともあり、明治 18（1885）年に小松宮彰仁親王の継

嗣となるが、小松宮を輝久王が継いだことで明治 36（1903）年に東伏見宮を創

立した。この複雑な経歴を顧みながら東伏見宮葉山別邸を眺めると、シンプル

でありながらその時代にしては奇抜な外観にも納得できる。そして依仁親王に

は実子がいなかったため東伏見宮家としては断絶し、臣籍降下により東伏見邦

英が後を継いだが、自分と同じように他家に身を置いて育った義父を見て育っ

た東伏見邦英が、通常の宮家の邸宅と異なる特徴的な外観を持つ邸宅を所有す

る気持ちになったことは、想像に難くない。写真 2-13に東伏見宮葉山別邸、写

真 2-14に旧東伏見邦英伯爵別邸内で撮影されたとする東伏見邦英伯爵（白枠内）、

写真 2-15に東伏見宮京都別邸を示す（どちらも時代は不詳）。 

  

写真 2-14 東伏見邦英伯爵         写真 2-15 東伏見宮京都別邸 

 

【第 2期：株式会社プリンスホテル 注 32）】 

所有者は西武グループに属する株式会社プリンスホテルで昭和 31（1956）年

設立のため、旧東伏見邦英伯爵別邸を買い取ったとされる昭和 28（1953）年の

時点では西武グループとして所有していたことになる。旧宮家の邸宅で現存し

ている建物は多くないが、旧東伏見邦英伯爵別邸以外に 

・竹田宮邸（現在：高輪プリンスホテル貴賓館） 

・李王家邸（現在：赤坂プリンスクラシックハウス） 

・朝香邸（現在：東京都庭園美術館） 
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・東伏見宮葉山別邸 

・東伏見宮京都別邸 

・久邇邸 

・閑院宮箱根強羅別邸 

・華頂侯爵邸 

・有栖川宮翁島別邸 

・高松宮翁島別邸 

が挙げられる。このうち竹田宮邸、李王家邸、朝香邸は旧東伏見邦英伯爵別邸

と同じく西武グループが買い取りホテルの施設として利用しようとした建物で

ある。この宮家の邸宅を買い取りホテル化する西武グループの手法には様々な

意見はあるものの、その文化的功績は大きいと言えるだろう。なぜならそれら

複数の貴重な歴史的建物が、現在でも再利用されていることが何よりの証拠で

ある。「歴史的建造物を残しても経済的に成り立たないから解体する」という解

体理由は、逆を言えば「歴史的建造物は

経済的に成り立てば残して活用する」と

いう再利用の理由になりさらに、「歴史的

建造物を経済的に成り立たせる方法を創

造すれば残して活用する」となり 終的

に実行した企業が西武グループであると

言える。この点については西武グループ

を評価すべきと考える。 

 写真 2-16に旧朝香邸（現：東京都庭園

美術館）を示す。 

 

【第 3期：東京建物株式会社 注 33）】 

東京建物株式会社は安田財閥の創始者、安田善次郎が 1896（明治 29）年に設

立した総合不動産会社で、日本で 初に住宅ローンを開始するなど、不動産業

界の中では先駆的な役割を果たしてきた会社である。近年、旧東伏見邦英伯爵

別邸の属する「Brillia City 横浜磯子」以外にも、「Brillia 多摩ニュータ

ウン」（平成 25（2013）年竣工）、「Brillia Towe 池袋」（平成 27（2015）年

竣工）、「Brillia Tower 目黒」（平成 29（2017）年竣工）など多くの大型マン

ションを建設している。写真 2-17 に「Brillia Towers 目黒」、写真 2-18 に

「Brillia Tower 池袋」を示す 

写真 2-16 旧朝香邸 
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写真 2-17 Brillia  Towers 目黒      写真 2-18 Brillia Tower 池袋 

 

2.2.3 設計者・施工者 

【第 1期：設計者 株式会社竹中工務店、施工者 株式会社竹中工務店】注 34） 

 設計者・施工者は共に株式会社竹中工務店 注 35）に所属していた人物となる。

まず設計者の小林三造は、名古屋高等工業学校卒業後の大正 7（1918）年に入社

し、昭和 35（1960）年に定年退職するまで 42年間竹中工務店に所属したが、建

築作品に小林三造の名前が存在するのは昭和 18（1943）年までとなる。設計し

た作品としては特に住宅を多数手掛け、「白鶴美術館」、「掲輝荘聴松閣」、「西本

願寺大谷本廟守真所」に加えて旧東伏見邦英伯爵別邸と、外観を和風意匠とし

構造を鉄筋コンクリートとする技法の作品を多く手掛けている。また茶の湯や

俳句などの深い教養にあふれた人物であり、岩本博行氏 注 36）のコメントによれ

ば、「（小林三造は）吉田五十八に匹敵する人だと聞いたことがある」と述べて

おり、当時の竹中工務店の中でも特別な存在であったに違いない。小林三造が

自ら執筆した数少ない記録として、雑誌「建築と社會 March 1955 36」内の

「住宅談義いろいろ」注 37）が存在する。その内容は要約する下記の通りとなる。 

・ 近のアメリカでは間仕切り壁を取り払い、窓を大きくした開放的な住宅が

好まれている。日本では昔からこのような開放的な建物の形式となっており、

これこそ近代的な住宅形式と高く評価されている。ところがその開放的な日

本住宅の現実は、夏の猛暑を避けることができても台風や雨におびえなけれ

ばならず、冬は隙間風に火鉢を抱え込んで耐えなければならないなど、開放

的すぎた家の悩みは随分と多い。 

・いかに貧乏国でも機能、携帯、色調・・・デザインの苦心もさることながら

親切だけは重要である。 

・この先、便利の過剰に飽きて日本的な「不自由、未完成を楽しむ」ことに刮

目する時がくるかもしれない。 

・日本の台所が色々な点でアメリカ形式を追う傾向に非難は無いが、他人に見

せたくないような台所は無くしたいものである。 
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・戦後の住宅不足への急速な建設政策により、質より量で資金難（安価）と短

工期を口実に建てられた一時しのぎの住宅は 10 年で売買できないものにな

っている。みじめな生活をよそにどんどん進む文化に多くの価値を認めるこ

とに躊躇する。今から建てる住宅については営利と利潤追求の対象とならな

いように強力な策があってほしい。 

・戦後まもなく美しい赤松のある風景だった阪急線のとある駅周辺は、いつの

まにかコンクリートの斜路やざっくり削られた地肌の味気ない眺めに変化

したため失望した。自然を生かし、自然の中に生活するつつましさがほしい。 

記事内容は少ないが、これらの意見からも小林三造の人間性や特徴を垣間見る

ことができる。鉄筋コンクリート構造の建物を多く設計した小林三造にとって、

固定式の間仕切りが少なく大空間をとることが可能な日本家屋の空間は、外部

環境の影響を受け易いといった問題があった。しかし逆にその不自由さや未完

成（おそらく間取りを自由に変更可能なことや改築し易いことなど）を楽しむ

こともでき、自然との一体感を味わうつつましさ、という点での良さが日本の

住宅にはあると言えた。つまり決して日本の住宅に比べて西洋の住宅を手放し

に称賛したわけではなく、両方の長所を取り入れることを良しとした小林三造

の性格がよく表れている。また戦後の応急策であるとしても 10年と持たない住

宅を建てるべきではないという意見は、木造のようにデザインは継続するもの

の材料を入れ替えて永久性をもたせる工法に比べ、材料として半永久的に使用

可能な鉄筋コンクリートを採用した建物に多くかかわった、小林三造の率直な

気持ちであろう。表 2-2に小林三造 主な設計作品一覧を、写真 2-19に白鶴美

術館、写真 2-20に西本願寺大谷本廟守真所を示す。 

表 2-2 小林三造 主な設計作品一覧 

竣工年 作品名 

大正 11（1922）年 上野精一邸 

大正 12（1923）年 芝本善次郎邸 

昭和 6（1931）年 伊藤銃次郎邸 

昭和 9（1934）年 白鶴美術館 

揚輝荘聴松閣 

昭和 11（1936）年 西本願寺大谷本廟守真所 

昭和 12（1937）年 ◆旧東伏見邦英伯爵別邸◆ 

横田小人大邸 

ポーランド大阪領事館 
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写真 2-19 白鶴美術館       写真 2-20 西本願寺大谷本廟守真所 

工事主任の遠藤康彦については明治 32（1899）年生まれで、東京高等工業建

築家を卒業して大正 12（1923）年に竹中工務店に入社し、昭和 20（1945）年か

ら 35（1960）年まで取締役を務めていることから、社内においてもやり手の工

事担当であったと推測されている 注 38）。また竹中工務店の当時の資料において、

旧東伏見邦英伯爵別邸の工事期間中には一人も怪我人出さずに工事を終えたこ

とが確認できる 注 39）。 

 この二人以外には、竹中工務店の社員として以下の人物が関係していること

が確認されている 注 40）。 

竹中工務店店主：竹中 藤右衛門 

東京支配人：福本 常太郎 

副支配人：佐藤 

横浜出張所長：田所 刀市 

計算係：穴澤 六郎 

現場係：松崎 要、新井 輝雄、櫻井 芳英 

製図係 仁木 謙治、木澤 五郎 

庶務係：西村三津三 

 

【第 2期：設計者 村野・森建築事務所、施工者 株式会社大林組】 

 設計者である村野・森建築事務所は村野藤吾が開設した昭和 4（1929）年に開

設した建築事務所である。村野藤吾は、昭和 59（1984）年に亡くなるまで世界

平和記念聖堂など数多くの建物を設計し、また改修設計という点でも旧赤坂離

宮の改修など実績は少なくない。村野・森建築事務所は西武グループの物件と

して、高輪プリンスホテル貴賓館（旧竹田宮邸）の改修、箱根プリンスホテル

（現ザ・プリンス箱根）、新高輪プリンスホテル（現グランドプリンスホテル新

高輪）、京都宝ヶ池プリンスホテル（現グランドプリンスホテル京都）、三養荘

新館、そしてこの横浜プリンスホテルと数多くの建物の設計を行っている。横

浜プリンスホテル改築の企画の発端は昭和 61（1986）年とされ、この時村野・
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森建築事務所の中核はおよそ半世紀にわたって村野藤吾と仕事をともにしてき

た近藤正志 注 41）に移っていた。しかし西武グループ側から「依頼に当たっては、

以前のような“村野建築”を要求されることはなかった」注 42）と言う。施主で

ある堤義明は新高輪プリンスホテルの設計を村野藤吾に依頼した際、「『全部、

村野さんと丹下さんにおまかせする。社員には、余計な口出しは一切させない』

と発言し、じゅうたん、カーテンはもちろん、テーブルクロス、ナプキン、タ

オルなども村野がすべてチェックした」とされる（「丹下さん」とは赤坂プリン

スホテルの設計者の丹下健三）注 43）。この一度人を信用すれば細部までまかせる

堤義明のスタイルは、例え設計事務所の代表者が変わったとしても同じであっ

たと推測される。また近藤正志は新たに建造された本館も含め全体の内装につ

いて「内部は種々の用途により夫々考慮されなければならないが、造形の根底

には外部と同じように平面のもたらすもの、けれどもそれは直線的なものでは

なく歴史より漂うもの、例えばオテルドスービーズ 注 44）に見られる情感を見過

ごすことは出来ないものであった。」注 45）との言葉を残しているが、決して曲線

的な平面プランではなかった改築前の横浜プリンスホテルに対して、改築時に

施主側から提示された企画におけるホテルの平面プランは旧東伏見邦英伯爵別

邸を囲むような曲線の平面プランで、その企画を原型として設計された建物は

まさに旧東伏見邦英伯爵別邸による「歴史より漂うもの」であったと考える。

またやはり「村野・森建築事務所」というネームバリューは建築業界では大き

く、第 3 期工事の施工中に当初は残す予定の無いものであった照明を「村野デ

ザイン」として残したものもあった。 

 「大林組百年史」によれば横浜プリンスホテルは昭和 62（1987）年 10月に工

事がスタート、平成 2（1990）年 3月に竣工し、請負金は 190億 815万円（厨房

設備・什器設備などは別途）、客室数 441、大小宴会場 31、レストラン 11 とな

っている。旧東伏見邦英伯爵別邸の改修工事についても同工事内に含まれてい

ることから、工期はこの期間内であり、請負金の一部が改修費ということにな

る。また同書には、昭和 50 年代から 60 年代・平成にかけてホテルブームが到

来し、平成元（1989））年にはホテル件数で昭和 40（1965）年の 20 倍もの数に

なったことが明記されている 注 46）。 

【第 3 期：設計者 大成建設株式会社一級建築士事務所、施工者 大成建設株

式会社横浜支店】 

第 3 期工事の設計の中心として動いていた人物は意匠設計者である杉江夏呼

ぶである。杉江夏呼は法政大学在学中に村松貞次郎研究室に所属し、昭和 63

（1988）年に大成建設株式会社入社。その後旧東伏見邦英伯爵別邸を担当する

までに保存修復建物の設計として、平成 20（2008）年竣工の日本製鋼所室蘭製

作所瑞泉閣（創建年 明治 44（1911）年）や平成 22（2010）年竣工の早稲田大



2-24 
 

学 2号館（創建年 大正 14（1925）年）を実施し、平成 20（2008）年に旧横浜

生糸検査所附属生糸絹物専用倉庫の建物調査を実施している。また平成 23（2013）

年に業務として係わった自由学園明日館についての論文「重要文化財自由学園

明日館の保存と活用」により博士（工学）号を取得している。筆者は旧横浜生

糸検査所附属生糸絹物専用倉庫の施工担当であった時代に杉江夏呼と知り合い、

その時から近代歴史的建造物の保存について様々なアドバイスを受けている。

杉江夏呼は大成建設株式会社の意匠設計者の中で特に近代建築への造詣が深く、

また博士論文のテーマにもあるが、建物の再利用という観点に立って設計を行

う人物である。その上で建物の歴史上の移り変わりを、第 1 期創建時の材料を

補修して見せる場所や、第 2 期の変更をそのまま利用する場所、そして新たな

材料で機能を向上させる場所など適宜、設計の要素として取り込んでいる。 

 施工者も設計者と同じく大成建設株式会社（横浜支店）である。大成建設株

式会社が近代の歴史的建造物の保存工事を施工した実績は、前述した高輪プリ

ンスホテル貴賓館や自由学園明日館、東京カテドラル聖マリア大聖堂、旧東京

中央郵便局などがある。また近年になってから近代建築物の改修工事が増える

傾向につれて、港区立港郷土資料館等複合施設（創建年 昭和 13（1938）年）

や大倉集古館（創建年 大正 6（1917）年）の改修など、施工物件が増加しつつ

ある。 

 

2.3 横浜市認定歴史的建造物 

 旧東伏見邦英伯爵別邸は平成 5（1993）年度に横浜市認定歴史的建造物に認定

されている。平成 30（2018）年 9 月の時点で 94 件を数える認定建物において、

昭和 63（1988）年度に開始されてから 14番目に認定されたことになり、関内地

区（横浜指路教会など）や山手地区（ベーリックホールなど）に多くの歴史的

建造物を持つ横浜市の中で、比較的早い段階で認定されたと言えるだろう。ま

た磯子区内においては唯一の認定である。横浜市の「歴史を生かしたまちづく

り要綱」注 47）（以下「要綱」と呼ぶ）によれば「歴史的建造物」とは「横浜の魅

力を生み出し、景観上貴重な歴史的・文化的資産である建築物、土木産業遺構

及びこれらと一体をなす工作物等」であると定めている。また「運用方針」と

して、「歴史的景観の保全と活用は、歴史的建造物の所有者等の努力により達成

されるものであり、市長は、これに対する支援の施策を十分に講じるよう努め

るものとする」「市長は、歴史的建造物の所有者等の財産権を尊重し、かつ、生

活環境の向上等に配慮し、柔軟かつ弾力的に、この要綱を運用するものとする」

と掲げている。そして歴史的建造物としての「登録」については「市長は、景

観上価値があると認める歴史的建造物について、その所有者の協力のものに横
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浜市登録歴史的建造物として台帳に登録することができる」とし、その「登録

歴史的建造物」をさらに「認定」するために、「登録歴史的建造物のうち特に重

要な価値を有すると認めるものについて、その所有者の同意を得て横浜市認定

歴史的建造物として認定することができる」としている。この時点で歴史的建

造物の認定に所有者側の懸念事項があるとすれば、「認定歴史的建造物について、

保全活用計画にかかわる変更行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を

市長に届出なければならない」であろう。「保全活用計画」とは 

1.保全活用方針に関する事項 

2.保全すべき外観等の部位並びにその意匠、構造及び材料に関する事項 

3.敷地の利用及び木材等の配置に関する事項 

4.その他保全と活用のために必要な事項 

の 4 点であるが、この中で旧東伏見邦英伯爵別邸に関して も影響のある内容

は「2.保全すべき外観」であろう。横浜市が規定として繰り返し強調している

のは、歴史的建造物を横浜市の「景観」として保存すること、である。そのた

め、例えば第 1 章で述べた筆者が施工工事を担当した「旧横浜生糸検査所附属

生糸絹物専用倉庫」と創建時は一体の建物群であり、平成 2（1990）年に旧東伏

見邦英伯爵別邸と同じ横浜市の認定歴史的建造物に登録された「横浜第 2 合同

庁舎」は、建物はすべて解体した上で外装のデザインを保存したレプリカであ

り、過去に使用した材料自体は一切保存されていない。西欧では、建物の外部

は市民の財産、内部は所有者の財産、という考え方が強く、この「保全活用計

画」の内容はその影響を強く受けていると考える。横浜市として認定条件にレ

プリカを認めないことや内装の保存までを条件範囲とすることは、認定歴史的

建造物として認める建造物の範囲を狭めることになり登録可能数が少なくなる

ため、得策ではないと判断したと推測される。 

筆者が学生時代に多くの歴史的建物の調査を実施した時に出会った建物の所

有者のほとんどの方は、自分の住んできた建物が貴重な文化遺産であることが

認められることに、ある種の名誉感を感じられていた。だが、歴史的建造物の

認定を受ける際、所有者は「制限」に対して敏感に反応する傾向にある。なぜ

なら一般的には何かしらの認定を受けることで、建物の改修・増築などが不可

能になってしまうのではないか、という誤解があるからである。この件につい

ては「要綱」の第 15 条に「現状変更行為の届出があった場合において、認定歴

史的建造物の保全のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対

して指導及び助言をすることができる」とあり、横浜市側が行う行為は「指導」

と「助言」であるので「内容の決定」や「計画の中止決定」ではないことがわ

かる。つまり横浜市認定歴史的建造物については「改修や増築が不可能になる」

ことなどないのである。更に「要綱」の第 21 条（2）において「市長は、歴史
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的景観の保全活用に関する維持管理、修理、修景、復元等について、次の各号

に定める行為を行う所有者等に対し、その行為に要する経費の一部を助成する

ことができる。（2）認定歴史的建造物について、その保全活用計画に基づき行

われる行為」とあり、認定歴史的建造物であれば維持管理や修理に対しては助

成するとしている 注 48）。もちろんこの助成は「歴史的景観の保全活用」に関し

ての行為に対してであるので例えば 新のエアコンを設置する、といった「保

全活用計画」と無関係の行為に対して助成されるわけではないが、外壁の補修

や再塗装、クリーニングといった行為は対象になる可能性が高い。また旧東伏

見邦英伯爵別邸については、まちづくりと連携した歴史的建造物の保全活用例

のうち地区計画での保全活用例として、横浜市の「「歴史を生かしたまちづくり」

の推進について」に取り上げられている。 

 今回の工事で横浜市の認定歴史的建造物である旧東伏見邦英伯爵別邸を残す

ことについて、改修工事の助成金が該当する部位は外観のみとなり、その助成

金を申請した上で計画を進めた。したがって前もって外観保全の条件を横浜市

都市デザイン室と協議の上、代表的な改修内容を決定した。また施工実施中に

数回の途中施工状況の確認や、壁の塗装色の確認などの実物の検証を実施しな

がら工事を進めた。 

 

2.4 歴史的特徴 

 旧東伏見邦英伯爵別邸は特徴的な和風の外観を持ち、昭和初期に住宅建築と

して構造体に鉄筋コンクリートを使用されている、近代建築史上で貴重な建物

の一つである。そして旧東伏見邦英伯爵別邸として現存する建屋は、創建時に

存在した和館と蔵を除いた建築物である。和館については第 2 期、蔵について

は第 3 期前に解体されている。第 1 期の時点では旧東伏見邦英伯爵別邸は東伏

見邦英伯爵の邸宅として建築されているため、当時の宮家の住宅と同様に生活

する場としての和館と倉庫としての蔵が必要であったと考えられる。第 2 期に

おいて所有者となっていた、他にも宮家の邸宅を多くホテル施設として活用し

ていた西武グループがあえて和館のみ解体された理由は当時の記録からは確認

できないが、時代の要望と共に新築したシティホテルのイメージに和風の佇ま

いがそぐわなかったことが推測される。ただし蔵は小規模であったこともあり、

レストラン又はバーとして再生させている。その蔵は第 3 期前に解体されたが

計画当初は残す予定であり、解体の理由は全体住戸数との関係のためである（詳

細は第 3章に述べる）。つまり旧東伏見邦英伯爵別邸が「再利用」されているこ

とは、宮家の住宅として昭和初期に建造された建物の歴史的価値が確かである

ことに加え、旧東伏見邦英伯爵別邸を含めた敷地を購入した第 2 期及び第 3 期
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の所有者が歴史的建造物の「再利用」について積極的であり、建物の本質的特

徴を維持継承されてきたことが挙げられる。 

 第 1 期の設計者の小林三造は、旧東伏見邦英伯爵別邸の他にも近代和風的な

外観の建物をいくつか設計しており、所属していた株式会社竹中工務店でも一

目置かれた存在であったようだ。この建物の設計を担当したことも、美術や建

築学への知識が深い東伏見邦英伯爵の要望に応えられる設計者として選ばれた

可能性がある。第 2 期の設計者は所有者が指名した村野・森建築事務所で、こ

の時既に事務所創立者の村野藤吾から近藤正志に移っていたが、そのスタイル

と設計力は引き継がれていたと言えるだろう。そのため第 3 期において杉江夏

呼が第 1期、第 2期の特徴を受け継ぐ部分を選択し残した上で設計し、「Brillia 

City 横浜磯子」の施設として完成させたことは 3者の合作として建物を評価し

て差し支えないと筆者は考える。そのため現在の旧東伏見邦英伯爵別邸には各

時代の遺産が各所に散りばめられている建物になっている。一つの建物で様々

な時代の空間体験ができるということは貴重であり、この特徴は「再利用」の

魅力の一つである。またこの 3 度の建築・改修工事はそれぞれ株式会社竹中工

務店、株式会社大林組、大成建設株式会社の日本有数の建設会社である 3 者が

施工しており、その実力が現在でも建物に大きな損傷無く利用されている証と

もいえる。 

 また建物が横浜市の認定歴史的建造物として認定されていることは、建物の

歴史が公的に認められた「証」として価値を上げ、助成金を受けられる経済的

なメリットも得られる。さらにその認定歴史的建造物の中でも建物の構造体や

材料も含めた外観意匠が残されていることは貴重であり、これは横浜市として

も望むべき状況である。また外観を地域の財産として考えるのであれば、助成

金として市民が補助していく手法は適当であると考える。 
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第 3 章 旧東伏見邦英伯爵別邸の地域との関係 

3.1 立地場所（横浜市磯子区）との関係 

 旧東伏見邦英伯爵別邸と立地場所（横浜市磯子区）の関係性について、横浜

市磯子区の歴史、第 1期工事時まで、第 1期工事竣工から第 2期工事竣工まで、

第 2 期工事竣工から第 3 期工事計画まで、の 3 つの時期に分けて述べる。本項

の内容は 

1. 磯子区役所福祉部市民課・「磯子区歴史年表」・大成堂印刷有限会社・昭和 59

（1984）年 3月 31日 

2. 横浜市磯子区役所総務部総務課・「磯子 そして明日へ 磯子区政 70周年記

念区勢概要」・平成 9（1997）年 10月 

3. 磯子区役所総務部区政推進課・「磯子区制 90 周年記念誌」・平成 29（2017）

年 10月 1日 

4. 横浜市教育委員会・「わたしたちの横浜 よこはまの歴史（磯子区・平成 14

年度版）」・平成 14（2002）年 

5. 磯子区制五〇周年記念事業委員会「磯子の史話」出版部会・「磯子の史話」・

株式会社佐藤印刷所・昭和 53（1978）年 6月 30日 

6. 磯子小学校百年祭実行委員会 小玉 晶・「創立 100 周年記念 磯子のれき

し」・大乗写真印刷所・昭和 49（1974）年 3月 20日 

7. 葛城峻・「やぶにらみ磯子郷土誌」・磯子区郷土研究ネットワーク・平成 27

（2015）年 2月 27日 

及び磯子区の郷土史研究家で「やぶにらみ磯子郷土誌」の著者、葛城峻氏 注 49）

からのヒアリングによる。 

 

3.1.1 横浜市磯子区の歴史 

 旧東伏見邦英伯爵別邸が建つ磯子の地は、今も残る縄文・弥生・古墳時代の

複合遺跡（三殿台遺跡）や多くの貝塚から、縄文時代から人が生活していた場

所であるとされる。中世には源頼義が鎌倉に八幡宮を創設した 1063 年 8 月に、

子の源義家が杉田八幡宮を建立している。近世には北条氏から徳川氏に受け渡

され、北条氏の家臣であった間宮氏の分家間宮信繁は徳川家康に旗本として守

備を下知された時、梅の非常食としての軍事的重要性の認識から杉田の梅林育

成の種を蒔き、杉田を梅の里と呼ばれるまでに成長させた。この梅の里には明

治 11（1878）年 4 月 5 日には英照皇太后が、明治 17（1884）年 3 月 20 日には

皇后（のちの昭憲皇太后）と皇太后が御一緒で行啓され、明治 21（1888）年 2

月 26日には総理大臣伊藤博文も県知事ら二十余人を引き連れて「観梅の宴」を
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催すつもりであったという（雨天により中止）。 

磯子の近代は 1853年のペリー来航、1859年の横浜開港によるイギリス・ロシ

ア・アメリカ・オランダの来訪、外国人遊歩道の指定や外国人用の西洋野菜の

栽培などで始まった。また明治 3（1870）年から明治 4（1871）年にかけて掘割

川を開通させることで、水運が便利になった。そして戦後の埋め立てにより工

業地帯となっている磯子の海岸線は、明治から昭和初期にかけては夏の楽しみ

の一つとなっていた磯子海水浴場であった。江戸時代の磯子は漁業が盛んであ

ったが、明治時代になり海苔の養殖と共に地元の人たちが自由に水泳などを楽

しむようになり、明治末頃から海の家が建てられるようになると大正 14（1925）

年に市街電車が通るようになったことで海水浴場として大衆化した。そして関

東大震災後も海水浴場は更に規模を大きくしたが、昭和 6（1931）年の満州事変、

昭和 12（1937）年の盧溝橋事件を経て次第に海で自由に泳ぐことが禁止される

ようになっていった。また、もう一つの開港以来の磯子の顔が海浜に沿って料

亭が並ぶ「料亭街」の存在だった。 大の料亭「偕楽園」を筆頭に、「田舎家」

「雨月荘」などの料亭が立ち並び、数多くの芸者さんが街を闊歩していたよう

だ。 

近代における磯子の 2 つの大きな出来事として、大正 12（1923）年 9 月 1 日

の関東大震災と昭和 20（1945）年の太平戦争における空襲がある。そのうち関

東大震災は横浜市全体で倒壊・消失面積 80％、被害世帯 96％におよび、死者 2

万 6 千人という大惨事だった。前述の偕楽園でも土砂崩れのため従業員と通行

人の 16名が圧死した記録が残っており、筆者もその話を旧東伏見邦英伯爵別邸

の施工担当者時に、敷地の近隣の方から聞いた覚えがある。それでも磯子の街

は瓦礫を撤去し、役所や学校や橋をコンクリート造で再建（昭和 2（1927）年、

磯子区役所庁舎及び磯子警察署落成）し、街並みの区画整理や道路の幅を広げ

ていった。そして昭和 2（1927）年 10 月 1 日には、横浜市の区制施行により磯

子区（人口 29,842人：昭和 23（1948）年に独立した金沢区を含む）が誕生した。

世界的には昭和 4（1929）年には世界恐慌が起こり、日本ではその後、昭和 7（1932）

年五・一五事件、昭和 11（1936年）二・二六事件と続く。その結果、軍部の支

配が国民にまでおよぶことになり、第二次世界大戦に繋がっていく。そのよう

な状況下においても磯子の街は震順調に復興を遂げ、昭和 10（1935）年には市

内観光バスも整備される。一方で同年に埋立地に磯子飛行場が造られ、昭和 11

（1936）年 10月 1日には金沢富岡で「浜空」と呼ばれた横浜海軍航空隊の開隊

式が行われるなど、少しずつ戦争の影響が広がっていく。昭和 16（1941）年よ

り太平洋戦争が勃発したことで、磯子の街では昭和 19（1944）年 8 月より学童

疎開が始まる。そして昭和 20（1945）年 4 月 15 日、5 月 29 日他、計 4 回の空

襲を受け、現磯子区内（金沢区については昭和 23（1948）年に独立する）の被
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害は全焼家屋 500 戸、罹災者 2,000 名、負傷者 6 名と記録されている。昭和 20

（1945）年 8月 15日の終戦後、進駐軍が企業や学校、民家などを接取したが昭

和 30（1955）年頃までにほぼ解除された。 

終戦後の磯子の街は復興に積極的に取り組み、昭和 20（1945）年の空襲で一

時約 14,000人減少した人口も徐々に増加していった 注 50）。昭和 36（1961）年に

人口約 16,000人を擁する汐見台団地の工事が起工（6年後に完成）、昭和 41（1966）

年からは人口約 26,000 人の洋光台団地の造成が始まるなど、昭和 2（1927）年

に 29,824 人であった人口が 50 年後の昭和 52（1977）年には 157,767 人と 5 倍

以上に増加し、平成 3（1991）年までは増加し続けている（平成 4（1992）年に

179 人減少し、その年からは減少が続く）。同時期の昭和 39（1964）年に JR 根

岸線が桜木町駅～磯子駅、昭和 45（1970）年に磯子駅～洋光台駅、昭和 48（1973）

年に洋光台～大船駅と開通していったこともその人口増加に影響している。ま

た一方で「料亭街」は、昭和 34（1959）年から行われた根岸湾の埋立てにより

潮の香りが消失すると、昭和 43年に「偕楽園」も環境悪化による閉園に追い込

まれ、かつての輝きを失っていった。 

 

3.1.2 第 1期工事時 

旧東伏見邦英伯爵別邸の建築工事は昭和 11（1936）年に着工している。関東

大震災という大きな天災から復活しつつありながら、戦争の影響を受けつつあ

る街に宮家の本邸を建造する理由は、一説によれば東伏見邦英は肺結核を患っ

ており、安静で良い空気の場所で過ごしたい、という思いのためとされる 注 51）。

磯子は当時は豊かな自然と海水浴の人が賑わう場所であり、「写真 3-1 創建当

初の旧東伏見邦英伯爵別邸」の航空写真 注 52）からも建物の周囲は森や田畑に囲

まれていたことがわかる。 

昭和初期の宮家は東京に本邸を築き、葉山など湘南地区に別邸を建てるパタ

ーンが多かったため、東伏見邦英伯爵はどちらにも移動できる場所として中間

地のこの地を選択した可能性はある。その意味でもやはり旧東伏見邦英伯爵別

邸はあくまで「本邸」であったのだろう。そして政治的事件である昭和 7（1932）

年五・一五事件、昭和 11（1936）年二・二六事件は永田町一帯を占拠するなど

東京を中心に起こっていたことからも、東京中心部から離れすぎず近すぎずの

場所として選んだ可能性もある。 

なお、東伏見慈晃氏との会話の中の「父は人と違うことをすることが好きな

人だった」という言葉からわかる東伏見邦英の性格も磯子の街に本邸を建てた

理由にあるのではないかと推測する。あくまで療養だけを考えるのであれば自

然豊かな場所は磯子の他にもあっただろう。しかし磯子の街は、旧東伏見邦英

伯爵別邸が建立された場所のように丘の上の森や田畑に囲まれた静かな場所と、
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海側の料亭街をはじめとして賑わう歓楽街としての二面性を持ちえていた。当

時の宮家の人物で、東伏見邦英伯爵のように 2 つの社会が混在する場所に住む

ことを選んだ人物は少ないだろう。そして結果的にこの場所に旧東伏見邦英伯

爵別邸が建立されたことが、磯子区の唯一の横浜市認定歴史的建造物として、

後の建物の「再利用」に繋がる重要な要素となった。 

 
写真 3-1 創建当初の旧東伏見邦英伯爵別邸 
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3.1.2 第 1期工事竣工から第 2期工事時まで 

 その頃、旧東伏見邦英伯爵別邸は終戦後の昭和 28（1953）年に西武グループ

の所有となり、「プリンス会館」（食堂 7室、客室 4室）として営業を開始した。

この施設を昭和 34（1959）年の地図上で確認できる 注 53）。地図上の赤丸部が旧

東伏見邦英伯爵別邸となり、青丸部は「プリンス会館」と記されていることか

ら横浜プリンスホテルの別棟であろう。またこの時国道 16号線とは直接繋がっ

ていないが、緑丸部分を見ればわかる通りゴルフ練習場を含めて広範囲をプリ

ンスホテルが買収していることがわかる。図 3-1 に昭和 34（1959）年の旧東伏

見邦英伯爵別邸付近地図を示す。 

 

図 3-1 昭和 34（1959）年 旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図 

 

 

 

 

 

 

 

国道 16 号 

：旧東伏見邦英伯爵別邸

：プリンス会館

：プリンスホテル土地
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その後ゴルフ場及びプールを増設し、昭和 35（1960）年には横浜プリンスホ

テルの新館（客室 28室、宴会場 5室）が建設され、旧東伏見邦英伯爵別邸は「旧

本館」として 1階がレストラン、2階が宴会場として使用された。このことは昭

和 36（1961）年の地図上で確認できる 注 54）。地図上の赤丸部が旧東伏見邦英伯

爵別邸となり、青丸部に「プリンスホテル新館」と明記されている。また緑丸

部分に国道 16号線とホテルを繋ぐ道路が出現している。この通称「プリンス坂」

はプリンスホテルの私有地内にある私道であるが、プリンスホテルが地域住民

に開放した結果、令和元（2019）年現在においても汐見台を含む地域住民の重

要な動線となっている。この地域貢献が横浜プリンスホテル、そして旧東伏見

邦英伯爵別邸が地域に根付く一要因となった。地図 3-2 に昭和 36（1961）年の

旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図を示す。 

 

図 3-2 昭和 36（1961）年 旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図 

 

 

 

 

 

：旧東伏見邦英伯爵別邸

：プリンスホテル新館

：ホテルと国道16号を繋ぐ新設道路
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昭和 39（1964）年には昭和 36（1961）年頃に買収した土地をもとにホテルの

付帯施設としてゴルフ場が拡張された 注 55）。昭和 40（1965）年の地図上で確認

すると 注 56）、地図上の赤丸部が旧東伏見邦英伯爵別邸となり、青丸部に「横浜

プリンスゴルフ場」と明記されている。また緑丸部分に「未入居」と明記され

た上で建設中の大規模団地である汐見台団地が出現している。図 3-3 に昭和 40

（1965）年の旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図を示す。 

 

 図 3-3 昭和 40（1965）年 旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：旧東伏見邦英伯爵別邸

：横浜プリンスゴルフ場

：汐見台団地
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昭和 44（1969）年には旧東伏見邦英伯爵別邸の 1階部分を改装し、名称を「ゲ

ストハウス」として会員制ラウンジと和食堂として営業を開始した。昭和 46

（1971）年の地図上で確認すると 注 57）、地図上の赤丸部の「本館」と明記され

た建物が旧東伏見邦英伯爵別邸となり、その他に青丸部の「茶室」、緑丸部の「（屋

外」ビヤホール」、橙丸部の「横浜プリンスホテル独身寮」などが新規に出現し

ている。このうち「茶室」に関しては昭和 34（1959）年の地図上から建物の輪

郭は存在するが名称は明記されていないため、以前から茶室であったのか、も

しくはこのタイミングで茶室として改装されたか定かではない。図 3-4 に昭和

46（1971）年の旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図を示す。 

 
図 3-4 昭和 46（1971）年 旧東伏見邦英伯爵別邸付近地図 

 

 

 

 

：旧東伏見邦英伯爵別邸

：茶室

：（屋外）ビヤホール

：横浜プリンスホテル独身寮
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このころの横浜プリンスホテルは横浜市の有名ホテルとして拡張と共にレセ

プションなど様々なイベントにも利用されていた模様で、映画「ニッポン無責

任時代」にもその様子が窺える映像が残されている 注 58）。またこの映画内で横

浜プリンスホテル新館の様子が確認できるが、屋根瓦がオレンジ色であるなど、

建物の外観は旧東伏見邦英伯爵別邸に合わせたデザインとなっている。他にも

ホテルガイドにホテルの特色は「元東伏見宮別邸をホテルに利用」注 59）と紹介

されるなど、この時代の横浜プリンスホテルの中心はホテルからの眺望と旧東

伏見邦英伯爵別邸であったと推測される。また昭和 59（1984）年の雑誌 2 誌に

共に客室は 36 室となっており、昭和 35（1960）年に 28 室であった客室数が 8

室増えている 注 60）。また昭和 59（1984）年のツインルームの料金は一泊 12,000

円～で、同時期の他の横浜のホテルのツインルームの一泊値段と比較すると 

・横浜東急ホテル 15,000円～ 

・ホテルニューグランド 14,500円～ 

・横浜国際ホテル 11,000円～ 

・スターホテル横浜 10,000円～ 

となり、同程度であったと言えるだろう。しかしこの 4 つのホテルの客室数は

それぞれ 

・横浜東急ホテル 219室 

・ホテルニューグランド 197室 

・横浜国際ホテル 128室 

・スターホテル横浜 126室 

となり、 も少ないスターホテル横浜でも横浜プリンスホテルの 3 倍以上であ

る注 61）。磯子区の人口が増加し続け、日本がバブル景気（一般的には昭和 61（1986）

年から平成 3（1991）年の間とされる）に沸いている中、集客数を増やすために

西武グループが横浜プリンスホテルの全面改修工事に踏み切ったことは、容易

に想像できる。 

 

3.1.3 第 2期工事竣工から第 3期工事計画まで 

 平成 2（1990）年に横浜プリンスホテルが再オープンした。客室数は 441室（改

修前の 12 倍以上）、宴会場 31 室、レストランやバーは 11 軒あり、オープニン

グには西武グループの堤義明会長の記者会見、メインパーティーの乾杯の音頭

は俳優の高倉健が行い、いしだあゆみによる「ブルーライトヨコハマ」の歌に

よるお祝いがあるなど、盛大なものであったようだ 注 62）。その前年にはみなと

みらい地区で横浜博覧会が開催され、横浜の街も大きくクローズアップされて

いた。しかし平成 5（1993）年に横浜博覧会跡地に横浜ランドマークタワーが開

業するなどみなとみらい地区が栄えていく反面、平成 4（1992）年から磯子の人



3-11 
 

口は減少する（日本全体の人口は平成 22年まで増加し続けている）と共に、景

勝地であった磯子の街も変化していく。やはり二面性があることがある種の魅

力であった磯子の街にとって、海岸線の埋立工事のために海岸の風景と料亭街

を同時に無くしたことが大きかったのではないだろうか。筆者は横浜プリンス

ホテル営業時に宿泊したことは無いが、当時の記録によれば、海側の眺望を意

識した扇形の改築ホテルからの風景は、景勝地としての風景では無く「手前に

工業地帯、海には大小さまざまな船が往航していて、みなとみらいとはまたち

がう、横浜の風情」注 63）であったようだ。だが筆者はその眺望を好意的に解釈

する顧客ばかりではなかったと推測する。もちろん横浜プリンスホテルの内装

はその時代を反映するように豪華な内装を誇り、建物一件が特化するのではな

く地域全体で発展しなければ事業は成り立たない時代に、ホテル側も敷地内の

移動を地域に開放したり、国道 16号に面した場所にプリンスホテル所有の「磯

子プリンスハイツ」を平成 13（2001）年にオープンすると、このマンションか

ら横浜プリンスホテルの敷地までプリンス坂を横切ったブリッジを増設し、マ

ンション住民やホテル利用者以外でも無料で通行可能とするなど地域に対して

努力をしている。この動線計画によって地域住民は容易に横浜プリンスホテル

の敷地内を通行することが可能となり、旧東伏見邦英伯爵別邸に対しての親し

みの感情が増加したことは想像に難しくない。しかしそれでも東京の都心部に

もホテルが乱立したこの時代に、あるいは単一性が薄かったのかもしれない。

その結果、平成 18（2006）年、全面改装からわずか 16年でホテルは閉館してい

る。写真 3-2 に改築後の横浜プリンスホテル、写真 3-3 にプリンスハイツとプ

リンスブリッジの様子、図 3-5 に横浜プリンスホテル改築時の配置図、図 3-6

にプリンスハイツとプリンスブリッジの場所を示す。 

   

 写真 3-2 改築後の横浜プリンスホテル   図 3-5 横浜プリンスホテル改築時の配置図 

ホテル棟 旧東伏見邦英伯爵別邸

旧東伏見邦英伯爵別邸

ホテル棟
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写真 3-3 ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂとﾌﾟﾘﾝｽﾌﾞﾘｯｼﾞの様子     図 3-6 ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂとﾌﾟﾘﾝｽﾌﾞﾘｯｼﾞの場所 

 

3.2 開発計画 

 旧東伏見邦英伯爵別邸が存在する敷地は、平成 18（2006）年に横浜プリンス

ホテルとしての歴史が閉じた後、「磯子開発特定目的会社」（以後「事業主」と

記す）の所有となる。そして平成 23（2011）年 6 月に横浜プリンスホテル跡地

に分譲マンションや商業施設を建設する再開発工事が着工するまでに、この敷

地の開発計画は様々な状況を経ている。まず当然のことだが、開発内容として

は旧東伏見邦英伯爵別邸を残すことを目的としているわけではなく、マンショ

ン建設を中心とした再開発が主な目的であり、旧東伏見邦英伯爵別邸を残すか、

又は解体するかはその一条件である。ただ大規模な再開発事業を実施する際に、

歴史的建造物を残すことにコストがかかることを理由に解体してレプリカを新

築する、壁面などを部分的に新築の一部に保存する、といった形態をとること

も多いのだが、今回は磯子区唯一の横浜市認定歴史的建造物である、という認

識が地域住民に強かったこともあり、当時の開発計画の記録に旧東伏見邦英伯

爵別邸の解体計画の記録は一切無い。 

 なお、この章の図面資料は以下の資料より抜粋している。 

A. 横浜市建築局企画部都市計画課・「磯子区磯子三丁目地区の都市計画提案 

用途地域、高度地区、風致地区、地区計画」・平成 20（2008）年 2 月 20

日 注 64） 

B. 横浜市建築局企画部都市計画課・磯子区磯子三丁目地区の都市計画提案

について 地区計画・平成 21（2009）年 5月 20日 注 65） 

3.2.1 第一次開発計画 

事業主は平成 19（2007）年 10 月に都市計画法第 21 条の 2 に基づく「磯子区

三丁目地区における都市計画提案書」を横浜市に提出し、10月 18日に受理され
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ている。この横浜市の「都市計画提案制度」は平成 15（2003）年からスタート

した制度で、都市計画法第 21 条の 2 又は都市再生特別措置法第 37 条の規定に

基づき、横浜市に対して都市計画の決定又は変更の提案を事業者側が自ら提案

できる制度である。また平成 20（2008）年 2月 20日の「磯子区三丁目地区にお

ける都市計画提案説明会」において、事業者は開発計画のコンセプトを「住宅

を中心とする複合開発」として建物や施設は周辺地域への日影や圧迫感に配慮

したメリハリのある立体構成とし、概要は 

住居数：約 1,350戸 

階数：地上 2～15階、地下 2階 

主な用途：住宅、商業利便施設、高齢者施設、託児施設、 

医療関連施設（クリニック） 

とした。図 3-7に第一次開発計画図を示す。 

 
図 3-7 第一次開発計画図 

また公共の福祉に寄与できる点について、 

・敷地内私道の公道化 

・通り抜け通路として敷地内に歩行者用通路の確保 

・歩行者デッキ・昇降施設（エレベーター・ブリッジ）の設置 

・公園、中央広場の計画 

・緑地や公共空地の計画 

・斜面緑地の保全 

・貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）・蔵の保存 

・高齢者施設（特別養護老人ホーム等）、託児施設（認可保育園や学童保育等）、

生活利便施設（スーパー、クリニックモール等）の計画 

旧東伏見邦英
伯爵別邸

Brillia City 横浜磯子



3-14 
 

を挙げている。 

また都市計画提案として 

・斜面緑地の保存 

・住環境の維持・保全 

・地域の利便性の向上 

を目的として以下の内容を提案している 

 

1-1.「風致地区の変更」 

 風致地区に未指定の斜面緑地を維持・保存するために、風致地区（第 4 種）

の領域を約 0.6ha 拡大し、風致地区（第 3 種）と風致地区（第 4 種）の境界を

新しい計画に合わせて変更する。図 3-8 に風致地区変更図（円内が約 0.6ha 拡

大部分）を示す。 

 

図 3-8 風致地区変更図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風致地区の変更
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1-2. 「用途地域の変更」・「高度地区の変更」 

    この二つは同項目の変更内容となり、敷地のある部分について斜面緑

地を維持・保存するために表 3-1の①～④の内容で変更を提案している。

また図 3-9に用途地域・高度地区変更図を示す。 

表 3-1 用途地域・高度地区の変更一覧 

 

 

図 3-9 用途地域・高度地区変更図 

 

1-3. 「地区計画の変更」 

1-3.1.用途の制限等、敷地面積の 低限度、建ぺい率の 高限度、緑化率 

の 低限度 

    図 3-10に A-1から B-3まで 6か所の地区計画変更図及び表 3-2にそれ

それの地区の用途の制限等、敷地面積の 低限度、建ぺい率の 高限度、

緑化率の 低限度を示す。 

番号 変更前 変更後 変更面積

①
第1種住居地域
（第4種高度地区）

第1種中高層住居専用地域
（第3種高度地区）

約0.0002ha
（約2㎡）

②
第2種住居地域
（第4種高度地区）

第1種中高層住居専用地域
（第3種高度地区）

約0.95ha
（約9,500㎡）

③
第1種中高層住居専用地域
（第3種高度地区）

第1種住居地域
（第4種高度地区）

約0.08ha
（約800㎡）

④
第1種中高層住居専用地域
（第3種高度地区）

第2種住居地域
（第4種高度地区）

約0.32ha
（3,200㎡）

用途地域・高度地区の変更

①  

②  

④  

③  
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図 3-10 地区計画変更図 

表 3-2 用途の制限等、敷地面積の 低限度、建ぺい率の 高限度、緑化率の 低限度 

 
1-3.2.高さの 高限度 

  図 3-11のアからカまでの 6か所の区域における高さの 高限度を 

示す。 

 

図 3-11 場所毎の高さの 高限度図 

地区計画の変更（Ａ地区）

地区計画の変更（Ｂ地区）

地区名

項目

① 用途の制限等

【建設可能】
・歴史的建造物等の保存
・商業施設等の生活利便施設
・良質な都市型住宅
【建設規制】
・良好な住環境にふさわしくない
　用途（ぱちんこ屋等）
【制限】
・賑わい形成のため、歩行者用
　通路に面する階で住宅を制限

【建設規制】
・良好な住環境にふさわしくない
　用途（ぱちんこ屋等）

【建設可能】
・公益上必要なものなどの限定
　的な用途のみ
【建設規制】
・建物の建築

【建設可能】
・住宅等
・公益上必要なものなどの限定
　的な用途

【建設可能】
・老人ホーム等
・公益上必要なものなどの限定
　的な用途

【建設規制】
・建物の建築
【制限】
・木竹の伐採

② 敷地面積の 低限度 1,000㎡ 1,000㎡ - 2,000㎡ 2,000㎡ -

③ 建ぺい率の 高限度 30% 30% 30% 30% 30% 30%

④ 緑化率の 低限度 25% 25% 25% 25% 25% 25%

B-2 B-3番号 A-1 A-2 A-3 B-1

高さの最高限度
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1-3.3.壁面の位置の制限 

図 3-12に 1号壁面から 6号壁面までの 6か所毎の壁面位置の制限図 

を示す。 

 

図 3-12 場所毎の壁面位置の制限図 

1-3.4.形態又は意匠の制限等（敷地内建物全体が該当） 

① 高層建築物は、柔らかな曲面を用いる 

② 低層部分は、賑わいや潤いの形成に寄与する意匠とする 

③ 外壁等及び柱は、基調となる素材を揃える 

④ 建築物の長さに配慮し、適切な隣棟感覚を確保する 

⑤ 歴史的建造物の周辺では、歴史的景観を損ねないようにする 

⑥ 石垣、生け垣、フェンスその他これらに類し、美観を損ねるおそ

れのないものとする 

   1-3.5.地区施設 

図 3-13 に歩行者用通路、歩行者用デッキ、公園、広場、緑地、公

共空地などの地区施設を示す。 

 
図 3-13 地区施設図 

壁面の位置の制限

地区施設
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3.2.2 第一次開発計画の地域住民からの意見・要望と提案者（事業主）・横浜

市の対応 

第一次開発計画案については、地域住民からの様々な意見がよせられている。

「平成 19（2007）年 10 月 18 日提出・受理：都市計画提案書」について、その

一例として「磯子区三丁目地区における都市計画提案公聴会公述意見の要旨と

提案者（事業主）及び横浜市の考え方 平成 20（2008）年 3月 21日（金） 磯

子公会堂 講堂」を要約すれば、以下の通りとなる。 

【開発への反対意見】 

ⅰ.風致地区の変更により緑を守るという目的から大きく外れている 

ⅱ.景観を乱す 

ⅲ.横浜市市街地環境設計制度等を使って風致地区内でも条件を満たすことに

より 45ｍまで建物が建てられる特例は自然景観を守る上で認められない。 

ⅳ.人口増加による渋滞や小中学校の生徒収容能力は大丈夫なのか。 

ⅴ.朝夕のラッシュ時におけるプリンス坂や旧道の渋滞、狭隘な磯子駅の混雑 

に危険はないのか。 

【反対意見についての提案者（事業主）・横浜市の考え方】 

Ⅰ.今回の提案において風致地区面積及び風致地区内の緑地面積が増え、現区

域よりもより緑を保全できることになります。 

Ⅱ.提案者としても緑の保全は重要と考えております。斜面緑地部分の風致地

区拡大や広場空間での積極的な緑化、緑化率を 25％以上と設定することな

どにより、積極的に緑を保全・創出していきます。 

Ⅲ.斜面緑地と旧横浜プリンスホテルが織りなす印象的な景観は、横浜を象徴

する景観として市民にも愛されていたと考えます。本計画は横浜らしい風景

を積極的に継承していくものであり、横浜の魅力的な景観づくりにも寄与す

るものと考えます。 

Ⅳ.「緑をより多く残すこと」と「高層の建物がない計画とすること」は、現

実的には両立致しません。横浜市風致地区条例審査基準における高さ緩和の

基準は、高さを緩和することで建物を一部に集約し、より多くの緑や空地を

確保することを誘導しており、緑豊かな生活環境の向上や環境負荷低減に資

する基準と認識いたします。提案者（事業主）としては、健全な緑をより多

く残し、環境問題にも貢献するためにも審査基準を適用し建物の高さ緩和を

行うべきと考えます。 

Ⅴ.横浜プリンスホテルは 45ｍまでの制限の上で建設されており、磯子の代表

的な建物であると同時に記念碑でした。また横浜市旭区及び緑区に位置する

若葉台団地については高層の住宅施設が立地している状況においても風致

地区に指定されており、神奈川県の「かながわのまちなみ 100選」にも選定
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されています。 

Ⅵ.平成 19（2007）年度義務教育人口推計表により、計画地周辺の小学校と中

学校の使用教室数の状況（平成 19（2007）年 5月時点）を調査したところ、

対応可能な教室が確保されており、生徒を収容できると考えます。 

Ⅶ.計画案について交通環境影響評価を行った結果（休日）、計画地の交差点で

は、開発後でも交通量の処理が可能という評価を得ています。 

Ⅷ.ＪＲ東日本のデータによると、磯子駅の 1 日の乗降客数は、ピークだった

平成 5（1993）年度の 24,289 人から平成 16（2004）年度の 19,367 人まで、

約 5,000人減少しています。今回の計画により約 3,429人が増加すると計算

されますので、現在の磯子駅でも対応は可能と考えます。 

【賛成及び要望】 

a.敷地を通り抜けできる散策路が広場や公園、周辺散策へもつながる歩行者動

線となり、単に便利なだけではなく、以前にも増して飽きることの無い楽し

い空間になるのではないか。 

b.敷地内の私道（プリンス坂）の公道化は、周辺住民が気軽に利用できる空間

にするために必要だ。一日も早く開通してほしい。 

c.斜面緑地は、磯子側から見られる緑の風景であり、子供たちにも残してあげ

たい自然環境であるため、是非保存してほしい。 

d.狭い場所にたくさんの建物が建っているより、一部に高い建物が配置されて

も広場や公園などの公共のスペースが十分に確保されたメリハリのある空

間、地域の人々が集いやすい空間の提供を強く望む。 

e.磯子が活性化させるいいチャンスだと考えている。 

f.今回開発する建物が以前（旧横浜プリンスホテル）と同等の高さであるにも

かかわらず反対される事態について、地域住民の一人として理解に苦しむ。 

 

3.2.3 第一次開発計画の小結 

 主な開発への反対意見は、建物の高層化や計画敷地内における風致地区の変

更についてであるが、この 2 つの法的規制の目的は「緑地面積の確保」と「景

観の確保」にある。その 2 つの目的についてⅠ～Ⅴによる事業者の考え方を述

べているが、特にⅣの考え方が全体を表している。確かに低層で緑地面積の多

い計画が為されれば何も問題が無いが、現実にはそこに「事業の経済性が成り

立てば」という経済的な条件が加えられる。どんなに大きな理想を掲げたとし

ても、成されなければ現実には意味は無い。筆者は屋上緑化や壁面緑化が完全

な緑地とはならないこともあり、建物を高層化して緑地を増やすことは理にか

なっていると考える。またこの場所は平成 2（1990）年の横浜プリンスホテル改

装時に 高高 44,690mm注 66）のホテルが建造され、磯子のランドマークとして認
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知されてきた歴史を持っている。賛成意見にもあるが、その同じ場所に同じ高

さのマンションを建てることは景観を壊すことにはならないとも言える。そし

て、ⅳ～ⅴの意見に対してはⅥ～Ⅷによる考え方でそれぞれ対応している。さ

らに要望として挙げられている内容については、ｂの私道（プリンス坂）の公

道化以外は計画上、成立している内容である。 

 

3.2.4 第二次開発計画 

提案者（事業主）は平成 20（2008）年 8 月 8 日に第一次開発計画の提案を取

り下げている。この取り下げ行為は、計 27回にも及ぶ周辺自治会との意見交換

会・説明会を経た上で到達した計画の見直しという結果であった。その後計 11

回の周辺自治会との意見交換会・説明会等を実施した上で、平成 20（2008）年

12月 1日に横浜市に事前相談書を提出、平成 20（2008）年 12月 17日に都市美

対策審議会を開催した上で、平成 21（2009）年 1月 16日に助言書を受理し、平

成 21（2009）年 3 月 23 日に都市計画提案書を再提出した。この提案書は平成

21（2009）年 3月 27日に提案者：磯子開発特定目的会社、提案の内容：地区計

画の決定、として横浜市に受理され、その後提案の説明会、公聴会、平成 21（2009）

年 9月 25日と 10月 19日の都市計画提案評価委員会を経て、提案を修正し都市

計画市素案となる。この都市計画市素案の以前提出し受理されたが取り下げた

平成 19（2007）年 10月の「都市計画提案書」との違いは、プランの主な変更点

としては以下内容となる。 

 ・建物 高高 45ｍ→31ｍ 

 ・西側地区の建築物高さ 31ｍ→25ｍ,15ｍ 

 ・高齢者施設→住宅棟（Ｏ棟） 

 ・住宅棟（Ｎ棟）及び蔵→商業施設棟 

 ・予定世帯数約 1350戸→約 1250戸 

 ・エレベーター棟のエレベーター部をトンネル型に変更 

また第一次開発計画は「風致地区の変更」、「用途地域の変更」、「高度地区の変

更」、「地区計画の変更」についての内容であったことに対し、第二次開発計画

は「地区計画の変更」のみとなる。 

平成 22（2010）年 1月 15日の「磯子区三丁目地区地区計画都市計画市素案説

明会」には、提案者（事業主）は都市計画提案の概要として、旧東伏見邦英伯

爵別邸（貴賓館）を中心とした商業施設棟のイメージパースや斜面緑地、幅員

約 12ｍの敷地内通路（通常プリンス坂）、エレベーター棟等について説明して

いる。また「地区計画」の目標として大きくは「鉄道駅の周辺にふさわしい、

地域に親しまれる緑豊かで良好な市街地形成」を前提とし 

・良好な住環境や自然環境の維持・保全・創出 
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 ・旧東伏見邦英伯爵別邸（貴賓館）の維持・保全・活用 

 ・地域のにぎわいの拠点となる商業・サービス機能の立地 

の 3 つを挙げている。またその上での建築物等の整備の方針として地区を新た

に分割した。 

図 3-14に第二次開発計画図、図 3-15に地区分割図を示す。 

  
図 3-14 第二次開発計画図          図 3-15 地区分割図 

2-1.1.用途の制限等、敷地面積の 低限度、建ぺい率の 高限度、緑化率の

低限度、建築物の高さの 高限度 

    表 3-3にそれそれのエリアの地区計画変更に対する内容を示す。 

表 3-3 用途の制限等、敷地面積の 低限度、建ぺい率の 高限度、緑化率の 低限度、建築物の高さの 高限度 

 
図 3-16、17にエリア毎の高さの 高限度図を示す。 

  

図 3-16 地盤面からの高さの 高限度図   図 3-17 TP からの高さの 高限度図 

 

Brillia City 横浜磯子

旧東伏見邦英
伯爵別邸

7つの地区

地区名

項目

① 用途の制限等

【建設可能】
・旧東伏見邦英伯爵別邸
・店舗や事務所用途
【建設規制】
・住宅系の用途は禁止

【建設規制】
・住宅系の用途は禁止

【建設規制】
・住宅系の用途は禁止
・床面積500㎡を超える
　店舗等は禁止

【建設規制】
・1階以下は住居禁止

【建設可能】
・共同住宅
・小規模な店舗

【建設可能】
・共同住宅
・小規模な店舗
・地下に共同住宅の駐車場

【建設可能】
・公益上必要なもの等

② 敷地面積の 低限度 2,000㎡ 5,000㎡ 6,000㎡ 3,000㎡ 2,000㎡ 2,000㎡ -

③ 建ぺい率の 高限度 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

④ 緑化率の 低限度 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

⑤ 高さの 高限度 20mかつTP+90m 20mかつTP+76m 10m 31mかつTP+86m 31mかつTP+74m 10m 10m

C-1 C-2番号 A-1 A-2 A-3 B-1 B-2

地盤面からの高さの最高限度 東京湾平均海面からの高さの最高限度
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2-1.2.壁面の位置の制限 

壁面の位置の制限：基準線 Aから 5ｍ以上、基準線 Bから 15ｍ以上後 

退とする。図 3-18に場所毎の壁面位置の制限図を示す。 

 
図 3-18 場所毎の壁面位置の制限図 

2-1.3.建築物等の形態意匠、垣又はさくの構造制限 

建築物等の形態意匠の制限 

・旧東伏見邦英伯爵別邸（貴賓館）その他の景観資源、周辺街

並み等の調和を図る。 

・建築物等の基調となる色彩を、マンセル表色系により制限す

る。（色相、明度、彩度） 

・屋外広告は周辺の景色を阻害しないように制限する。 

（大きさ、高さなど） 

       垣又はさくの制限 

・生け垣、フェンスその他これらに類し、美観を損ねる 

おそれのないものとする。 

2-1.4.温室ガスの排出抑制に寄与 注 67） 

 ・太陽光エネルギーや風力発電の利用 

    ・エネルギー消費量の少ない機器の使用 

    ・屋上緑化（一部）の導入 

 の 4つを挙げている。 

第二次開発計画は磯子区三丁目地区地区計画都市計画市素案説明会の後、横

浜市都市計画審議会を経て都市計画決定告示を受け、平成 23（2011）年 10 月

19 日に事業主の東京建物株式会社、東京急行電鉄株式会社、オリックス不動産

株式会社、日本土地建物販売株式会社、伊藤忠都市開発株式会社から「（仮称）

横浜プリンスホテル跡地開発計画」の起工式挙行・本体工事着工の発表 注 68）が

あり、再開発工事の実施に至るとことになる。 
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3.2.5 第二次開発計画の地域住民からの意見・要望と提案者（事業主）・横浜 

市の対応 

第二次開発計画についても地域住民からの意見が有り、その一例として「磯

子三丁目地区地区計画市素案公聴会公述意見の要旨と市の考え方 平成 22

（2010）年 2月 19日（金） 磯子公会堂」を要約すれば以下の通りとなる。 

【開発への反対意見】 

A.風致地区に指定されているのにもかかわらず、環境を破壊する高層マンショ

ン群を建てるのは、傲慢ではないか。高さ制限を守りながら緑地も多い周辺

とは全く調和がない。31ｍもの高い城壁のようなマンション群を造るのは磯

子の美しい景観を知る者として断固反対だ。 

B.当計画は、風致地区内に、風致と著しく不調和な、高さ制限の 2倍以上の高

層マンション群を建て、景観を破壊する計画と言える。 

C.あくまで風致地区を守って建てていただきたい。 

D.利便性も環境も中途半端なこの開発が消費者に受け入れられるか、全く疑問

であり、全戸完売になるとは思えない。 

【反対意見についての市の考え方】 

A’.建築物の高さ制限を緩和することにより、建築物を集約し、まとまりの

ある緑地や空地を活かした良好な住環境や自然環境の創出を図ることが

可能になると考えられます。さらに、公園、緑地などの地区施設を適正

に配置することや、建築物等の形態意匠の制限を定めることなどにより、

周辺地域への圧迫感が軽減され、周辺の街並みと調和のとれた景観を形

成できると考えます。 

【賛成及び要望】 

・不特定多数の人々が自由に出入りできる場所、面積を積極的に広く確保しよ

うと努力した形跡がみられる。 

・今回のマンション計画で、約 4,000人の人口増加が見込まれるようで、特に

若い方々が増えるのではないかと期待している。 

・周辺住民の調整に関しては、建築物の高さが風致の高さ制限の緩和基準の趣

旨に沿うものであり、周辺住民の賛同を得るための努力について一定の評価

ができると思う。 

・マンションであるにもかかわらず、公園、広場、通路等が整備され、周辺住

民に開放されるため、貢献度大だと思う。 

・プリンス坂と言われている私道を、計画実施にあたり公道に変えてほしい。 

・設置エレベーターを不特定の訪問者でも利用できるよう検討してほしい。 

・横浜プリンスホテルの営業終了から 3年半以上経っている。早期に開発が進

められることを望む。 
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3.2.6 第二次開発計画の小結 

 A～C による反対意見は風致地区に関しての高層化建物および景観についての

内容になる。そして横浜市の考え方は A’となる。この内容はほぼ第一次開発計

画の提案と同じで、この時点でも周辺住民全員には認められていないことを示

している。ただし賛成意見にもある通り、建物の 高高を 31ｍにし、西側地区

の建築物高さを 25ｍ、15ｍとし、予定世帯数を約 100 戸減少させて歩み寄りを

した努力に一定の評価を与えている住民もいることがわかる。そもそも横浜市

の風致地区の手引き（平成 26（2014）年 4月）によれば、「風致地区は、緑豊か

な生活環境が形成されることをめざし、都市の風致を維持するため定める地区

をいいます。～指定に当たっては、良好な自然景観、歴史的景観を保持してい

る地域や、文化財、社寺等のある区域、良好な住環境を維持している地域など

を、都市計画に基づいて指定しています。」とあり、確かに建築物の高さは 大

でも 15ｍとされているが、やはり筆者には建物が高層化することで緑地面積を

確保することが風致地区の理念に反しているとは考えられない。また今回は都

市計画提案制度による地域貢献をした上での緩和条件であるため、お互いに歩

みよることで 適な計画になることが重要であると考える。またＤについては、

結果的ではあるが平成 30（2018）年 11月の時点では全戸完売となっている。 

 

3.2.7 開発計画における旧東伏見邦英伯爵別邸についての内容 

 この一連の開発における都市計画提案の中で旧東伏見邦英伯爵別邸について

の内容を抜粋すると、「第一次開発計画」内では以下の内容となる。 

・旧東伏見邦英伯爵別邸、蔵共に保存 

・1-3「地区計画の変更」1-3.1「用途の制限等」の A-1地区において土地利用

の方針として歴史的建造物等の保存  

・1-3「地区計画の変更」1-3.4「形態又は意匠の制限等」における⑤歴史的建

造物（旧東伏見邦英伯爵別邸及び蔵）の周辺では、歴史的景観を損ねないよ

うにする。 

また「第二次開発計画」内では以下の内容となる。 

・旧東伏見邦英伯爵別邸は保存。蔵は解体し商業施設棟を新築。 

・2-1.1用途制限、A-1. 旧東伏見邦英伯爵別邸 

・2-1.3建築物等の形態意匠の制限：旧東伏見邦英伯爵別邸（貴賓館）その他

の景観資源、周辺街並み等の調和を図る。 

2つの提案の内容を比較したところ、旧東伏見邦英伯爵別邸については蔵を解体

すること以外はほぼ変更されていないことがわかる。 

また公聴会の公述意見における旧東伏見邦英伯爵別邸についての内容を以下、

抜粋する。括弧内は全体の公述意見数に対する旧東伏見邦英伯爵別邸について
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の見解のある意見数を示す。 

1. 第一次開発計画についての公述意見（2人/10人） 

ⅰ.「横浜市の歴史的建造物にも指定されている貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別

邸）を保存するのは当然だが、ただ保存するのではなく、地域の交流の場と

して活用し、広場として磯子の名勝にしてはどうか。新たに建築されるマン

ションに住む人、周辺地域に住む人、磯子区内外から訪れる人など、さまざ

まな人が利用し、みんなが楽しむことができる空間を望む。」 

ⅱ.「エレベーター等の地区施設の一般開放や貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別

邸）・蔵の保存は、高さ制限緩和と引き換えの地域貢献である。横浜市が高

さ制限の緩和を認めれば、その高さの建物は将来にわたり存在することにな

るため、地域貢献も将来にわたり担保される必要があり、その責任は横浜市

が持つべきである。」 

2. 第二次開発計画についての公述意見（4人/10人） 

ⅲ.「貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）の維持管理について、計画団地の管理

組合のみに依存することは不適切と思われるため、そのありようを市として

検討してほしい。」 

ⅳ.「磯子の活性化のために、貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）を積極的に活

用して磯子の名所にしてほしい。貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）と同様に

歴史的建造物である山手の洋館やみなとみらいの赤レンガ倉庫のように、多

くの人が訪れる場所にしてほしい。そのためには貴賓館（旧東伏見邦英伯爵

別邸）の中にレストランや喫茶店などを作るとともに、周辺もおしゃれで快

適な空間にしなければならないが、市の素案はそれを可能にする方向だと思

うので賛成である。 

ⅴ.「貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）」は、昔磯子が別荘地であったことを伝

える、磯子区の歴史を語る貴重な建物だ。万一にもこれが取り壊されること

にでもなれば磯子区民の見識が問われるし、活性化のチャンスも一つ失われ

る。そのようにならないように、市が買い取ることも含め、保存・活用する

ことを望む。」 

ⅵ.「低層住宅がひしめき合い、中央広場も遊歩道も商業施設もなく、貴賓館

（旧東伏見邦英伯爵別邸）も保存されない街には全く魅力が感じられない。」 

ⅶ.「この際、プリンス跡地を元に風致地区に戻し、貴賓館（旧東伏見邦英伯

爵別邸）の周りに文化的施設を配し、海側から眺めても魅力ある丘にしてほ

しいと望む。」 

これらの意見に対して提案者（事業主）と横浜市は以下のように考えを示して

いる。 

a.「貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）については、恒久的な保存活用を目指す
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ため市への寄付をお願いしましたが、現状では市での活用方法が見つからな

い為、事業者の負担にて適切に改修・保存致します。今後も貴賓館（旧東伏

見邦英伯爵別邸）を地域の象徴と交流の場として維持し続けるため、開発後

においても事業者が貴賓館を所有し、責任を持って適切な維持管理を行いま

す。地域の皆様にも広く活用していただけるよう貴賓館（旧東伏見邦英伯爵

別邸）の有効方法について検討いたします。」 

b.「貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）については、現地調査の結果、今後も構

造的には継続的な利用が可能な施設であると認識しており、活用内容に応じ

て東伏見宮時代の意匠を継承する形で一部改修しながら保存する予定です。」 

c.「貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）について、提案者は、適切に修復・保全

した上で、民間事業者の所有により維持管理・活用を図り、一部を一般に公

開することとしています。横浜市としては、事業者に対して貴賓館（旧東伏

見邦英伯爵別邸）が適切に維持管理されるよう、今後とも働きかけていきま

す。」 

d.「歴史的建造物である貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）については、建築物

の用途の制限などを定めることにより、維持・保全・活用しながら、商業・

サービス機能の導入を図り、その周辺を含めて、にぎわいの拠点の形成を図

ることとしています。また、貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）は本地区の景

観資源であり、建物等の形態意匠の制限などにより、これを活かしながら、

全体として調和のとれた景観の形成を図ることとしています。」 

 

3.2.8 開発計画における旧東伏見邦英伯爵別邸についての小結 

地域住民からの意見においては、旧東伏見邦英伯爵別邸を残すことについて

反対は無く、むしろ活用して利用することで地域に貢献してほしい、との内容

である。またそのうち 3 名の意見として旧東伏見邦英伯爵別邸を横浜市が責任

を持ち、ありようの検討や買い取り等のかかわりを希望している。この希望意

見に対して提案者（事業主）と横浜市は、旧東伏見邦英伯爵別邸は横浜市所有

とはしないが民間事業者の所有により維持管理・活用を図り、一部を一般に公

開することを方針としている。つまり事業者側にとって、開発計画当初から旧

東伏見邦英伯爵別邸の基本立ち位置は不動であり、必要不可欠な建物と認識さ

れていると考えられる。 
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3.3 地域との関係 

 東伏見邦英伯爵は、景勝地でありながら料亭街でもある二面性を持つ街であ

るからこそ旧東伏見邦英伯爵別邸の立地場所として磯子を選んだと考えるが、

太平洋戦争という時代の流れには逆らえず、戦後に本邸を後にした。その後、

所有者となった株式会社プリンスホテルは旧東伏見邦英伯爵別邸を中心とし、

私道（プリンス坂）の提供など地域への貢献をしつつ横浜の気品の高いホテル

を経営した。しかしこちらも人口の増加とバブル景気という時代の流れの中で

規模を拡張することが必要不可欠となり、第 2 期工事の全面改修に至った。だ

がその改修工事が完了するとほぼ同時にバブル景気は終わり、プリンスブリッ

ジによる動線の増設など努力はしたものの、横浜プリンスホテルは閉館となっ

てしまった。ただ所有者であるプリンスホテルが敷地を開放した配慮により、

ホテル営業期間中の旧東伏見邦英伯爵別邸は利用者や地域住民に対して魅力を

与え続けてきた。 

 また開発計画上において旧東伏見邦英伯爵別邸が残された理由は、「都市計画

上の大きな地域貢献となる」と判断されたためである。開発経緯からわかるよ

うに、今回の計画において風致地区内で高さ制限の緩和処置を受けることに対

して、地域住民から反対意見があったことは確かである。その状況の中で開発

計画を進めるためには都市計画上の地域貢献が重要であり、地域住民からは緑

地率の確保や私道（プリンス坂）の公道化と同様に旧東伏見邦英伯爵別邸の「再

利用」が求められていた。なぜなら旧東伏見邦英伯爵別邸は前述の通り地域住

民にとって愛される建物であったからである。 

また事業主側の視点によれば、都市計画上の地域貢献には何を実施するか、

という選択肢があり選択権も事業主にある。その選択の際に重要なのは、やは

り経済性であろう。公聴会公述意見による地域住民の意見のうち開発計画に批

判的な意見の理由は建物の高層化に反対する内容が も多いが、経済性を考慮

すれば建築物を高層化し住居の延床面積を上げることは譲れない条件であった

はずである。その上で実施した地域貢献には以下の内容が挙げられる。 

・旧東伏見邦英伯爵別邸（貴賓館）の再利用 

・私道（プリンス坂）の公道化 

・誰でも通行可能な敷地内歩行者用通路、散策路の確保 

・緑地面積の確保、斜面の緑地の確保 

・桜並木の保存 

・マンション敷地内の地域の住民が立ち寄れる広場や公園の設置 

・地域住民に利用を開放した施設の設置 

・磯子駅から汐見台側へのエレベーター棟の解放（有料） 
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・商業施設としてレストランやクリニックモールの誘致 

また実施しなかった内容も以下の通り存在する。 

・蔵の保存 

・エレベーター棟の無料開放 

このように要望のあった項目すべてを達成できたわけではない。また第一次

開発計画における都市計画案を一度取り下げた上で再検討された第二次開発計

画においては、開発の焦点となっている 高高さ制限の緩和を 45ｍ→31ｍと下

げることで建物の高層化について譲歩している一方で、商業施設棟を計画した

場所に存在していた蔵を解体する計画となっている。小規模で活用が難しい蔵

の保存よりも要望のあった商業施設を建設する方がより地域貢献度が高いとの

判断であろう。図 3-19に蔵→商業施設変更状況図を示す。 

 

図 3-19 蔵→商業施設変更状況図 

また旧東伏見邦英伯爵別邸を残す手法としては、以下の 5点が考えられる。 

ⅰ.現地に現物を残す 

ⅱ.開発計画上有利な場所に曳家した上で現物を残す 

ⅲ.外観を残して高層棟を附属する 

ⅳ.一度解体して敷地内の別の場所に再建する 

ⅴ.解体してレプリカとして外観のイメージだけを残す 

この 5 つの手法のうちからⅰの「現地に現物を残す」手法が選択された経緯に

ついて、事業主の一人に話しをうかがったところ、まずⅳ、ⅴの手法では地地

域貢献としては認められないという判断があり、ⅱ、ⅲについては旧東伏見邦

英伯爵別邸の立地が、皇族の邸宅で見晴らしを意識して建造したこともあり、

Brillia City 横浜磯子

蔵→
商業施設

第一次開発計画
蔵は保存
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丘の上の高い位置に配置されていたため、曳家して場所を変えることや周囲を

造成して盛り土することは技術的にも困難であり経済的メリットも低いと判断

したとのことだった。したがって、旧東伏見邦英伯爵別邸を現地に現物のまま

残すことは開発計画において既定路線であった。そのため開発計画において敷

地の中央部に配存在した旧東伏見邦英伯爵別邸が残されることは旧東伏見邦英

伯爵別邸が全体配置計画の中心となることを意味し、第二期とは異なるコンセ

プトとして第三期の再開発プロジェクトに無くてはならない主の建物となった。

ただしこの経緯は旧東伏見邦英伯爵別邸固有の特徴と言えるため、他の建物を

残す際に同じ経緯による現地に現物を残す手法が成り立つかは、その建物の置

かれた状況によると考える。 
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第 4 章 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」設計と施工技術 

4.1 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」計画 

 旧東伏見邦英伯爵別邸は、竣工時邸宅として建てられた建物がその後、食堂

と客室、レストランと宴会場、さらに会員制ラウンジと和食堂として利用され、

現在は 1・2 階をレストラン及び地下 1 階を地域公開スペースの会議室、2 階を

ギャラリーとして使用されている。この変遷からは、どの時代でも建物の主な

利用方法が食堂やレストランなど飲食をするスペースとして利用されていたこ

とがわかる。 

昭和 28（1953）年頃に旧東伏見邦英伯爵別邸を所有した西武グループは、同

年代の昭和 25（1950）年に朝香邸、昭和 26（1951）年に竹田邸、昭和 28（1953）

年に北白川邸、昭和 29（1954）年に李王家邸と旧皇族関連の邸宅を次々に買収

し、竹田邸、北白川邸は昭和 28（1953）年に高輪プリンスホテルの施設（現在、

竹田邸は高輪プリンスホテル貴賓館として営業。北白川邸は解体）、李王家邸は

昭和 30（1955）年に赤坂プリンスホテルの施設（現在は赤坂プリンスクラシッ

クハウスとして営業）として開業している。また朝香邸についてはプリンスホ

テルとして営業する計画はあったが中止となり、敷地は東京都に売却され現在

は東京都庭園美術館として利用されている 注 70）。ここで西武グループは、売却

した朝香邸以外の、竹田邸、北白川邸、李王家邸、そして旧東伏見邦英伯爵別

邸の用途を宴会場や会食の場などの飲食をするスペースとして利用している。

また、ここでは旧皇族や財閥、実業家、旧藩主の邸宅の特徴と活用の用途に注

目したい。 

 歴史的建造物とされる建物の「再利用」手法として、その建物自体を展示物

として博物館化することを除けば、飲食系の用途として利用する例は少なくな

い。旧宮家や財閥、実業家、旧藩主の邸宅について例を挙げれば前述の建物以

外にも第 2章で紹介した東伏見宮京都別邸（現、料理旅館吉田山荘）をはじめ、

小笠原伯爵邸、旧箱根宮ノ下御用邸（現、富士屋ホテル菊華荘）注 71）、旧鍋島家

別邸（ガーデンカフェ ラファエル）注 72）、旧荘清次郎別荘（現古我邸）注 73）、

旧千葉常五郎邸（現ミュージアム・1999・ロアブッシュ）注 74）など数多い。こ

のことは偶然ではなく、これらの邸宅建築は飲食系建物へ用途変更し易い特徴

があるからである。そしてこの特徴は少ない改修工事で用途変更が可能、つま

り経済的なメリットが大きいことにも繋がる。 
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飲食系建物へ用途変更し易い特徴として以下の 3点を挙げる。 

 

4.1.1 平面構成の特徴 

 旧東伏見邦英伯爵別邸をはじめとして例として挙げた邸宅の所有者は、その

時代では富裕層に属する人物になる。したがって邸宅の規模は必然的に平屋の

一軒家という構成ではなく、多層階で規模の大きい邸宅になる。そして現在で

はその文化が消滅しているが、これらの邸宅が建築された時代には使用人や侍

女といった職の人間が、主人の世話をするために建物を出入りしていた。その

ため建物内は主人となる人間及び来客が利用する部屋と、使用人や侍女といっ

た人々が利用する部屋の配置がはっきりと分かれた平面構成となっている。一

方、現代の飲食系の店舗も平面構成は、客席やメインのエントランスなど顧客

にサービスを提供するエリアと厨房や職員の休憩場などのバックヤードは、分

離した平面構成となっている。 

ここで、旧東伏見邦英伯爵別邸における創建時の平面構成上の使用人等管理

用スペース、主人使用スペース、来客使用スペースと第 3 期工事終了時の従業

員使用スペース、来客使用スペース、共有使用スペースについて図示し、比較

する。 
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図 4-1 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（昭和 24 年）地下 1 階 

 

図 4-2 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（昭和 24 年）1 階 

車庫

：使用人使用スペース

：主人使用スペース

：来客使用スペース

宿直室

設備室
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：使用人使用スペース

：主人使用スペース

：来客使用スペース

厨房

客室

和館

1階
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図 4-3 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（昭和 24 年）2 階 

 
図 4-4 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（昭和 24 年）中 3 階 

：使用人使用スペース

：主人使用スペース

：来客使用スペース

居間

書斎

寝室

控室

座敷

和館

2階

：使用人使用スペース

：主人使用スペース

：来客使用スペース

書庫

和館

中3階
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図 4-5 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（平成 26 年）地下 1 階 

 

図 4-6 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（平成 26 年）1 階 

：従業員使用スペース
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図 4-7 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（平成 26 年）2 階 

 

図 4-8 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用エリア別平面図（平成 26 年）中 3 階 

：従業員使用スペース

：共有使用スペース

：来客使用スペース

EV
（共有）

パントリー

来客室（レストラン）

管理人室

個室9

2階

：従業員使用スペース

：共有使用スペース

：来客使用スペース

物置

中3階
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図 4-1、図 4-2、図 4-3、図 4-4 は旧東伏見邦英伯爵別邸の竣工当初の平面

図に も時代的に近い昭和 24（1949）年の図面になり 注 75）、図 4-5、図 4-6、

図 4-7、図 4-8は第 3期工事の図面である。図 4-1～図 4-4は使用人等管理用

スペース・主人使用スペース・来客使用スペースで色分けし、図 4-5～図 4-8

は従業員使用スペース・来客使用スペース・共有使用スペースとして色分けし

た。 

 図 4-1～図 4-4 の色分け図面より、それぞれのフロアでの利用法は以下の通

りとなる。 

地下 1階：すべて使用人等管理用スペース 

1階：正面玄関側に来客スペース、中央に使用人等管理用スペース、 

和館に主人使用スペース 

2階：北側の 1部に使用人等管理用スペース、他は主人使用スペース 

中 3階：主人使用スペース（書庫） 

全体的に使用人等管理用スペースが中央に配置されているのは、東西どちらの

部屋にも使用人が移動し易いことからと推測される。また第 2 章にてお話しを

うかがったことを記した東伏見慈晃氏によれば、来客対応は基本的に 1 階のみ

を使用し、2階はプライベートなスペースとしてピアノの演奏などにも利用して

いたようだ。 

 また図 4-5～図 4-8 の色分け図面より、それぞれのフロアでの利用法は以下

の通りとなる。 

地下 1階：従業員使用スペース、共有使用スペース 

1階：正面玄関側の広間が共有使用スペース、中央から西側に従業員使用 

スペース、南側に来客使用スペース 

2階：広間とギャラリーが共有使用スペース、西側と「管理人室」に従業員 

使用スペース、他は来客使用スペース 

中 3階：従業員使用スペース（物置） 

（第 2期工事において赤破線部からの和館は解体されている） 

となる。各階の移動手段としてエレベーターを設置し、地域住民やレストラン

の来客すべてが利用できるものとしている。地下 1 階には、北側から採光が望

めることで居室として成り立つ地域開放スペースを設けている。この場所は地

域の会議などで利用されている。また 2 階のギャラリーは共有使用スペースと

し、気軽に誰でも立ち寄れるスペースとしている。また 2 階の管理人室は従業

員使用スペースとして孤立しているが、この部屋はレストランでは厨房やパン

トリーなどと連動しない経理関係などを扱う部屋として考えられている。また

階段ホールの 1～3 階（塔屋）までの木製階段は普段は使用禁止としているが、

1階ではその手摺の美しいラインを見ることが可能である。 
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 この 2 つの時代のパターンを比較すると、部屋配置についてはすべてではな

いが似通っている。可能な限りテナントの来客スペースを広くとることを重視

している関係から 1 階の個室（2）や 2 階の個室（9）など来客使用スペースは

増加しているが、地下 1 階については寝泊まりする宿直室などがあったスペー

スや設備室を地域公開スペースとして活用し、出入り口やトイレもそれぞれに

分かれている。つまり、内部の大幅な改修をすること無く飲食店のテナントを

入れることを前提とした「再利用」計画が可能ということがわかる。 

 

4.1.2 動線の特徴 

 旧宮家や財閥等の建物を使用する人間の動線についても、平面構成と同様の

特徴がある。主人と使用人で建物に入る入口は異なっており、門の出入口から

異なっている邸宅もある（旧荘清次郎別荘等で確認できる）。また出入口から部

屋までの動線においては、多層階の上下移動における階段も異なっている。現

在は規模が大きい邸宅でも階段を複数配置することは延べ床面積に対して居室

以外のエリアを増やすことになり、またその分建設費も上がるため好まれない

傾向にある。 

ここで、旧東伏見邦英伯爵別邸における竣工時の使用人等管理用動線、主人

動線、来客動線、使用人等管理用昇降階段、主人使用昇降階段、共有昇降階段

と第 3 期工事終了時の従業員動線、共有動線、従業員使用昇降階段、共有昇降

階段について図示し、比較する。 
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図 4-9 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用動線図示平面図（昭和 24 年）地下 1 階 

 

 

図 4-10 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用動線図示平面図（昭和 24 年）1 階 
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図 4-11 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用動線図示平面図（昭和 24 年）2 階 

 

 

図 4-12 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用動線図示平面図（昭和 24 年）中 3 階 
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図 4-13 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用度線図示平面図（平成 26 年）地下 1 階 

 

 
図 4-14 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用度線図示平面図（平成 26 年）1 階 
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図 4-15 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用度線図示平面図（平成 26 年）2 階 

 

 
図 4-16 旧東伏見邦英伯爵別邸 使用度線図示平面図（平成 26 年）中 3 階 
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図 4-9、図 4-10、図 4-11、図 4-12は前項に同じく竣工当初の平面図に も

時代的に近い昭和 24（1949）年の図面になり、図 4-13、図 4-14、図 4-15、図 

4-16 も前項に同じく現在の旧東伏見邦英伯爵別邸の状況となる第 3 期工事の図

面である。図 4-9～図 4-12は使用人等管理用動線・主人動線・来客動線及び使

用人等管理用昇降階段・主人使用昇降階段・共有昇降階段で色分けし、図 4-13

～図 4-16は従業員動線・共有動線及び従業員使用昇降階段・共有昇降階段とし

て色分けした。 

図 4-9～図 4-12の動線状況により、基本的に各動線が分かれていることがわ

かる。ただし 1 階の主人動線と来客動線については玄関から同じ動線で移動し

ているが、和館側にも主人出入口が存在するため、来客を迎える時には基本的

に和館から出入りすれば混在することは無いと想定される。また 1 階の A ゾー

ンについては通路を挟んで使用人使用スペースが存在するために、使用人動線

と主人の動線が廊下で交差するが、普段主人が 1 階の来客使用スペースを使用

しないとすれば 1階の使用は和館部分だけとなり、問題は無いと考える。 

 一方図 4-13～図 4-16 の動線状況はより明確で、従業員動線と共有動線がは

っきりと分かれている。これは飲食店の従業員動線はバックヤードの動線とし

て来客と完全に分けなければいけないことや、建物の運用の中で施錠等管理に

ついてもテナントスペースと共有スペースで分ける必要があることによる。 

 この 2 つの時代のパターンを比較すると、スペースの利用方法より動線の範

囲や長さについては変更があるが、改修工事として大きな要素である建物の出

入口や昇降階段の数及び位置が飲食店を想定した改修において有利であること

がわかる。なぜなら部屋割り等の変更は内部の平面的な要素のみの変更で改修

が可能なため大規模な工事とならないが、階段は上下階との関係、出入口は外

部との関係があるため、変更が容易ではないからである。また竣工時の設計に

おいて極力、主人と使用人の動線は交差しないように配置されており、この特

徴はやはり飲食店における顧客と従業員の関係に当てはまる内容と言える。 

 

4.1.3 意匠の特徴 

 チェーン店等、全国に多くの店舗を構える飲食店においては、顧客に対して

どんな場所の店舗においても同じサービス（その国の物価に合わせた商品の値

段も含めて）を提供することが重要になる。筆者自身も学生時代にチェーン店

系の飲食店で働いていた経験があり、その考え方を実感した。そのため料理や

飲み物の味だけでなく店舗の外内装は決められた意匠で統一されていて、その

雰囲気が顧客を安心させる。このことについても学生時代に海外を旅行した際、

ドイツやタイで全世界に展開しているファーストフードの店に立ち寄った時に

ほっとした感情が沸いたことを今でも覚えている。つまり顧客にとって「日常」
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である空間が必要なのである。 

一方、チェーン店とは対極にある個人の飲食店については、顧客に対してそ

の店舗だけのサービスを提供することが重要である。顧客は高価格の料理や飲

み物を楽しむ際に、その時間を当然価値のある空間で過ごすことを望む。この

点に関して歴史的建造物はマッチしている。なぜなら旧宮家や財閥の邸宅は約

80 年以上前の意匠が各所に保存されているとともに、現在のみならず建設当時

でも限られた人しか利用できなかった異空間を所有している。加えて「歴史」

という強固なバックグラウンドを持っていればなおさらである。大量生産で溢

れる現在で生活している顧客にとって、一つ一つ手作業で作られた味のある素

材で構成された料理と空間は、まさに求める「非日常」である。歴史的建造物

が飲食店以外に一生に一度の特別な空間を顧客が求める結婚式場としても利用

されることが多いこともこの理由からと言える。 

旧東伏見邦英伯爵別邸についても飲食店以外に結婚式の場としても営業をし

ている。当然であるが既に重厚な外観デザインが形成されている旧東伏見邦英

伯爵別邸については、その状態を維持するための設計を行うことで十分に条件

を満たしていると言ってよいだろう。 

 

4.1.4 旧東伏見邦英伯爵別邸以外の歴史的建造物の事例 

 4.1.1 から 4.1.3 までの 3 つの特徴については旧東伏見邦英伯爵別邸以外の、

現在主に飲食系の用途に活用している歴史的建造物についても当てはまる共通

の特徴と言えるだろう。例えば同じ西武グループが敷地と共に購入して活用し

てきた、高輪プリンスホテル貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸に同じく村野・森

建築事務所による改修設計 注 76））や赤坂プリンスホテルクラシックハウスはホ

テルの宴会施設として改修・活用されてきた。また小笠原伯爵邸は昭和 2（1927）

年、小笠原長幹伯爵の自邸として建造された鉄筋コンクリート造、地下 1 階地

上 2 階建の中庭を囲むスパニッシュ様式の建物であるが、旧東伏見邦英伯爵別

邸と同じように戦後ＧＨＱに接収され、1990 年代には倉庫以外に使用されない

建物と化していたが、平成 12（2000）年に所有者の東京都が民間への貸し出し

を行うＰＦＩ方式による保存活用を打ち出し、平成 15（2003）年 3 月に改修工

事が竣工した 注 77）。その後、現在もレストランや結婚式場、ギャラリーとして

利用されている。筆者は平成 17（2005）年にこの小笠原伯爵邸で自身の披露宴

を行っているが、改修前はベランダであった場所を客室と一体の空間として大

空間の披露宴会場とし、逆に食堂であった空間（旧食堂）を音楽鑑賞が出来る

適度な広さの部屋として利用するなど、活用を目的とした歴史的建造物の改修

設計を行った結果が随所に感じられた。図 4-17 に小笠原伯爵邸の平面図 注 78）、

写真 4-1 に小笠原伯爵邸メイン玄関、写真 4-2 に高輪プリンスホテル貴賓館、
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写真 4-3に赤坂プリンスホテルクラシックハウスを示す。 

  

図 4-17 小笠原伯爵邸平面図       写真 4-1 小笠原伯爵邸メイン玄関 

  

写真 4-2 高輪プリンスホテル貴賓館   写真 4-3 赤坂プリンスホテルクラシックハウス 

 

4.2 大空間スペースにおける耐震性能の確保 

 テナントスペースとする部屋については、フレキシブル性が重要になる。つ

まり壁を乾式の軸組・ボードで後施工する、もしくは可動式の壁を使用するこ

とで、利用するテナントが部屋の割り付け決められるようにする必要がある。

部屋割は集客率にも繋がる重要な要素だが、そのためにはまず平面的な大空間

スペースを確保しなければならない。そのために構造体の壁や柱を撤去しない

で実施することが 良ではあるが、時には構造体を撤去した上で補強工事を実

施してでもその空間を得る必要がある。今回の工事では 1 階と 2 階に大空間の

部屋を確保する必要があり、そのため鉄筋コンクリート造の壁を撤去すること

で耐震性に問題が発生しないかを確認する必要があった。第 3 期工事において

図 4-18（1階）、図 4-19（2階）の青色部分のエリアを接客用の大空間スペース

メイン
玄関

←B1F

ベランダ

旧食堂

大空間として
披露宴会場に利用
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とする設計であったため、図 4-20（1階）、図 4-21（2階）の赤色部分の壁を撤

去する計画とした。その為構造検討を実施し、基礎躯体の増設や鉄骨による補

強、壁の増し打ちを実施した。工事の詳細は「4.5 躯体補強工事」にて述べる。 

 
図 4-18 接客スペース平面図 1 階 

 

図 4-19 接客スペース平面図 2 階 

1階

：接客スペース

2階

：接客スペース
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図 4-20 撤去壁平面図 1 階 

 
図 4-21 撤去壁平面図 2 階 

1階

：撤去既存壁

2階

：撤去既存壁
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4.3 建物調査 

旧東伏見邦英伯爵別邸の適切な改修工事を実施することを目的として、第 3

期工事に先立ち平成 22（2010）年 12 月から平成 23（2011）年 5 月まで工事の

請負会社である大成建設株式会社が事前建物調査を実施した（筆者も一部の調

査に施工技術者として参加している）。写真 4-4に旧東伏見邦英伯爵別邸の外観

状況を示す。 

 
写真 4-4 旧東伏見邦英伯爵別邸の外観状況 

4.3.1外部の特徴 

旧東伏見邦英伯爵別邸の外観は鉄筋コンクリート造であるにも関わらず、伝

統的な楼閣風建築である。塔屋は頂上部に相輪を載せた方形造で、屋根や庇の

勾配は緩やかで幾重にも重なり合っている。また屋根の材料はひわだ瓦と称す

る薄く釉薬をかけたオレンジ色の瓦や棟瓦で構成されている。外壁の軸部（柱・

梁・長押・肘木）は人造石塗り研ぎ出し仕上げを施し、平滑で石のように見せ

ている。真壁部はコンクリートリシン吹付により凸凹の模様をした表情である。

仕上げを変えることで、軸部（柱・梁・長押・肘木）をくっきりと際立たせる

意図があったと思われる。窓については、ほとんどの障子部が引違い、欄間部

は突き出しのスチールサッシによって構成され、窓の外部には木製の欄干が付

けられている。玄関部は石の階段が設けられ、その両脇には狛犬が配置されて

いる。また庭には多くの樹木と共に大きな灯籠が 2 基（いずれも花崗岩製）置

かれている。写真 4-5に相輪、写真 4-6にひわだ瓦、写真 4-7に外壁、写真 4-8

に窓・欄干、写真 4-9に狛犬、写真 4-10に灯篭を示す。 
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写真 4-5 相輪             写真 4-6 ひわだ瓦 

  

写真 4-7 外壁             写真 4-8 窓・欄干 

  

写真 4-9 狛犬              写真 4-10 灯篭 

 

4.3.2内部の特徴 

和風の外観と異なり、旧東伏見邦英伯爵別邸の内部には、既に第 2 期改修工

事にて解体された和館部分を除いて畳敷きの和室は存在せず、石貼りやフロー

リングの床、暖炉など洋風の要素が多い。玄関を入ると大理石張りのゆったり
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とした回り階段があり、吹き抜けで 2 階へつながっていく。この広間空間が玄

関部分のメインとして設計されている。各部屋は絨毯敷きの洋室となり、塔屋

は 2 階から続く吹抜け空間を囲んだ回廊となっている。吹き抜けから見上げた

塔屋の天井には、シャンデリアと共に幾何学的な模様が描かれている。また地

下 1 階は設備関係の部屋や通路となる。写真 4-11 に部屋内の状況、写真 4-12

に広間、写真 4-13 に塔屋に続く階段、写真 4-14 に搭屋の見上げとその場所を

表す建物断面図を図 4-22に示す。 

  

写真 4-11 部屋内               写真 4-12 広間 

  

写真 4-13 塔屋に続く階段         写真 4-14 塔屋の見上げ 
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図 4-22 建物断面図 

 

4.3.3建物の構造 

建物平面は突出部が多くやや不整形な形状となっている。柱スパン構成は不

規則であり、X・Y両方向とも基本的に１間（1,818mm）モジュールで構成されて

いる。建物のコーナー部は L 型の壁柱が、外周部は I 型の壁柱が配置されてい

る。また配置に規則性はないが、主要位置には矩形柱も配置されている。代表

的な柱断面は、外周部の L 型 I 型柱は 240mm 幅であり、矩形柱は 400mm×400mm

である。耐震壁の厚さは 120mm〜300mmである。架構形式としては壁式構造とラ

ーメン構造の混合構造になっている。各階の階高は地下１階 3,040 mm、１階

4,393 mm、2 階 3,350 mm である。また、各階の柱の断面形状に大きな違いはな

い。基礎は独立基礎（直接基礎）である。図 4-23に柱の配置状況図を示す。 

 

吹抜け空間

写真5-11写真 4-14 
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図 4-23 柱の配置状況図 

4.3.4蔵 

「蔵」については第 2 期工事時の設計図書が残っており、階段新設・小荷物

搬送機新設・１階カウンター設置・照明設置・スプリンクラー設置等の改修工

事内容を確認した。構造は旧東伏見邦英伯爵別邸と同じく鉄筋コンクリート造

の 2 階建、地下 1 階である。外観は鉄筋コンクリート造であるにも関わらず軒

の深い本瓦葺きの反り屋根がかかり、一階部分の外壁は校倉風であった。破風

板・懸魚を持ち、伝統的な華やかな意匠である。一階の出入口や開口部、二階

の妻側の開口部にも屋根と同様に本瓦葺きの反り屋根をかけ、倉庫用途として

は念入りな造りである。 

 外部の西側には地下道に続く階段があり、地下

道は旧東伏見邦英伯爵別邸の地下階段につなが

っていた。この地下道も創建当初から存在したも

のと考えられる（通路は第 3期工事で解体）。 

 内部は全面的に改修されており、竣工時の様子

はうかがえなかった。写真 4-15 に解体前の蔵の

外観を示す。 

 

L型柱 I型柱 矩形柱

写真 4-15 解体前の蔵の外観 
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4.3.5建物調査内容 

 ⅠからⅥまでの部位については、現状復旧を前提として対象の一部を一次撤

去した上で目視調査を実施した。Ⅶの附属建物については解体工事時に目視調

査を実施した。 

 

Ⅰ.屋根 

屋根の瓦の大きさは 310mm×242mm、厚さは 20mmで L型に 10mm折曲げが有り、

この部分を木の桟木に引っ掛けて釘で固定している。長さ約 2/3（200mm）を重

ねて葺くことで、杮葺きのように見せている。図 4-24に屋根伏図における屋根

の場所、写真 4-16に屋根の状況を示す。瓦の色が部分的に異なる範囲があり色

も 2,3 種類あることから、竣工時に施工した瓦について、その後段階的に割れ

た瓦を差し替えていったものと考えられる。写真 4-16の庇屋根部分の断面構成

を図 4-25に示す。鉄筋コンクリートの庇形状スラブは勾配の精度を出すことが

困難であるため、スラブ上にレベル調整の木材を流して勾配調整し、金属板を

敷きその上に防水処置としてのアスファルトルーフィングを桟木で留め付け、

ひわだ瓦を葺いている。アスファルトルーフィング材料について観察したとこ

ろ、経年 75年以上としては柔軟性がありタッカーで固定した跡があった。創建

時（昭和 12年）はまだタッカーは使用されていないため、アスファルトルーフ

ィング材は後年改修されたものと考えられる。写真 4-17に庇屋根部分の瓦下調

査状況を示す。 

 

図 4-24 屋根伏図               写真 4-16 屋根の状況 
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図 4-25 屋根断面構成         写真 4-17 庇屋根部分の瓦下調査状況 

 

Ⅱ．相輪 

 塔屋上部には、旧東伏見邦英伯爵別邸において象徴的な装飾の一つである相

輪がそびえている。この相輪の躯体に対する設置状況は改修後の旧東伏見邦英

伯爵別邸の活用において安全上重要であるため、相輪の固定方法を調査した。

塔屋屋根スラブは頂部が平らで舟底形になっており、そこに約φ100 ㎜,L＝約

1800㎜の内部が空洞の銅管が立てられ、相輪のφ95mmの芯が差し込まれていた。

銅管はスラブに固定され、かつ L50 ㎜×50 ㎜×6 ㎜のアングルで四方から支え

られていた。塔屋内詳細図を図 4-26、相輪の固定状況を写真 4-18に示す。 

 

図 4-26 搭屋内詳細図           写真 4-18 相輪固定状況 

 

Ⅲ.外壁 

 軸部は鉄筋コンクリート躯体にモルタル 30mm の上に人造石塗り研ぎ出し 3mm

仕上げを施していた。また、真壁部は鉄筋コンクリート躯体にモルタル 30mmの

上にリシン吹付を施していた。目視調査および打音調査により、人造石塗り研

ぎ出し仕上げ部分及びリシン吹付部にはモルタルの浮きやクラック等補修が必

要な場所が確認された。写真 4-19、4-20に外壁調査状況を示す。 

1800

100φの鋼管
ｱﾝｸﾞﾙ

写真6写真 4－18 
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写真 4-19 外壁調査状況 1         写真 4-20 外壁調査状況 2 

 

Ⅳ．窓 

旧東伏見邦英伯爵別邸は海に近い立地のため窓サッシに塩害の影響が懸念さ

れ、調査状況によっては部材の入れ替えも考えられたが、スチールサッシの保

存状況は良好であったため既存利用することに決定した。竣工時にガラスはパ

テで支持されていたと考えられるが、調査時は押縁とパテが併用されており、

段階的に改修したものと考えられる。突き出し窓については枠内に通されたワ

イヤーで操作可能であるが、安全上の配慮から多くはビス止めされていた。開

閉可能な突き出し窓も数カ所確認できたが、その動きは錆などの影響からぎこ

ちないものであった。一方引違い障子の可動は概ねスムーズであった。枠の試

験採取を 1 カ所で実施し枠を躯体から取り外したところ、竣工時のものと考え

られる取り付け用の起倒式アンカーが発見された。アンカーの状況を写真 4-21、

4-22 に示す。起倒式アンカーは、コンクリート躯体にサッシを取り付ける際に

使用されたものである。根元部分が可動になっており、先端部分をモルタルで

固定した後、位置を微調整しながら周囲にモルタルを詰めたものと考えられる。

つまりサッシはモルタルだけで固定されていたことになる。同様の起倒式アン

カーは東京中央郵便局（昭和 6 年竣工）でも確認されている 注 79）。かぎ状であ

った東京中央郵便局の起倒式アンカーと比較すると、旧東伏見邦英伯爵別邸の

それはスチールプレートを曲げて作った簡易なものであった。 

 

 

 

 

 

 

写真 4-21 起倒式アンカー（倒れ状態）    写真 4-22 起倒式アンカー（起こした状態） 
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Ⅴ．内部床の構成 

 調査時の建物内部床の中で、1F 広間の床カーペット及び新規正方形状フロー

リング（第 2 期改修工事で施工）下にのみ創建時の材料と思われるヘリンボー

ン形状のフローリングが残置していることを発見した。その床の断面構成は鉄

筋コンクリートスラブの上に約 455㎜ピッチで根太を流し 15㎜の下地板が敷か

れていた。また 1F広間以外では同形状の床の構成は見つからず、竣工後に改修

されているものと考えられる。写真 4-23に 1階床仕上げを撤去した状況、図 4-27

に断面構成を示す。 

 

写真 4-23 1F 床仕上げ撤去             図 4-27 床断面構成 

 

Ⅵ．内部壁の構成 

 床と同様に壁にも一部の仕上げ壁の下に既存仕上げが残置されていた。壁は

鉄筋コンクリート躯体に木摺を設け漆喰仕上げとされており、ここまでが創建

時の仕上げであると考えられる。その後第 2 期の改修工事により、竣工時仕上

げを下地に GL工法で 9㎜のプラスターボードを張りクロス仕上げとされていた。

写真 4-24に壁仕上げを撤去した状況、図 4-28に壁断面構成を示す。 

 

   写真 4-24 壁仕上げ撤去状況           図 4-28 壁断面構成 

 

 



4-28 
 

Ⅶ．蔵 

 蔵の解体工事時の屋根部調査において、棟鬼瓦 2 個、降り鬼瓦 4 個を採取し

た。写真 4-25、26に採取した鬼瓦を示す。 

写真 4-25 鬼瓦（棟鬼）         写真 4-26 鬼瓦（降り鬼） 

棟鬼の大きさは W475mm×H620mm厚さ 70mm（鼻の部分高さ 130mm）で、背面に

は「南都新薬師寺本堂鬼瓦模作 信吉弟鈴木吉治造之 昭和十一丙子歳十一月

吉日」の文字が彫られていた。また降り鬼の大きさは W400mm×H380mm厚さ 50mm

（鼻の部分高さ 120mm）となる。降り鬼は棟鬼と比較してプロポーションが扁平

である。開口部上部に設けられた庇も本瓦葺きで、外壁と屋根との取り合い部

には熨斗瓦が積まれ端部は鬼瓦で押さえられていた。その鬼瓦は半分の形で焼

かれたものだった。写真 4-27に庇部分と半分の鬼瓦を示す。 

屋根瓦の下部には土、その下に防水シート、野地板 t15mm、W105 mm×H108 mm

の地垂木と飛檐垂木を 303 mm間隔で並べ、その下に直径 240mmの母屋が 5本掛

けてあった。一番下の屋根スラブは鉄筋コンクリート造であった。母屋は外部

から見える部分は丸く加工されているが、隠れる部分は六角形に加工され、斜

めの鉄筋コンクリートスラブ上で転がらないようにモルタルで立ち上がりを造

り、ボルト止めであった。破風板は一枚板で、懸魚が 3 枚付いており、中央の

懸魚は W700mm×H1,120mm厚さ 70mmであった。写真 4-28に全体の解体状況、写

真 4-29に屋根解体状況を示す。 

外壁のうち 1階部分は校倉風の装飾となり、2階部分の外壁は鉄筋コンクリー

ト躯体に厚さ 30mmのモルタル、仕上げはリシン吹付けであった。 
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建物内部の 2 階床には 2,150mm×1,245 mm の開口があり、木製の取り外し可

能な蓋が取り付けられており、その上部の屋根スラブにはフックが取り付けら

れていた。このフックは 2 階に荷物を搬入する際に滑車を取り付け床開口から

出し入れしたものと考えられる。写真 4-30 に床開口、写真 4-31 に屋根スラブ

取付けフックを示す。 

   写真 4-27 庇部分と半分の鬼瓦 

  
写真 4-28 解体状況             写真 4-29 屋根解体状況 

  

写真 4-30 床開口部       写真 4-31 屋根スラブ取付けフック 
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4.4 外観改修工事 

 旧東伏見邦英伯爵別邸の外観改修工事は、あくまで現状を維持することを目

的として破損部の補修など全面的に実施したが、部分的には機能上の問題より

新規の材料に交換した部分も存在する。以下、主要な要素として 6 項目を挙げ

る。図 4-29に旧東伏見邦英伯爵別邸の北側立面図を示し、相輪および懸魚の場

所を示す。 

 

図 4-29 北側立面図 

 

4.4.1屋根 

屋根材料は、ひわだ瓦と称する薄く釉薬をかけたオレンジ色の瓦である。工

事では可能な限り既存瓦を残しながら、割れている瓦やひびの入った瓦を差し

替えた。写真 4-32、4-33、4-34、4-35に工事状況を示す。また瓦の軽微な欠損

（20mmX20mm程度）についてはパテによる部分補修とした。竣工時及び第 2期の

建物改修工事時の瓦の差し替えにおいて瓦の材料として使用した白陶土は平成

15（2003）年以降採取されていないため、第 3 期の保存工事には現在の瓦の材

料として一般的に使用されている赤土を使用した。瓦の表面からは竣工時の瓦

と今回の工事において再現した瓦の見分けはつかないが、裏返すとその違いが

確認できる。写真 4-36,4-37に創建時と再現した瓦の表裏の状況を示す。 

終的に瓦は約 2,060 枚、全体の 10％程度を差し替えた。瓦の取付け方法に

ついては、瓦葺き上げ寸法（120mm）に合わせて防腐・防蟻処理をされた桟木を、

コンクリートビスでコンクリート面に 500mm ピッチ以内で取付け、その桟木に

相輪

懸魚
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合わせて瓦を葺き上げた。また出入口部分などの上部の瓦は瓦自体が健全でも

落下する可能性があるため、各瓦をステンレスのスクリュー釘で止める補強を

実施した。この処置はすべての瓦で実施すると、メンテナンス時に瓦を上部か

ら一つ一つ取り外していかなければならず手間がかかるため、事前の監理者と

の協議の上であくまで補強範囲のみとした。写真 4-38に桟木の取付け状況、写

真 4-39 に瓦スクリュー釘止め状況を示す。図 4-30 に屋根補強範囲（斜線部補

強範囲）を示す。 

   

写真 4-32 瓦補修・張替工事状況.1     写真 4-33 瓦補修・張替工事状況.2 

   

写真 4-34 瓦差し替え前状況         写真 4-35 瓦差し替え後状況 

  

写真 4-36 創建時瓦（表）再現瓦（表）   写真 4-37 創建時瓦（裏）再現瓦（裏） 



4-32 
 

    

写真 4-38 桟木の取付け状況       写真 4-39 瓦スクリュー釘止め状況 

  

1 階 屋根伏                 2 階屋根伏  

図 4-30 屋根補強範囲 

 

4.4.2相輪 

 搭屋上部の相輪についての補修方法は、コンクリートスラブに立てられてい

たφ100mm,L＝1,800mmの鋼管について上部が300mm程度だけ腐食していたため、

その部分を撤去した。そして短くなった部分に、新しい 101.6mmφの補強鋼管を

二分割したものをかぶせて溶接して補強した。さらにその周りを 114.3mmφ、L

＝550mmの鋼管を二分割したものをかぶせて溶接した。また四方から支えていた

L50mm×50mmのアングルについては、その足下についても床コンクリートにケミ

カルアンカーを打設した上で、ボルト締めしたアングルに溶接固定することで

補強した。写真 4-40に鋼管腐食部の状況、写真 4-41に鋼管腐食部の撤去状況、

写真 4-42に補強鋼管部材、写真 4-43に補強鋼管取付け状況、写真 4-44ケミカ

ルアンカー打設状況、写真 4-45に Lアングル補強状況を示す。 



4-33 
 

   

写真 4-40 鋼管腐食部          写真 4-41 鋼管腐食部撤去状況 

  

写真 4-42 補強鋼管部材         写真 4-43 補強鋼管取付け状況 

  

写真 4-44 ケミカルアンカー打設状況     写真 4-45  L アングル補強状況 

 

4.4.3外壁 

事前調査が不可能であった高所の壁面については、工事時に外部足場を組立

てた上で調査を実施し、調査情報を基にパターン別に補修方法を決定した。ま

ず全面打音調査を実施した上で壁面の断面欠損部は状態とその程度により 7 パ

ターン（「クラック A」「クラック B」「浮き」「欠損 A」「欠損 B」「欠損 C」「欠損
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D」）に分類し、その状況により適切な補修方法として以下の 6 種類を選別し実

施した。表 4-1 に壁面の断面欠損部 7 パターンと 6 種類の外壁補修方法とその

数量を示す。 

表 4-1 外壁補修方法と数量 

No 断面欠損部の 

パターン 

大きさ 

（相当） 

補修方法 数量 

Ⅰ クラック A 0.3mm以上 

1.0mm未満 

変成アクリル 

樹脂注入 

109.95m 

Ⅱ クラック B 1.0mm以上 Uカット 

充填工法 

15.75m 

Ⅲ 浮き 100mm×100mm程度 アンカーピン 

ニング工法 

14,097ヶ所 

Ⅳ 欠損 A 100mm×100mm程度 高強度 

モルタル塗付 

72ヶ所 

Ⅴ 欠損 B 300mm×300mm程度 グラウト材 

注入 

72ヶ所 

Ⅵ 欠損 C 上記以外の懸念 

される部分 

グラウト材 

注入 

11ヶ所 

Ⅶ 

 

欠損 D 軒下等漏水部 防水材塗布 - 

 

Ⅰ.変成アクリル樹脂注入 

   クラックの大きさ(幅)が 0.3mm 以上 1.0mm 未満での補修方法。クラック

部分に変成アクリル樹脂系注入材を低圧注入し、硬化後に色調合した白セ

メント目地モルタルにて仕上げる。数量は全体で 109.95m となった。写真

4-46にブラシによるクラック清掃状況、写真 4-47にアクリル樹脂注入状況

を示す。 

  
写真 4-46 クラック清掃状況       写真 4-47 アクリル樹脂注入状況 
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 Ⅱ.Uカット充填工法 

   クラックの大きさ(幅)が 1.0mm以上での補修方法。クラック幅に沿って U

カットサンダーで深さ 15～20mm程度の溝を切り、その溝にシーリング材及

びポリマーセメント系充填材を充填し、表面と平滑に仕上げる。数量は全

体で 15.75mとなった。写真 4-48に Uカット溝切り状況、写真 4-49に Uカ

ット充填状況を示す。 

   

写真 4-48 U カット溝切状況         写真 4-49 U カット充填状況 

 

 Ⅲ.アンカーピンニング工法 

   100mmX100mm程度の範囲で壁表面が浮いている部分での補修方法。壁面部

に穴を開け、ステンレス全ネジアンカーピンを挿入し、エポキシ樹脂系注

入材を注入する。注入後、エポキシ樹脂モルタルにて仕上げる。数量は全

体で 14,097 ヶ所となった。写真 4-50 にアンカーピン用穴あけ状況、写真

4-51にエポキシ樹脂モルタル仕上げ状況を示す。 

  

写真 4-50 アンカーピン用穴あけ状況   写真 4-51 エポキシ樹脂モルタル仕上げ状況 
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 Ⅳ.高強度モルタル塗付 

   100mmX100mm程度の壁面欠損部での補修方法。欠損部周囲の脆弱部を除去

し健全なコンクリートの状態とした上で、接着剤を塗る。その後高強度モ

ルタルを塗付け、表面を平滑に仕上げる。モルタル塗付けの深さが 20mm以

上及び落下の危険性がある場所については、既存躯体にステンレスアンカ

ーを 400mm ピッチで打設し、ステンレスワイヤーを巻き付けた上で高強度

モルタルを塗り付ける。また除去した際に露出した鉄筋部には防錆材を塗

布した上でモルタルを塗り付ける。数量は全体で72ヶ所となった。写真4-52

に壁面欠損部施工前状況、写真 4-53に高強度モルタル塗付状況を示す。 

  

写真 4-52 壁面欠損部施工前状況     写真 4-53 高強度モルタル塗付状況 

 

 Ⅴ及びⅥ.グラウト材注入 

300mmX300mm程度の壁面欠損部及びⅠ～Ⅳまでのパターン以外での補修方

法。欠損部周囲の脆弱部を除去し健全なコンクリートの状態とする。鉄筋が

欠損している場合は補強筋を溶接して追加する。その後型枠を設置し、グラ

ウト材を注入する。グラウト材の硬化養生期間を置き、型枠を撤去した上で

表面を平滑に仕上げる。数量はパターンⅤが全体で 72 ヶ所、パターンⅥが

11ヶ所となった。 
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 Ⅶ.防水材塗布 

   特に軒下等、既存躯体に漏水を生じている箇所については、下地をケレ

ン、プライマーを塗布した上で、防水処理としてポリマーセメント系防水

材を塗布した。写真 4-54、4-55に漏水部補修処置状況を示す。 

   

写真 4-54 漏水部補修処置状況       写真 4-55 漏水部補修処置状況  

事前の想定と比較して、断面欠損部の浮きが多く見られた。これは打音検査

して初めて浮きがわかるため、外部足場が無く目視検査が中心となる事前調査

では判明しない箇所となる。そして人造石塗り研ぎ出し仕上げの軸部の 終仕

上げは、補修部分を周囲の色と同化するように着色した。また真壁面及び軒下

の 終仕上げは、弾性リシン吹き付け塗装を実施した。塗装色については、竣

工当初または第 2 期に塗装した色から経年劣化によって変化していたが、むし

ろ歴史を感じる色として地域の人々に定着していたため、モックアップとして

塗装状況を 4 種類用意して横浜市や事業主ら関係者と協議の上、工事時の状態

に近い色彩の塗装色とした。写真 4-56 にモックアップ状況、写真 4-57 に壁面

弾性リシン吹き付け状況を示す。 

  

写真 4-56 モックアップ状況     写真 4-57 壁面弾性リシン吹き付け状況 
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4.4.4窓 

主な窓は障子部が引違い、欄間部は突き出しのスチールサッシによって構成

されている。第 3 期工事では事前の調査結果よりスチールサッシをアルミサッ

シに置き換えることはしなかった。その理由は適正なメンテナンスが行われて

いたため現状のスチールサッシにあまり塩害の影響が無く良好なこと、またア

ルミサッシに置き換えることによって見付寸法が大きく変わってしまうことや、

スチールサッシを取り外すことで人造石塗り研ぎ出し部分を大きくハツリ取ら

なければならないためである。ただし弾性性能が高くないパテ固定によるガラ

スは地震時に破損する可能性があるため、障子の押縁を取り外した上でパテを

除去し、ガラスを取り替えてパテの替わりに弾性に優れたシール材を打ち直し

た。 終的には既存枠とともに押し縁、シールも再塗装した。写真 4-58に窓の

外観、写真 4-59に窓障子部塗装状況を示す。 

   

写真 4-58 窓の外観         写真 4-59 窓障子部塗装状況 

 

4.4.5懸魚 

 屋根部には装飾的な懸魚が存在しているが、部分的あるいは全面的に破損し

ていた。そのため破損部分を檜材で再製作し、他の木部分に合わせた色で着色

した。写真 4-60に懸魚補修状況、写真 4-61に懸魚着色状況を示す。 

   
写真 4-60 懸魚補修状況         写真 4-61 懸魚着色状況 
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4.4.6軒先・樋 

 軒先及び樋については素材が銅板となり、大きな変形が無い場所は部分補修

とし、劣化の激しい部分は新規部材に取り換えた。軒先は部分補修のみで取り

換えることは無かったが、樋については破損や消失している部材もあった。写

真 4-62に軒先部分補修状況、写真 4-63に新規樋の設置状況を示す。 

  

写真 4-62 軒先部分補修状況        写真 4-63 新規樋の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-40 
 

4.5 躯体補強工事 

 「4.2 耐震性能の確保」で述べた計画を基に、建物の耐震性を確保すること

を目的として基礎躯体の増設や鉄骨梁による補強、鉄筋コンクリート壁の新

設・増し打ちを実施した。躯体補強範囲を図 4-31、4-32、4-33に示す。 

 

図 4-31 地下 1F 躯体補強範囲 

：基礎躯体 地下1階

EV
（共有）
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図 4-32 1F 躯体補強範囲 

 

図 4-33 2F 躯体補強範囲 

1階

：鉄筋コンクリート床新設

：鉄骨梁

：鉄筋コンクリート壁

：基礎躯体

EV
（共有）

2階

：鉄骨梁

：鉄筋コンクリート壁

EV
（共有）



4-42 
 

4.5.1 基礎躯体 

 基礎は 2 種類の大梁と 1 種類の小梁で構成され、大梁は梁幅 350mm、梁高

1,500mm、小梁は梁幅 350mm、梁高 800mm となる。基礎梁を施工する範囲で床に

ついても新設の場所は、D10 の鉄筋で接続して同時にコンクリートを打設した。

既存梁との取り合いについては、接続面を目荒らしした上で接着系アンカーを

打ち込み定着させた（アンカーについては全数打音検査及び抜き取りによる引

張検査を実施）。また鉄骨補強の柱下部については、3 種類のフーチング付きの

基礎とした。新設部分は既存の基礎を挟み込む形で施工したが、既存躯体の精

度は特に悪くはなかったためスムーズに実施可能であった。図 4-34に基礎梁及

び鉄骨足下基礎の詳細を示す。 

 

図 4-34 基礎梁及び鉄骨足下基礎の詳細 

 

4.5.2 鉄骨梁による補強 

 鉄骨梁による補強は、既存の鉄筋コンクリート梁を鉄骨梁で挟み込む形で補

強した。鉄骨の出来形については事前に監理者と鉄骨工場で確認した上で搬入

した。鉄骨梁の内側には予め頭付きスタッドを溶接しておき、既存の鉄筋コン

クリート梁側には接着系アンカーを打ち込み、間の隙間は無収縮モルタルを充

填した（現場での検査として温度測定やコンシステンシー試験を実施）。鉄骨同

士の接続については、六角高力ボルトで締め付けた。 

 また新設共有エレベーター部については既存床に開口を開け、鉄骨梁で補強

した。図 4-35に補強鉄骨詳細を示す。 

鉄骨足下基礎 基礎梁
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図 4-35 に補強鉄骨詳細 

 

4.5.3 鉄筋コンクリート壁の新設・増し打ち 

 鉄筋コンクリートの壁について、既存梁及び既存壁との取り合いについては、

接続面を目荒らしした上で接着系アンカーを打ち込み定着させた。また割裂補

強として円形スパイラル補強筋又はフープ筋を外周部に入れ、無収縮モルタル

を充填させて補強した。図 4-36に鉄筋コンクリート増し打ち壁詳細を示す。 

 
図 4-36 鉄筋コンクリート増し打ち壁詳細 

補強鉄骨

鉄筋コンクリート増し打ち壁
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4.6 内部改修工事 

 内装に関しては事前調査により竣工当初の材料と思われる部分と、第 2 期工

事時に改修されたと思われる部分が存在することを確認していた。横浜市認定

歴史的建造物としての扱いは「外部」のみとなるため内部に関しては事業主が

自由に設計して良いことになるが、事前の横浜市の要望や内装も含めて地域住

民に愛されていた建物であることを設計者の杉江や施工担当の筆者は理解して

いたため、現状の素材を利用することが改修後の建物にとって利点があると判

断した要素については、状態維持の提案をすることを意識して工事を進めた。 

 

4.6.1 フローリング 

1F 広間において絨毯及び新規の正

方形状フローリング下から発見され

たヘリンボーン形状のフローリング

材は、第 2期改修工事にて仕上げとし

て見えないように隠される処置をさ

れていたが、第 3期改修工事にて部分

的な補修やクリーニングを行い仕上

げ材として復旧させた。この処置によ

って創建時のフローリング材が広間

に復活したことになる。写真 4-64 に

絨毯下のフローリング材の状況、写真

4-65に広間施工後状況を示す。 

 

写真 4-65 に広間施工後状況 

写真 4-64 絨毯下のフローリング材の状況 
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4.6.2 床タイル 

 内装では 1F サンルームのみ床タイルが残っていたため、新設した壁下部等、

部分的に補修及び新規タイルを張替え、基本的には既存利用した。写真 4-66に

壁新設部サンルーム床タイル、写真 4-67にサンルーム施工後状況を示す。 

  
写真 4-66 壁新設部サンルーム床タイル      写真 4-67 サンルーム施工後状況 

 

4.6.3 暖炉 

 旧東伏見邦英伯爵別邸には 1F個室とサンルームに石製の暖炉が一つずつ存在

した。この 2 つの暖炉が竣工当初から存在するものであるかは、竣工時に煙突

が存在したものの内部の写真や図面が存在しないため定かではない。しかし石

の専門工事業者に見せたところ、1F 個室の暖炉に使用されている石はイタリア

製、サンルームの暖炉で使用されている石は過去に山口県で採れた石（現在は

産出されていない）とのことで、貴重なものであることが判明した。また意匠

的にも問題の無いデザインであったため、個室の暖炉は一時解体後に 1Fの広間

に移設し、サンルームの暖炉は位置を変更せずに、空調設備に意匠的なカバー

材として再利用した。写真 4-68に 1F広間の暖炉、写真 4-69にサンルームの暖

炉を示す。 

   
写真 4-68 1F 広間の暖炉         写真 4-69 サンルームの暖炉 
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4.6.4 階段 A新設手摺 

 階段 A の既存手摺は高さが約 740mm であったため、安全性に配慮して内側に

高さ 1200mmのステンレス製の手摺を新設した。階段の内側に手摺を新設するこ

とで踊り場の幅が減少したが、あくまで植物的な装飾を施してある既存手摺の

デザインを維持したいという設計者の思いによる。図 4-37に階段 A,Bの位置を、

写真 4-70に新設手摺設置前の階段 A、写真 4-71に新設手摺設置後の階段 Aを示

す。 

 
図 4-37 階段 A,B の位置 

  
写真 4-70 新設手摺設置前の階段 A       写真 4-71 新設手摺設置後の階段 A 

 

4.6.5 階段 Bの現状維持 

 1F から塔屋まで続く木製の階段 B は、第 3 期工事計画時には解体し鉄骨階段

に置き換えることも検討されていたが、竣工時からのオリジナルで滑らかな曲

線で構成される木製の手摺は現在の技術でも製作することが困難な出来である

ため、現状の維持を提案した。なお現在は階段ホールからその優美な姿を見る

ことは可能だが、階段の利用は控えている。写真 4-72 に 2F 階段ホール、写真

4-73に階段 B（2F～塔屋）を示す。 

1Ｆ 2Ｆ

階段B 階段B
階段A

階段A
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写真 4-72 2F 階段ホール        写真 4-73 階段 B（2F～塔屋） 

 

4.6.6 新規エレベーターの設置 

 バリアフリーの観点から、共有スペース内で地下 1 階から 2 階まで平面上貫

通する場所にエレベーターを設置する計画とした。また通常エレベーターを増

設する場合は上部にマシンハッチを設置することになるが、その部分が外部に

出て外観を変えてしまうことを防ぐために下部にエレベーター稼働装置を設置

可能な水圧エレベーターとした。エレベーターは外壁側をスケルトンタイプと

することで、内部からは既存の窓部を通して外部の景色を眺めることを可能と

した。写真 4-74に 1階 EVホール、写真 4-75に 2階 EVホールを示す。 

   

写真 4-74 1 階 エレベーターホール    写真 4-75 2 階 エレベーターホール 
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4.6.7 鬼瓦、ホテル手摺の展示 

 旧東伏見邦英伯爵別邸の 2 階ギャラリースペースの壁には、解体した蔵の鬼

瓦を展示している。鬼瓦は他にもマンション敷地内の公園に一部展示してあり、

瓦の一部もベンチの材料に再利用している。また瓦以外にも花や鳥のデザイン

が成されている解体されたプリンスホテル本館のベランダの手摺は、地下駐車

場上部の散歩道や旧東伏見邦英伯爵別邸南西側の庭のオブジェとして敷地内の

アクセントとなっている。写真 4-76 に鬼瓦展示状況、写真 4-77 にベランダ手

摺のオブジェを示す。 

   
写真 4-76 鬼瓦展示状況        写真 4-77 ベランダ手摺のオブジェ 

 

4.7 改修工事完成内容 

 第 3期の改修工事完成時の、建物の立面図、平面図においての外装・内装の

時代区分を図 4-38、4-39、4-40に示す。外装については窓のみ新規材料とした

他は、部分的な補修や交換としている。また内装については第 1期、第 2期、

第 3期の仕上げが混在している。 
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図 4-38 立面図における外装の時代区分 

 

図 4-39 平面図（地下 1 階、1 階）における内装の時代区分 

 

図 4-40 平面図（2 階、中 3 階）における内装の時代区分 

：新規部材
東面

北面

西面

南面

地下1階 1階

：第1期工事の仕上げ

：第2期工事の仕上げ

：第3期工事の仕上げ

2階 中3階

：第1期工事の仕上げ

：第2期工事の仕上げ

：第3期工事の仕上げ
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4.8 設計と工事内容のまとめ 

4.8.1 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」計画の重要点 

 第 3 期工事後の建物の「再利用」計画として、以下の 3 点が重要視されてい

た。 

Ⅰ. 飲食系用途としてテナント貸しを前提とする。 

Ⅱ. 横浜市の認定歴史的建造物として外観はほぼ現状のままで維持する。 

Ⅲ. 内部についても可能な限り現状の内装を維持する。 

 3点のうち、Ⅱは旧東伏見邦英伯爵別邸の今後の運営を維持するためにも必須

であり、Ⅰは横浜市の認定歴史的建造物の助成金の条件である。またⅢについ

ては、横浜市からの要望である。これらの内容を、旧東伏見邦英伯爵別邸の竣

工時からの履歴を踏まえて検証すると、 

ⅰ.重厚な外観デザインと内装を持つ旧東伏見邦英伯爵別邸は、来客に非日常

的な価値ある空間を与えることができる。 

ⅱ.旧宮家の邸宅として建立された旧東伏見邦英伯爵別邸の平面構成及び動線

は、使用人等管理用と主人用で分けられており、この関係は飲食系用途の建

物の従業員等管理用と来客を含む共有用と近い関係である。 

となり、横浜プリンスホテル営業期間も飲食系の用途に利用していたため、過

去の外観や内部の利用法を継続していたと推測される。そのため第 3 期工事と

しても無理なく、そして大幅な変更をせずに設計することが可能であった。そ

の結果、大規模な改修は必要無いため、必然的に現状の部材や意匠を廃棄せず

に利用することができ、建造物としての歴史的価値も高くなる点が重要である。 

 

4.8.2 耐震性能の確保の重要点 

 飲食系の施設に利用する上で大空間のスペースがあればその分集客率が増加

するため、可能な限り確保したい。そのためには新たに建物を増築するよりも

内部の間仕切り壁を撤去する方がはるかに効率は良い。ただそのためには構造

体としての壁を解体する必要があるため耐震性を確保することは必要不可欠で

あり、構造的に撤去することが不可能な柱や壁などの構造体が存在することも

ある。それらの要素を現地調査により抽出し、検討した上で 適な補強方法・

計画を見出すことが歴史的建造物の「再利用」設計において重要な点である。 

 

4.8.3 調査内容において重視した点と課題 

 各部位を一次撤去及び附属建物である蔵の解体を実施した上で目視調査した

ことにより、外観や建物内部を目視するだけでは不明な部位の内部構造や材質、

使用材料の状態を確認した。これらの調査結果をもとに、相輪の固定方法の検
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討やサッシの補修方法を検討した。また附属建物解体時に採取した鬼瓦につい

ては、調査により背面の記録が確認されたことでその価値が補完され、2階のギ

ャラリースペースの壁面に展示される形で設計方法に反映された。歴史的建造

物の事前建物調査において解明したことを適切に設計及び施工方法に反映する

ことで、当初は残す予定に無かった部材を残すことが可能になることや、改修

工事が完成した時により良い見せ方ができるように設計することは重要である

と考える。一方、サッシ部の起倒式アンカーは調査により当時の施工方法を発

見した一例として報告書に記録を残すことはできたが、完成した建物への展示

はかなわなかった。過去の施工技術は建物が完成すると見えなくなるため、書

物として記録を残すだけで良いのか、現地に展示する方法が 適なのかを検証

することは今後の課題である。 

 

4.8.4 外観改修工事において重視した点と課題 

創建時から今回の工事まで約 80年を経た旧東伏見邦英伯爵別邸の竣工当初の

施工品質が高いことについて、屋根瓦の差し替えが全体の 10％程度であったこ

とや相輪の補強状態が強固であり一部の補強で改修工事が可能であったことか

ら確認できる。またそのほとんどの期間を横浜プリンスホテルの一施設として

活用されていたため、そのグレードを保つために適切なメンテナンスを施され

て維持管理されてきたと考えられる。外観を維持することで建物の学術的な価

値を保つことが外観改修工事の目的となるため、壁の補修についても不必要に

不良個所を除去してモルタル埋めとすることを避けるために、外部足場を組立

てた後に壁面や軒先など事前調査ができなかった部分についても工事中に全数

確認したことが重要であった。また建物の竣工後の屋根など建物外部のメンテ

ナンス方法いついて協議したが、歴史歴建造物において外部に目立つメンテナ

ンスの踊り場などを設けることは景観を壊すことに繋がるため、新設しなかっ

た。この点について旧東伏見邦英伯爵別邸は 2 階＋塔屋の構成で外部からブー

ム式の高所作業車を利用すればメンテナンスが可能であるため問題無いが、高

層の近代建築などでは課題となるだろう。 

 

4.8.5 躯体補強工事において重視した点と課題 

 既存建物の躯体補強工事は、既存の構造体の精度が正確であるかで工期もコ

ストも大きく変動し、作業を困難にする。基礎部は 1 階の床を解体しなければ

確認できないため工事中の調査と報告、短期間の設計変更が重要と考えていた

が、その点、旧東伏見邦英伯爵別邸の構造体は精度が高く、少ない設計変更で

対応でき、作業中の手戻りも少なかった。このことは竣工時の施工精度が高く、

また第 3 期工事までの建物用途の経過の中で大きな構造補強を必要としなかっ
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たことが上げられるだろう。また施工計画において旧東伏見邦英伯爵別邸が丘

の上に建てらえており敷地の高低差が大きかったため、補強用鉄骨梁を建物内

への搬入するために使用する揚重機が建物近くに設置することができず、搬入

が非常に困難であった。また 2 階天井部の補強鉄骨は、建物内に取り込む入り

口が無く、窓開口から取り入れることでサッシに傷をつける可能性もあったた

め、鉄筋コンクリートの壁を増設することで工事中に設計変更した。この点に

おいて、現場の状況に合わせた大きさ・重さの補強材を選定することが重要で

あり、今後は一つの手法に固執せずに早い段階で監理者と協議することを決断

すべきことがわかった。 

 

4.8.6 内部改修工事において重視した点と課題 

 内部については躯体補強工事で解体する部分などは別として、フローリング

材やタイル材など可能な限り材料を残すことを重視して工事を進めた。階段 B

の保存など工事中にも再度残せないか検討した部分も有り、結果的に現状を維

持することになり建物の歴史的価値を保つことができた。また用途を変えて暖

炉を設備の意匠として利用するなど新築としての要素の中にも歴史を感じられ

る工夫をすることができた（ただし階段 A の手摺のように安全性については必

ず担保しなければならない事項として、新設の部材で対応した部分もある）。ま

た内部改修工事は内装の解体工事が始めの工事として実施されるが、この時に

施工担当者が現場を注意深く観察しながら状況を確認しなければ、貴重な材料

も解体工事の流れで破損・紛失してしまう可能性は十分にある。解体工事の作

業員全員が何が歴史的に貴重であるかを理解することは困難であるため、作業

員に歴史的建造物の重要性を説くことも重要だが、まず施工者が自分で現場に

足を運び、随時自分の目で確認することが重要である。したがって今後は歴史

的な価値を理解できる人材を育てることが施工者側の課題となる。 

 

4.8.7 改修工事完成内容において重視した点と課題 

 筆者の経験上、歴史的建造物の保存工事の際の調査期間は短期間になり易く、

調査として不十分な状態で工事を迎えることが多い。そのため今回の外壁調査

のように工事中の外部足場を使用しなければ正確な壁の状況や数量が把握でき

ないなど、工事が開始された後にも調査を実施し随時施工方法を決定していく

過程が必要になる。今回の特に内装の結果は、その過程があってこそ様々な場

所において時代を感じることのできる適切な改修工事ができたものと考える。

この点について第 3 期工事が同会社による設計施工で行われたことは設計者と

施工者の連携をスムーズにし、様々な状況で当初の設計内容をより良い方向へ

の設計変更を可能とした。すべての歴史的建造物の改修工事を同会社の設計施



4-53 
 

工とすることは困難かもしれないが、設計と施工の連携が重要であることは理

解すべきであり、その手法を確立することは今後の課題である。 
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第 5 章 旧東伏見邦英伯爵別邸の現状 

 本章の「現状」は令和元（2019）年 5月を示す。 

5.1 建物の保有形態 

 第 1 期開発計画以前、旧東伏見邦英伯爵別邸の保有形態については、事業主

は横浜市が保有し財産とすることを横浜市へ打診していた。しかし横浜市から

活用方針が見出せないとの見解を提示されたため、地域貢献として事業主で旧

東伏見邦英伯爵別邸の改修を行い民間による維持管理を行うことを提案したと

いう経緯がある。特に近代建築の歴史的建造物の多くは、一人のオーナー・会

社が所有している。この場合、オーナー本人が建物を気に入っている場合でか

つ経済的に余裕がある場合は、採算度外視で建物を維持するので問題は無い。

しかし経営が悪化するなど経済的な余裕が無くなった時やオーナーが次世代に

替わった場合は、状況が一変することも十分に有り得る。オーナーの意向で歴

史的建造物を解体することになった場合、その決定に対して第三者が意見や要

望を伝えることで再検討を促すことはあっても、その決定を覆すほどの抑止力

は無いことが現状である。つまりオーナーの決定はほぼ絶対である。どれだけ

建物に意匠的、歴史的、文化的価値があろうとも、その価値を一人の人間が認

めない、もしくはそれ以上に新築の経済的価値が勝る場合は、建物が解体され

ることは十分に有り得る。近年でも第一章でも言及した、明治 43（1910）年に

建てられた、煉瓦・木・鉄筋コンクリートが組み合わされたハイブリッド構造

である希少な歴史的建造物の旧三井物産横浜支店倉庫が、多くの人々から残し

てほしいとの要望があったにもかかわらず 注 80）オーナーが変更されたことによ

り平成 26（2014）年に解体されたことはその典型的な例だろう（現在は駐車場

として利用）。第 3期工事を経て、旧東伏見邦英伯爵別邸の所有者は個人オーナ

ーから 1,230 世帯をほこるマンションの一人一人の住民に変更になっている。

この場合財産である建物について大規模な改修などを行う場合、建物の区分所

有等に関する法律により全住民の 4/5 以上の賛成が必要になる。この状況が意

味することは、一人の人間ではなく多数の人間によって歴史的建造物を所有す

ることで、独断ではなく合議制になるということである。これは開発計画当初

からは計画されていなかった内容だが、このような保有形態はおそらく日本で

は初めての試みではないだろうか。しかも様々な意見を持つ人々が一つの建物

を支えることになる。当然、一人の考えに左右されない合議制の方がより客観

的に歴史的建造物の評価が出来、何か問題や相談事が生じた時にもいろいろな

解決方法を検討できる。つまり歴史的建造物の「再利用」の道は広くなると考

えられる。また歴史的建造物の「再利用」が与える価値や喜び、そして利益を
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与える人数も一人より 1,230世帯（3,000 人程度）と何倍にもなる。図 5-1に旧

東伏見邦英伯爵別邸の所有形態を示す。 

 

図 5-1 旧東伏見邦英伯爵別邸の所有形態 

 

5.2 建物の利用状況 

 旧東伏見邦英伯爵別邸のテナントスペースは、現状で第 3 期工事竣工と同時

期にテナントとして飲食店（レストラン）が決定していた。また定期的ではな

いが、結婚式場として利用したり、旧東伏見邦英伯爵別邸の前の広場を使用し

て地域でマルシェを開いたこともあるようだ。そして建物内の地下 1Fの地域公

開スペースは、地域の人々が会議などで利用している。筆者がプリンスホテル

時代以上に地域の人々にとって旧東伏見邦英伯爵別邸が近い存在になったと感

じる点は、この地下 1F の地域公開スペース以外にも 2F の鬼瓦が展示されソフ

ァーが設けられたスペースなど、各階に自由に一般の人々が入れるスペースが

有ることである。プリンスホテル時代にも、旧東伏見邦英伯爵別邸の直近まで

一般の人々が近づくことは可能であったが、内部まではホテル又は建物（旧東

伏見邦英伯爵別邸）利用者以外は入れなかった。しかし現在は、有料（片道 50

円）ではあるが旧東伏見邦英伯爵別邸と同じく地域に開放されているエレベー

ター棟を利用した動線を通ってきた地域住民は、歴史的建造物の内部に立ち寄

ってソファーに座り、旧宮家の建物の歴史の余韻に浸ってから我が家の帰路に

つくことも可能である。この現状の形態により、旧東伏見邦英伯爵別邸は、今

後より地域に根付いた建物になると考える。 

 

旧東伏見邦英伯爵別邸は個人オーナー マンション住民（1230世帯）
一人一人がオーナー

ではなく

旧東伏見邦英伯爵別邸の所有形態

建物の決定事項（改修・解体等）が合議制
・客観的な評価が可能
・多くの人の知識が生かせる
・価値や喜び、利益、出費も全員で共同
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5.3 建物メンテナンス担当者からのヒアリング 

 現状で、旧東伏見邦英伯爵別邸は第 3 期工事が竣工してから約 5 年が経過し

ている。建物のメンテナンスを担当している東京建物販売アメニティサポート

株式会社古賀所長にお話しをうかがったところ、竣工から現在までに大きな補

修工事は無いそうで、その都度細かい対応を実施しているのみとのことだった。

例を挙げれば、台風で瓦が飛散した時に破損した瓦を交換したり、樋の一部が

外れた時に再度取付けたり、という具合である。また建物の維持管理において

今後大きな改修をする必要がある場合、横浜市からの助成金を利用することも

検討しているとのことであった。したがって維持管理という点でも横浜市認定

歴史的建造物に指定されていることが有利に働く可能性がある。 

 古賀所長によると、マンション購入者のほとんどが旧東伏見邦英伯爵別邸と

16 号側からの敷地のメインの動線となる「エレベーター棟」を部分的に所有し

ていることを知った上で購入しているそうだ。ただその事実を購入の決め手に

した人は多くはないようだが、住民の方からの日々の声を聞いていると歴史的

建造物のオーナーになれることがマンションの付加価値として働いている印象

を受けるとのことだった。それは、住民の方々から旧東伏見邦英伯爵別邸につ

いて趣があって良い、といったプラスの意見こそあるものの、マイナスの意見

がほぼ無いということからわかるそうだ。第 3 章の公聴会の記録から、地域住

民も旧東伏見邦英伯爵別邸について好意的であり、この建築物は磯子の地で確

かな存在感を示している。歴史的建造物と同じ空間で生活するということは新

築には無い魅力を人に与えてくれているのだろう。図 5-2に Brillia City 横浜

磯子内の配置図を示す。 

 

図 5-2 Brillis City 横浜磯子配置図 

旧東伏見邦英
伯爵別邸

Brillia City 横浜磯子配置図

エレベーター棟
：住宅棟
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5.4 現在の建物状況の確認及び今後の課題 

 旧東伏見邦英伯爵別邸の現状の保有形態での建物利用状況及び建物メンテナ

ンス担当者からのヒアリングにより、以下の内容を確認した。 

Ⅰ．「Brillia City 横浜磯子」において、旧東伏見邦英伯爵別邸を一人のオー

ナーではなく、マンション住人（約 1,230世帯）が所有している 

Ⅱ.テナントスペースは第 3 期工事竣工時よりテナントとして飲食店（レスト

ラン）が運用している。 

Ⅲ．地域公開スペースを建物内部に計画したことで、旧東伏見邦英伯爵別邸 

に誰でも気軽に立ち寄れる状況になっている。 

Ⅳ.旧東伏見邦英伯爵別邸を所有する住民の方々は、マンション購入の際に歴

史的建造物を保有することが決め手とはなっていないが、建物に対してはプ

ラスの意見が多い。 

Ⅰによる「Brillia City 横浜磯子」の歴史的建造物としての旧東伏見邦英伯

爵別邸の所有形態について現状では他に無い事例であり、この多人数により歴

史的建造物を所有する手法は今後の様々な事例で提案できる可能性がある。た

だし旧東伏見邦英伯爵別邸のマンション住民の共同所有についてはテナントか

ら得られるテナント料金が定期的に収入として得られることが前提であり、そ

れで建物のメンテナンス費用を賄うことになるため、Ⅱによる第 3 期工事から

引き続き運用しているテナントが変更になる時の新たな契約条件や自然災害な

どで大きな被害を受けた際の費用負担をどうするか、など課題もある。またⅢ

による通常のマンションのように敷地を門で封鎖するのではなく地域住民が敷

地内を通行することができ、さらに地域公開スペースとして建物内部にも気軽

に入ることを可能とすることで、旧東伏見邦英伯爵別邸の内部まで誰でも立ち

寄れる存在になった手法については、地域住民にとって喜ばしいことだと言え

る。またⅣのヒアリングによれば所有者であるマンション住民は概ね旧東伏見

邦英伯爵別邸に好意を持っているようであるため、今後は所有者からの評価が

どう変化していくか、経過観察していく必要があると考える。 

第 1 章でも紹介した加藤耕一著「時がつくる建築」にロンドンをホームタウ

ンとするサッカーチーム、アーセナルＦＣのホームスタジアムだったハイバリ

ー・スタジアムが、集合住宅に転用された内容が紹介されているが、その例で

は熱心なサッカーファンにとっては、一世紀近い歴史を持つ由緒あるスタジア

ムの中で暮らせることが代えがたい喜びになったと記されている 注 81）。現在の

旧東伏見邦英伯爵別邸がマンション住民にとってそのスタジアムの価値までは

届いてはいないであろうが、今後年を重ねる毎に旧宮家の建物と同じ敷地内に

暮らすことに、大きな価値を見出してくれる可能性はあると筆者は考える。 
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第 6 章 経済的考察と各立場における重要性 

 歴史的建造物の「再利用」において、大きな条件となるのが「経済的要素」

である。この要素は第 2章から第 5章まで述べてきたすべての内容に関与する。

既往の研究についても、具体的な金額が掲載されている論文は少ない。その理

由は金額を掲載する許可を得ようとしても関係者からの合意がほぼ得られない

ため、公開情報が少ないことが挙げられるが、筆者はこのことはいたしかたな

いことだと考える。海外については未調査のため不明だが、日本では経済的情

報について外部に出すことを良しとはしない文化がある。今回の旧東伏見邦英

伯爵別邸の事例においても、金額としての数字を示すことは出来ない。そのた

め章題において「考察」とした。 

 

6.1 歴史的価値の経済的側面 

 旧東伏見邦英伯爵別邸のように歴史的価値のある建造物で公共的な評価を受

け、重要文化財をはじめ文化財として登録されたものには、建造物を「再利用」

するために何らかの助成金が支払われる制度が多い。旧東伏見邦英伯爵別邸は

横浜市の認定歴史的建造物であり、第 3期工事については、事業主が横浜市か

ら助成を受けることを前提として、イニシャルコスト全体を成り立たせている。

図 6-1に旧東伏見邦英伯爵別邸のイニシャルコストに対する項目の割合イメー

ジを示す。 

 

図 6-1 イニシャルコストの項目割合 

 

6.2 地域との関係における経済的側面 

 地域にとって歴史ある象徴的な建物であることは、その建物を目的として地

域外に住む人々がその場所を訪れた際、街に立ち寄ることで地域を経済的に活

性化する効果がある。現在の旧東伏見邦英伯爵別邸を目当てに地域外の人々が

磯子の街に来訪することは多くはないと思うが、第 3 期工事の施工担当者であ

った時に地域の方から、プリンスホテルが旧東伏見邦英伯爵別邸を所有してい

た、みなとみらい地区が発展する前の時代には、横浜市の中でも影響力のある

横浜市の助成金

イニシャルコスト全体

事業主
負担費用
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建物であったとうかがっている。そのため開発計画中に地域住民の方から、「磯

子の活性化のために、貴賓館（旧東伏見邦英伯爵別邸）を積極的に活用して磯

子の名所にしてほしい」との意見もあった。結果として旧東伏見邦英伯爵別邸

は残り「再利用」されているので、横浜市や磯子区として外部に向けて旧東伏

見邦英伯爵別邸を現状よりアピールすることで、磯子区で唯一の横浜市認定歴

史的建造物としてより価値のある建物になり、地域を経済的に活性化できる存

在となる可能性はある。 

 また開発計画において、旧東伏見邦英伯爵別邸は地域貢献の一つとしてマン

ションの高さ制限の緩和などの条件と並列の存在とされている。歴史的建造物

を保存することが規制緩和の条件になることは珍しいことではなく、第 1 章で

も紹介した保存建物の後方に新築の高層建物を計画する手法等がある。ただこ

の手法にも程度があり、外観がまったく変わってしまったり、材料の実物を使

用せずにレプリカとなったり、曳家により立地場所が移動する事例もある。し

かし旧東伏見邦英伯爵別邸は曳家による移設計画は実施せず、建物の解体につ

いては計画自体が存在しなかったため、建物は現地現物保存である。開発計画

の経緯において、横浜市が歴史的建造物を残す方法として現地現物保存が学術

的に好ましいとアドバイスをしたかどうかは確認できないが、結果的には建物

の保存形態として横浜市の も望むべき形態となっている。その結果事業主は、

高さ制限を緩和しマンションの住居数を増やすことに成功している。 

 

6.3 「再利用」設計と施工技術の経済的側面 

 旧東伏見邦英伯爵別邸を飲食系の用途に「再利用」することで、外観を変え

る必要もなく、内部の動線を大きく変更することもなかったために、改修費を

抑えることができた。また建物の構造的に 1・2階の大空間スペースを確保する

ための耐震設計が工事の経済性から検討した結果、大規模な耐震補強をせずに

十分設計可能であったことも大きな要因である。 

 改修工事については、できる限り現物が利用できるものは現物を利用する方

針とした。過去の部材を残すことはコストアップになるという印象が強いが、

筆者の実感としてそれは間違いである。旧東伏見邦英伯爵別邸では建物の基本

となる構造体や助成金の対象である外装材に加え、暖炉やタイルをはじめ様々

な部材を改修後にも利用できるように処置したが、そのほとんどがコストを抑

えるために実施したＶＥ（バリューエンジニアリング：技術力でコストを下げ

つつ価値を上げる手法）である。そして既存物を利用すれば必然的に解体作業

も減少し、破棄物も少なくなり無駄なコストは削減される結果となる。そして

時代と共に生きた素材を使用することはデザインとしても意味のあるものにな



6-4 
 

り、建物に悪い影響は少ないと考える。当然、設備配管等の配置スペースが確

保できない場所では迂回ルートを確保する、どうしても臭気がとれない絨毯は

新規の材料に交換する、などコストアップする場面もあるが、建物全体で考え

れば現物を使用した方が経済的にもメリットが多いのである。 

 例えば第 4 章にて述べた外部の瓦工事については、工事前に全面的な葺き直

しとほとんどの瓦を新しく焼き直す内容を検討したが、コストがとても成り立

つ金額では無かった。また使える瓦は多少かけがあっても使用するべきである

ため、瓦工事全体を検討し直した。その時点で瓦の飛散防止のビス止めについ

ても、屋根の下部を来客が通行する部分に限定した。なぜならすべての瓦をビ

ス止めすると経年的に瓦を補修する際に、一つの瓦を取り外すためには上部か

らすべて取り外さなければならず、工事手間が多いことになり補修費が大きく

なるからである。また外壁の補修工事については断面欠損部 7 パターンと 6 種

類の外壁補修方法に分別したが、細かく分けることで工事手間の多い補修方法

を少なくするとともに、新規の材料を使用する場所を減らしてもいる。 

 こうした現地を確認した上での施工上のＶＥ提案や、コストダウン・コスト

アップがある中でもトータルでのコスト管理ができたことは、特に設計監理者

と施工者が同一会社のため、連携がうまくいったからであると考える。以下に

旧東伏見邦英伯爵別邸における代表的なＶＥ・コストダウン提案を記す。 

Ⅰ．階段Ｂの既存物利用 

Ⅱ．1階、階段ホールの床フローリング再利用 

Ⅲ．1階サンルームの床既存タイル利用 

Ⅳ．暖炉の石（2カ所）の再利用（空調設備） 

Ⅴ．2階個室一室の既存内装材利用 

Ⅵ．照明器具の再利用 

以下に旧東伏見邦英伯爵別邸における代表的なコストアップ工事内容を記す 

A.階段 A新設手摺設置（安全性を考慮） 

B.ガラスに飛散防止用フィルム貼り（安全性を考慮） 

C.2階広間絨毯下フローリング貼 
D.2階ギャラリースペース、ソファー張替・瓦展示工事 

適切なＶＥやコストダウンを提案し、有効な工事内容を追加及びコストアップ

することは、歴史的な価値を維持すると共に所有者にとってもより利用し易い

建物になる。この判断ができることは歴史的建造物の工事を行う技術者として

重要な要素であろう。 

 また、施工的視点からは同じ工事エリアの中で同会社が歴史的建造物以外の

大規模な新築工事を実施していたことも工事費として有利に働いている。その

理由は、例えば床に長尺シートを貼る工事がある場合に、旧東伏見邦英伯爵別
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邸 1 件では非常に工事量が少なくコストが高くなってしまうが、新築部でまと

まった床工事が実施される時期に合わせることで単価が抑えられる可能性があ

る。また突発的に材料が不足した場合の補充や、揚重機・運搬車両の新築工事

との共用も可能である。 

 

6.4 建物の現状から確認できる経済的側 

 事業主側の視点で、横浜市磯子区付近の新築マンションの坪単価と「Brillia 

City 横浜磯子」の坪単価を比較すると、横浜市磯子区付近の新築マンションの

坪単価相場が平均 183.5万円に対して 注 82）、「Brillia 横浜 磯子」は販売当初、

200万円以上であったと記憶している。もちろんこの坪単価の金額は歴史的建造

物の存在だけでなく、公園や地下駐車場などの他の設備の影響があることは間

違いないが、旧東伏見邦英伯爵別邸が一つの要素であったと考えることはでき

る。 

 また、令和元（2019）年現 5 月の時点ではテナントとしてレストランが営業

している状態で建物の再利用が経済的に成り立っているが、経営が横浜市に依

存していない以上、今後もテナントの運用を継続していく必要がある。そのた

めに維持・メンテナンス費用に横浜市の認定歴史的建造物としての助成金が利

用できる可能性がある 注 83）。これは歴史的建造物全般に言えることだが経済的

に自立できない建物、つまり「再利用」できない建物は朽ち果てるか解体され

るか、もしくはその両方の可能性を持ち続けながら不安定な状況で放置される

しかない。公共に寄与されて状態が維持されることもあるが、これも「再利用」

せず税金で経営が賄われていることで経済的に成り立っている状態であれば、

いわば市や県や国全体の人が維持管理費としての費用を支払っているにすぎな

いため、公共の財政次第で変動する可能性がある。 
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6.5 各立場における旧東伏見邦英伯爵別邸の重要性 

旧東伏見邦英伯爵別邸に対する、「建物の所有者及び事業主」、「設計者及び施

工者」、「地域を形成する地域住民」、「公共（国・県・市、この事例においては

横浜市）」のそれぞれの立場にとっての重要性を、第 2～4 章で述べた「歴史的

価値」、「地域的価値」、「建物としての価値」、そして本章で述べた「経済的要素」

として、表 6-1 に「各立場における旧東伏見邦英伯爵別邸の重要性」としてま

とめた。 

表 6-1 各立場における旧東伏見邦英伯爵別邸の重要性 

 

歴史的価値は、特に歴史的価値存続を推進する公共の立場にとって 重要な

要素である。また地域的価値は地域住民にとって 重要である要素であると共

に、開発計画を立案することにおいて事業主及び所有者や公共にも重要な要素

である。一方、この 2 つの価値は請負者としての設計者及び施工者にとって重

要性は高くない。建物の価値は工事の工程やイニシャルコストに影響するため、

設計者及び施工者にとっては 重要要素であり、竣工後の利用方法も関係する

ため、他 3 者にとっても重要である。そして経済的要素は建物を所有し運用し

ていく所有者と、マンションの付加価値として建物を残した上で営業する事業

主にとっては 重要要素である。 

 このようにまとめた結果より、所有者及び事業主や設計者及び施工者と地域

住民・公共の 重要な要素は別れることが理解できる。地域住民や公共が歴史

的価値や地域的価値を重要視することに比べ、所有者及び事業主や設計者及び

施工者は現実的な建物としての要素や経済的要素に価値を置く。もちろん歴史

的価値は基本であり、所有者及び事業主が軽視しているわけではない。また経

済性については地域住民や公共もある程度の重要視はしている。しかしどこに

重要性を置くかについてはやはり異なる。この点が本論「第一章 1.2.1 都

各立場 歴史的価値 地域的価値 建物としての価値 経済的要素

所有者及び事業主 〇 〇 〇 ◎

設計者及び施工者 △ △ ◎ 〇

地域住民 〇 ◎ 〇 △

公共（国・県・市） ◎ 〇 〇 △

◎： 重要、〇：重要、△：他の要素と比較して重要性は高くない
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市における歴史的建造物の解体理由」において、都市における歴史的建造物の

解体理由として「経済性」を挙げたことにも繋がり、歴史的建造物を残すこと

が困難である大きな原因であり、この隔たりを少なくすることが重要と考える。

つまり歴史的建造物にとって一つの 終結果である「解体」を避けるために、

部分的に残しながら改修し建物を使い続けることで経済性を維持する必要があ

る。特に近代建築にとっては創建時に戻す、あるいは創建時の状態を維持する

ことが建物を残すという観点からは正解ではなく、今あるものに対して検討し

ながら改修すべきところは実施していく柔軟性が必要になる。 

 

6.6 まとめ 

 「経済的要素」はすべての要素において関連し、歴史的建造物の「再利用」

に大きな影響を持つ。したがって開発段階から設計・施工段階、そして運用段

階まで検討し、経済性を成りたたせなければ、歴史的建造物を残すことは困難

であると考える。経済性は歴史的建造物を残すために避けられない条件である

ため、マイナス要素として受け止めるのではなく、経済的に成立させることを

ポジティブに利用すべきだろう。そのためには建物の「再利用」が重要である。 
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第 7 章 結論 

 旧東伏見邦英伯爵別邸は横浜市磯子区に昭和 12（1937）年に竣工した鉄筋コ

ンクリート造の住宅建築で、令和元（2019）年 5月の時点では「Brillia City 

横浜磯子」のマンション住民が所有し、敷地内で再利用されている歴史的建造

物の事例である。その事例について各章毎に述べた要点を以下のようにまとめ

る。 

第 2章 旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史的価値 

①旧東伏見邦英伯爵別邸は旧宮家の本邸として、昭和初期に数少ない鉄筋コン

クリート造の住宅として建立された楼閣風の外観を持つ歴史的価値を持つ

建物であり、平成 5（2018）年に横浜市の認定歴史的建造物に登録された上

で現地現物保存として令和元（2019）年 5月現在も「再利用」されている。 

②旧東伏見邦英伯爵別邸は建物用途が変わりながらも、改修や一部解体しなが

ら存続されてきた。その理由には所有者が変更しながらも歴史的建造物を

「再利用」することに積極的であったことが挙げられる。 

③第 1～3 期それぞれの設計者は新築及び改修設計において実績を持つ人物で

あり、施工状況も良好であったため大きな損傷も無く建物が「再利用」され

ている。 

第 3章 旧東伏見邦英伯爵別邸の地域との関係 

④創建当時の所有者である東伏見邦英伯爵は、当時他の宮家が東京や湘南地区

に邸宅を構える中で、その中間地の磯子に本邸を建立した。理由は景勝地と

料亭街の二面性を磯子の地が持ち合わせていたことに加え、東伏見邦英伯爵

の性格によるものと考えられる。旧東伏見邦英伯爵別邸は、この選択により

結果的に磯子区に唯一の横浜市認定歴史的建造物となる。 

⑤旧東伏見邦英伯爵別邸を東伏見邦英伯爵の後に所有した西武グループは、横

浜プリンスホテルの施設として運営し、地域に対してホテル敷地内を自由に

通行可能とするなど様々な配慮をしてきた結果、旧東伏見邦英伯爵別邸は地

域にとって愛される建物となった。 

⑥横浜プリンスホテルが閉館後、第 3期工事の開発計画時に地域住民から旧東

伏見邦英伯爵別邸について好意的な意見がよせられ、建物を解体せずに現地

現物保存し「再利用」することは地域貢献の一つと見なされた。事業主も第

2期に引き続き、旧東伏見邦英伯爵別邸を地域対して開放する開発計画案を

作成した。その結果、再開発計画における建物の 高高さ制限が緩和されて

いる。 

 

 



7-3 
 

第 4章 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」設計と施工技術 

⑦建物の外観や内装及び平面構成の特徴から、飲食系への用途変更に大規模な

改修工事を必要としない。飲食店の集客率向上のために必要な大空間スペー

スの確保における耐震改修工事についても無理のない設計が可能である。 

⑧屋根のひわだ瓦の取付方法や窓部の起倒式アンカーなど、技術的に価値のあ

る要素を持つ建物である。 

⑨建物内の場所によってどの時代の状態を維持することが適切か、または新た

に作り直すことが 善なのかを設計段階だけでなく施工段階でも立ち止ま

って調査・検討することで、建物の価値を高めることができた。 

第 5章 旧東伏見邦英伯爵別邸の現状 

⑩「Brillia City 横浜磯子」では、一人のオーナーではなくマンション住民

（約 1,230世帯）が歴史的建造物を所有する形態としている。 

⑪ 地域公開スペースを建物内部に計画したことで、旧東伏見邦英伯爵別邸に

誰でも気軽に立ち寄れる状況になっている。これは旧東伏見邦英伯爵別邸

を横浜プリンスホテル時代よりもさらに地域に開かれた建物としている。 

⑫旧東伏見邦英伯爵別邸は所有者であるマンション住民に歴史的建造物と同

じ空間で生活するという魅力を与えている。 

第 6章 経済的考察と各立場における重要性 

⑬歴史的建造物は建物を「再利用」するために助成金制度があり、改修工事の

イニシャルコストやメンテナンスのランニングコストに利用できる可能性

がある。 

⑭歴史的建造物を「再利用」することは地域を経済的に活性化させる可能性を

持つ。 

⑮設計施工段階において設計・施工を同一会社で請負ったことで、ＶＥやコス

トダウン・コストアップ提案をスムーズに行い、良好なトータルのコスト管

理を実施した。 

⑯所有者及び事業主や設計者及び施工者と地域住民・公共の 重要な要素は別

れる。地域住民や公共が歴史的価値や地域的価値を重要視することに比べ、

所有者及び事業主や設計者及び施工者は現実的な建物としての要素や経済

的要素に価値を置く。 

これらの要点を基に、以下の 3 案に加えて１案を都市における歴史的建造物の

「再利用」手法として提案する。 
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Ⅰ．現物保存による歴史的建造物の本質的保持 

   建造物の歴史的な価値を示す方法は多種多様ではあるが、あくまで「現

物」が「現地」に存在することを第一に考えたい。確かに新築の高層建物

の低層（一部）を歴史的建造物の外観として維持した上でテナントへ賃貸

し高層部をマンションとする手法や、曳家やレプリカとして残す方法は存

在する。しかし例えそれで経済性が保たれたとしても、筆者は建物の部分

やイメージとして残す手法と現地現物保存が、歴史的・学術的にも、年代

の経過した本物の外部材料が地域や一般の人々に与える力強さやオーラも、

同列にはならないと考える。例えば建物の構造体である柱や梁、床などの

躯体部分はほとんど仕上げ材で隠れてしまうため、改修後の建物の利用者

には理解できない要素だが、建物の骨となる過去の躯体が残されている建

物の歴史的価値は高いと言える。ただし特に近代建築は創建時のままで維

持しながら使用し続けたり、単体で機能の無い一つの美術品として維持す

ることは困難であるため、創建時に戻す行為や創建時の状態を維持するだ

けではなく、今あるものに対して検討しながら改修すべきところは実施し

て「再利用」していくべきであろう。旧東伏見邦英伯爵別邸はその改修方

法を具現化している建物であると言える。 

 

Ⅱ．歴史的建造物の存在価値を地域や一般に認知してもらうための粘り強い 

啓蒙活動   

   東伏見邦英伯爵から建物を受け継いだ西武グループは、旧東伏見邦英伯

爵別邸を含めた横浜プリンスホテルの敷地を地域や一般に開放し、その土

地に根付かせることに尽力を注いだ。あるいはそれは歴史的建造物を残す

ためではなく、あくまでホテルの営業を存続させることが目的だったかも

しれない。しかしその結果、横浜プリンスホテルが閉館後の第 3 期工事の

開発計画において地域住民は旧東伏見邦英伯爵別邸の存続を願い、建物を

残すことは地域貢献の一つとなった。この時、旧東伏見邦英伯爵別邸の所

有者は東京建物株式会社に移っていたが、もし西武グループが継続して所

有していれば、長年地域に建物を開放してきたことが、再開発について事

業主にも利点のある良い方向に向かったと感じられたのではないだろうか。

またその長期間におよぶ地道な行為は地域だけでなく一般の人々への建物

の知名度を上げることにも繋がると考える。この経緯から、歴史的建造物

を持つ所有者は建物やその周囲の敷地を、有料・無料にかかわらずできる

だけ開放することで、所有者以外の人間にも愛される存在にすることが未

来を考える上でも重要であると考える。その考え方を旧東伏見邦英伯爵別

邸が、内部に地域公開スペースを設けたことで一般市民も気軽に入ること
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が可能になったことや、建物周囲を地域にイベントスペースとして開放す

ることでさらに発展して継続していることは優れた処置であり、今後さら

に建物の存在感が増し地域的価値は向上することが期待される。 

 

Ⅲ．学術的・経済的視点の双方を踏まえて歴史的建造物の「再利用」方法を 

提案できる人材確保 

   都市における歴史的建造物を「再利用」するためには学術的価値を維持

しながら経済性を確保することが必須である。旧東伏見邦英伯爵別邸の設

計段階においては、建物の外観・平面構成などから判断して用途を飲食系

として設定し、横浜市の認定歴史的建造物の助成金を受給する前提でイニ

シャルコスト的にも無理の無い計画を作成している。また設計・施工会社

を同一とすることで調査時や施工中の連携を潤滑に行い、学術的・経済的

に有効なＶＥ案、コストダウン案、安全性や機能を向上させるコストアッ

プ案を迅速に提案・実施している。これらの内容については学術的視点も

持ちながら、経済的な視点を合わせ持つ人間でなければ実施できない。そ

のためには双方の知識を持ち歴史的建造物の「再利用」方法を理解する人

材を確保する必要がある。建物を残せない理由として「地震時の安全性が

保てない、構造的にもたない」「建物を残すにはコストがかかりすぎる」と

した意見が出た時に、「その場合はこのような方法をすれば建物を解体せず

に、コストも抑えて工事が可能できる可能性があるので検討しませんか」

と言える人材が必要なのである。また設計者及び施工者である企業は歴史

的建造物に関わる工事を請け負う時は、建物を学術的に残すことの重要性

を認識し、また企業の CSR（企業の社会的責任）にも繋がることを理解して

業務に取り組むことが重要である。 

旧東伏見邦英伯爵別邸については、第 3期工事が終了時からまだ 5年程度

しか経過していないため、建物に対してのメンテナンスがあまり発生してい

ない。今後年月が建てば経年劣化する場所が発生してくるであろうし、予期

せぬ事象が発生することもあるかもしれない。またテナントが変わる可能性

もあるだろうし、その場合は次のテナントとの賃貸料の交渉をどのように進

めるかという課題も上がるだろう。このように工事後でも的確なアドバイス

ができる人材が必要となるはずである。 
 

この 3 つの提案は旧東伏見邦英伯爵別邸の事例に限らず、他の歴史的建造物

を残すためにも利用できる内容となる。Ⅰは提案の基本となる内容だが、Ⅱと

Ⅲは例えば現存しない旧三井物産横浜支店倉庫の解体理由に対する回答ともな

る内容である 注 84）。この提案が成された上で十分に検討する時間があれば、あ
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るいは解体されずに利用、もしくは建物すべての解体を逃れることができたか

もしれない。 

そして 後にまだ今後の課題はあるが、都市における歴史的建造物において

適用できれば効果が大きいと考えられる所有形態の提案をⅣとして挙げる。 

 

Ⅳ．歴史的建造物を多人数で所有する所有形態 

   旧東伏見邦英伯爵別邸は分譲マンション「Brillia City 横浜 磯子」の

約 1,230 世帯が共同所有する。歴史的建造物が併存することによりマンシ

ョンの付加価値が高まる（価格も相応な金額になる）だけでなく、そのこ

とを理解して歴史的建造物との共生を選択したマンション住民により維持

管理が行われるため、文化遺産的価値の存続は概ね肯定的となる。この経

営手法は歴史的建造物「再利用」の可能性を拡げる上で重要である。ただ

し旧東伏見邦英伯爵別邸の事例は広い敷地を有する郊外邸宅における成功

事例であり、都市においては敷地の高度利用と歴史的建造物の存続が相反

する場合も多いことが現実問題として存在する。その場合は、容積率の転

用権利などの特例措置（当該敷地において低層の歴史的建造物を存続させ

た場合、本来その土地で利用可能だった容積率を別の場所で利用する権利

を認め、その権利を資産化する）により経済的措置を検討する必要となろ

う。例えば大手町・丸の内・有楽町エリアの事例として唯一東京駅のみで

しか実現していない、未利用容積を離れた敷地に移転することができる「特

例容積率適用地区制度」を更に汎用化した制度をつくれないだろうか。ま

た容積率の転用が困難であれば、その歴史的建造物で営業している飲食店

で割引されるなどの方法はあるのではないだろうか。現在では一般的とな

ったクラウドファンディングを利用する方法もある 注 85）。歴史的建造物を

単独でなく複数人で所有する手法は、旧東伏見邦英伯爵別邸の事例を基に

して様々な方法を検討できる価値があると考える。 

 

これらの提案が、旧東伏見邦英伯爵別邸を事例とした都市における歴史的建

造物の「再利用」手法として、汎用性を見出せると私は考える。この手法の研

究が、今後の歴史的建造物を残す際の一つの検討すべき内容として所有者、事

業主、地域住民、公共の立場の方々に役立っていただければ幸いである。 



後記 

  

現在の旧東伏見邦英伯爵別邸を訪れると、建物の周囲では住民の方の特に子

供や家族が散歩やボール遊びで心地よい一時を過ごしている。また旧東伏見邦

英伯爵別邸に立ち寄ると、レストランの従業員の方から挨拶を受け、快く内部

の説明をしてくださった。まだ竣工から 5 年程度しか経過していないが、歴史

的建造物の「再利用」によって与えられる喜びの片鱗は随所に確かに表れてい

るように思えた。これからも旧東伏見邦英伯爵別邸が所有者や地域住民だけな

く、事業主、公共機関、テナント会社にとって価値ある存在であり続けること

を願うばかりである。 
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important architectural landmarks representing Yokohama.  
This report is appearance conservation work of former second of 
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１．はじめに 
「旧東伏見邦英伯爵別邸」(旧横浜プリンスホテル貴賓館)(以下

貴賓館と記す)は、横浜を代表する歴史的建造物のひとつである。横

浜市の「歴史を生かしたまちづくり要綱」において景観上特に重要

な価値を有すると認められ、平成 5 (1993) 年度横浜市歴史的建造

物に認定されている 1）。貴賓館はその後平成 23 (2011)年 6 月から

平成 26(2014)年 2 月まで実施された保存工事を経て、現在レストラ

ン及び地域住民のためのスペースとして利用されている。本稿は工

事に先立ち行われた調査結果注 2）（2012 年、2013 年に既発表の日本

建築学会大会梗概集による 2、3））をもとに実施された、貴賓館の外

観保存工事の内容について報告する。写真 1 に貴賓館の外観(2011

年)を示す注 3）。 

写真 1 外観（2011 年） 

２．建築概要 5） 

所 在 地：横浜市磯子区磯子 3-13-1 

建 築 年：昭和 12（1937）年（昭和 11 年 11 月 4 日起工、 

     昭和 12 年 4 月 3 日上棟） 

設 計 者：竹中工務店（設計主任 小林三造） 

施 工 者：竹中工務店（工事主任 遠藤康彦） 

 

 

構造規模：鉄筋コンクリート造 2 階建て（3 階塔屋付き）、地下 1 階 

建築面積：577 ㎡   延床面積：1,193 ㎡ 

 

３．外観保存工事 
 貴賓館の外観保存工事は全面的に実施したが、主要な要素として

5 項目を報告する。図 1 に貴賓館の北側立面図を示し、相輪および

懸魚の場所を示す。 

相輪

懸魚

 

図 1 貴賓館北側立面図 

 

 3.1 屋根 
屋根材料は、ひわだ瓦と称する薄く釉薬をかけたオレンジ色の瓦

である。保存工事は可能な限り既存瓦を残しながら、割れている瓦

やひびの入った瓦を差し替えた。写真 2 に工事状況を示す。 

また瓦の軽微な欠損（20mmX20mm 程度）についてはパテによる部分

補修とした。創建時及び平成 2（1990）年の建物改修工事時の瓦の

差し替えにおいて、瓦の材料として使用した白陶土は平成 15（2003）

年以降採取されたいないため、今回の保存工事には現在の瓦の材料

として一般的に使用されている赤土を使用した。瓦の表面からは創 

建時の瓦と今回の工事において再現した瓦は見分けはつかないが、 
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裏返すとその違いが確認できる。写真 3,4 に創建時と再現した瓦の

表裏の状況を示す。 

写真 2 屋根保存工事状況 

写真 3 創建時瓦（表）再現瓦（表） 

写真 4 創建時瓦（裏）再現瓦（裏） 

終的に瓦は約 2,060 枚、全体の 10％程度を差し替えた。瓦の取付

については、瓦葺き上げ寸法（120mm）に合わせて防腐・防蟻処理を

された桟木をコンクリート面に 500mm ピッチのコンクリートビスで

取付け、その桟木に合わせて瓦を葺き上げた。また出入口部分など

の上部の瓦は瓦自体が健全でも落下する可能性があるため、各瓦を

ステンレスのスクリュー釘で止める補強を実施した。図 2 に屋根補

強範囲（斜線部補強範囲）を示す。 

 

図 2 屋根補強範囲 

3.2 相輪 

 搭屋上部には、象徴的な装飾の一つである相輪が存在する。この

相輪の芯は 95mmφで、コンクリートスラブに立てられていたφ

100mm,L＝1,800mm の鋼管に差し込まれていた。100mmφの鋼管は上

部が 300mm 程度だけ腐食していたため、その部分を撤去した。そし

て短くなった部分に、新しい 101.6mmφの補強鋼管を二分割したも

のをかぶせて溶接した。さらにその周りを 114.3mmφ、L＝550mm の

鋼管を二分割したものをかぶせて溶接した。写真 5 に補強鋼管取付

状況を示す。 

写真 5 補強鋼管取付状況 

補強した鋼管は L50mm×50mm のアングルで四方から支えられていた

が、その足下についても床コンクリートにケミカルアンカーを打設

した上でボルト締めしたアングルに溶接固定することで補強した。

写真 6 にアングル補強状況を示す。 

写真 6 アングル補強状況 

3.3 外壁 

外壁の軸部（柱・梁・長押・肘木）はコンクリート躯体にモルタ

ル30mmの上に人造石塗り研ぎ出し3mm仕上げにより平滑で大理石の

ように見せている。真壁部はコンクリート躯体にモルタル 30mm の上

にリシン吹付により凸凹したラフな表情である。事前に外部足場を

架けた上で外壁の調査は実施できなかったので、今回の保存工事時

に足場を組立てた上で調査を実施し、補修方法を決定した。まず前

面打音調査を実施した上で壁面の断面欠損部は状態とその程度によ

り 6 パターン（「クラック A」「クラック B」「浮き」「欠損 A」「欠損 B」

「欠損 C」）に分類し、その状況により以下の 5 パターンの補修方法

を実施した。 
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 ①変成アクリル樹脂注入 

  クラック部分に変成アクリル樹脂系注入材を低圧注入し、硬化

後に色調合した白セメント目地モルタルにて仕上げる。写真 7

にアクリル樹脂注入状況を示す。 

写真 7 アクリル樹脂注入状況 

 ②U カット充填工法 

  クラック幅に沿ってUカットサンダーで深さ15～20mm程度の溝

を切り、その溝にシーリング材及びポリマーセメント系充填材

を充填し、表面と平滑に仕上げる。写真 8 に U カット充填状況

を示す。 

写真 8 U カット充填状況 

 ③アンカーピンニング工法 

  ステンレス全ネジアンカーピンを挿入し、エポキシ樹脂系注入

材を注入する。注入後、エポキシ樹脂モルタルにて仕上げる。

写真 9 にアンカーピンニング状況を示す。 

写真 9 アンカーピンニング施工状況 

 ④高強度モルタル塗付 

  欠損部周囲の脆弱部を除去し健全なコンクリートの状態とした

上で、接着剤を塗る。その後高強度モルタルを塗付け、表面を

平滑に仕上げる。モルタル塗付けの深さが 20mm 以上及び落下の

危険性がある場所については、既存躯体にステンレスアンカー

を 400mm ピッチで打設し、ステンレスワイヤーを巻き付けた上

で高強度モルタルを塗り付ける。写真 10 に高強度モルタル塗付

状況を示す。 

写真 10 高強度モルタル施工状況 

 ⑤グラウト材注入 

  欠損部周囲の脆弱部を除去し健全なコンクリートの状態とする。

鉄筋が欠損している場合は補強筋を溶接して追加する。その後

型枠を設置し、グラウト材を注入する。グラウト材の硬化養生

期間を置き、型枠を撤去した上で表面を平滑に仕上げる。 

事前の想定と比較して、断面欠損部の浮きが多く見られた。これは

打音検査して初めて浮きがわかるため、足場が無く目視検査が中心

となる事前調査では判明しない箇所となる。また特に軒下等、既存

躯体に漏水を生じている箇所については、下地をケレン、プライマ

ーを塗布した上で、防水処理としてポリマーセメント系防水材を塗

布した。そして壁面の 終仕上げは全面ブラスト処理の上、弾性リ

シン吹き付け塗装を実施した。表 1 に壁面の断面欠損部による 6 パ

ターンの外壁補修方法と数量を示す。 

表 1 外壁補修方法と数量 

No 断面欠損部

の種類 
大きさ 

（相当） 
補修方法 数量 

1 クラック 
A 

0.3mm 以上 
1.0mm 未満 

変成アクリル 
樹脂注入 

109.95m 

2 クラック 
B 

1.0mm 以上 U カット 
充填工法 

15.75m 

3 浮き 100×100mm アンカーピン 
ニング工法 

14,097 ヶ

所 
4 欠損 A 100×100mm 高強度 

モルタル塗付 
72 ヶ所 

5 欠損 B 300×300mm グラウト材注入 72 ヶ所 
6 欠損 C 上記以外の懸

念されるヶ所 
グラウト材注入 11 ヶ所 
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3.4．窓 

主な窓は障子部が引違い、欄間部は突き出しのスチールサッシに

よって構成されている。創建時ガラスはパテで支持されていたと思

われるが、外観保存工事に向けた調査時に押縁とパテが併用されて

いることがわかっていた。今回の保存工事は外観保存を第一の目的

として行うことから、スチールサッシをアルミサッシに置き換える

ことはしなかった。その理由はアルミサッシに置き換えることによ

って見付寸法が大きく変わってしまうため、またスチール枠を取り

外すことで人造石塗り研ぎ出し部分を大きくハツリ取らなければな

らないためである。幸い今までスチールサッシは適切なメンテナン

スが施されていた様子で、継続使用可能な良好な状態であった。た

だし弾性性能が高くないパテ固定によるガラスは地震時に破損する

可能性があるため、障子の押縁を取り外した上でパテを除去し、ガ

ラスを取り替えてパテの替わりに弾性に優れたシール材を打ち直し

た。 終的には既存枠とともに押し縁、シールも再塗装した。写真

11 に窓の外観を示す。 

写真 11 窓の外観 

3.5．懸魚 

 屋根部には装飾的な懸魚が存在しているが、部分的あるいは全面

的に破損していた。そのため破損部分を檜材で再製作し、他の木部

分に合わせた色で着色した。写真 12 に懸魚補修状況を示す。 

写真 12 懸魚補修状況 

 

 

４．まとめ 

貴賓館にて実施された、外観保存工事の概要を報告した。創建か

ら今回の工事まで約 77 年を経た貴賓館の竣工当初の施工品質が高

いことについて、屋根瓦の差し替えが全体の 10％程度であったこと

や相輪の補強状態が強固であり一部の補強で改修工事が可能であっ

たことから理解できた。またそのほとんどの期間を横浜プリンスホ

テルの一施設として活用されそのグレードを保つために適切なメン

テナンスを施されて維持管理されてきたと考えられ、そのためスチ

ールサッシの既存利用が可能となり、外壁や屋根や装飾も部分的な

補修で対応できたと考えている。これらの知見は昭和初期の RC 建造

物を保存する際に、創建時の設計・施工管理手法だけでなく現在ま

でのメンテナンスも重要であり、その使用過程を歴史の線として調

査することが有効であることを表している。これからの保存工事方

法の検討においては、この使用過程の事実を新たに加えるべきであ

ろう。 

また近代建築の保存改修工事は、今回の外壁補修工事のように足

場を架けた後でなければ詳細な調査が出来ないことがあり、調査と

工事を同時に進めなければいけない場面がある。そのため調査の後

に保存内容を設計し工事を行う流れの中で、現場の状況による設計

変更や対応を新築工事以上にスピーディーに実施する必要があるだ

ろう。今回の報告が今後の近代建築保存工事の一例として参考にな

れば幸いである。 

 

注 

注1） 中村は施工担当者、杉江は設計者として保存工事に携わっている。 

注2） 建物調査は貴賓館の適切な保存工事を実施することを目的として、再

開発工事に先立ち平成 22(2010)年 12 月から平成 23 年(2011)年 5 月ま

で、工事の請負会社である大成建設株式会社が実施した。 

注3） 写真はすべて中村または杉江が撮影したものとなる。 
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Dynamic conservation of the second house of formerly 
Higashifushimi Kunihide .(Part1) Report of the second house. 

NAKAMURA Yousuke et al,

 

旧東伏見邦英伯爵別邸（旧横浜プリンスホテル貴賓館）の保存再生 

その 1 建物調査 

正会員 ○中村洋祐*1 
正会員 杉江夏呼*2 

使いながら保存 歴史的建造物 近代建築 
活用 RC 横浜 
   
１ はじめに 

 「旧東伏見邦英伯爵別邸」（旧横浜プリンスホテル貴賓

館）（以下貴賓館と記す）は、横浜を代表する歴史的建造

物であり、景観上特に重要な価値があると認められ、平

成 5 年度横浜市歴史的建造物に認定されている。写真 1
に外観（平成 23 年）を示す。平成 18 年（2006）横浜プ

リンスホテルが閉館し、平成 23 年(2011)6 月その跡地に分

譲マンションや商業施設を建設する再開発工事が着工し

た。再開発事業の一部として、貴賓館はレストラン及び

住民のためのスペースとして保存再生されることになっ

ている。本稿では計画に先立ち実施した建物調査につい

て報告する。 
 

        写真 1 外観（平成 23 年） 

 

２ 沿革 

 貴賓館は昭和 12 年（1937）横浜市磯子に、東伏見邦英

伯爵別邸として建てられた。東伏見邦英伯爵は昭和天皇

の皇后である良子さま（香淳皇后）の弟君にあたる。当

時はまだ根岸湾の埋め立てが始まっておらず、建設地は

断崖が海に迫る風光明媚な土地であり、四方から別邸を

臨むことができたという。設計と施工は竹中工務店が行

った。昭和 20～26 年貴賓館は政府および駐留連合軍の施

設として用いられ、、昭和 29 年（1954）西武グループの

所有となり、「横浜プリンス会館」（食堂 7 室、客室 4

室）として営業を開始した。昭和 35 年（1960）敷地内に

新館が建設された後、貴賓館は１階がレストラン 2 階が

宴会場として使用されることになる。そして昭和 63 年

（1988）新館が取り壊され平成 2 年（1990）村野・森建

築事務所設計・大林組施工によってホテル棟が建て替え

られた際に、貴賓館も同じ設計者・施工者によって内装

改修が施された。平成 18 年（2006）横浜プリンスホテル

が閉館するまで、レストラン及び宴会場として活躍し続

けた。当初宮家の別邸として建設されたもののその役割

を果たしたのはわずか 10 数年で、その後 50 年近くプリ

ンスホテルの施設であったことになる。昭和 40 年

（1965）三島由紀夫によって執筆された『春の雪』に、

「海を見下ろす高い崖上にあり、御殿風の外観を持った

洋館には、大理石の階段がついていた」と描かれる「洞

院宮御別邸」のモデルは、この貴賓館ではないかと言わ

れている。3）創建時の外観写真を写真２に、創建時の模型

写真を写真３に示す。模型は東伏見家より寄贈され、現

在グランドプリンスホテル京都に展示されている。 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2 創建時外観          写真 3 創建時模型 
 
写真２、３の丸印から分かるように、創建時には建屋の

西側に異なる雰囲気の和館が接続していた。その部分の

屋根は本瓦葺きの入母屋で外壁は板張りのように見え、

貴賓館の屋根や外壁とは異なる。平成 2 年（1990）の改

修図面には既に和館はないので、それ以前に撤去された

ものであるが、撤去年代は不明である。 
 

３ 建物概要 

所 在 地：横浜市磯子区磯子 3-13-1 
建 築 年：昭和 12 年（1937）（昭和 11 年 11 月 4 日起工、 
     昭和 12 年 4 月 3 日上棟） 
設 計 者：竹中工務店（設計主任 小林三造） 
施 工 者：竹中工務店（工事主任 遠藤康彦） 
構造規模：鉄筋コンクリート造 2 階建、地下 1 階 
建築面積：577 ㎡ 
延床面積：1,193 ㎡ 
 



 

 
*1 大成建設横浜支店 
*2 大成建設一級建築士事務所 

*1 TAISEI CORPORATION Yokohama Branch 

*2 TAISEI DESIGN PLANNERS ARCHITECTS & ENGINEERS. 

 

外壁仕上：モルタル塗り 

軸部（柱・梁・長押・肘木）：人造石塗り研

ぎ出し仕上、真壁部：リシン吹付 
屋    根：方形（塔屋）および入母屋一部切妻、洋型瓦

（摂津産）ひわだ瓦葺き、軒先銅板葺き 
 

４ 建築的特徴 

4.1 外部意匠 

 鉄筋コンクリート造であるにも関わらず、伝統的な楼

閣建築のような外観である。塔屋は相輪を載せた方形造

で、屋根や庇の勾配は緩やかで幾重にも重なり合ってい

る。窓には木製の欄干が付けられている。玄関の両脇に

は狛犬が、庭には大きな灯籠が 2 基（いずれも花崗岩）

置かれている。 

4.2 屋根 

 屋根材料は、ひわだ瓦と称する薄く釉薬をかけたオレ

ンジ色の瓦である。大きさは 310mm×242mm 厚さは 20mm

で L 型に 10mm 折曲げがあり、この部分を木の桟木に引っ

掛けて釘で固定している。長さ約 2/3（200mm）を重ねて

葺くことで、杮葺きのように見せている珍しい例である。

（写真 4）屋根の色が変わっている範囲があり、部分的に

張り替えたものと考えられる。割れた瓦も散見された。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 ひわだ瓦の状況 

4.3 外壁 

 RC 躯体にモルタル塗仕上であるが、軸部（柱・梁・長

押・肘木）と真壁部は表現が変えられている。軸部は人

造石塗り研ぎ出し仕上により、平滑で大理石のように見

せている。一方真壁部はリシン吹付により凸凹したラフ

な表情である。仕上げを変えることで、軸部（柱・梁・

長押・肘木）をくっきりと際立たせる意図があったと思

われる。人造石塗り研ぎ出し仕上部分にはモルタルの浮

きが確認され、リシン吹付部にはクラックが確認された。 

4.4 窓 

主な窓は、障子部が引違い欄間部は突き出しのスチー

ルサッシによって構成されている。海に近く塩害の影響

が懸念されたが、スチールサッシの保存状況は良好であ

った。プリンスホテル時代に適切なメンテナンスを施さ

れていたものと考えられる。創建時ガラスはパテで支持

されていたと思われるが、現在は押縁とパテが併用され

ている。突き出し窓は、枠内に通されたワイヤーで操作

するものである。多くの突き出し窓は後年ビス止めされ

ていた。開閉可能な突き出し窓も数カ所確認できたが、

その動きはぎこちない。一方引違い障子の可動はおおむ

ねスムーズであった。 

4.5 内部意匠 

内部は外観と異なり全くの洋風である。玄関を入ると

大理石張りのゆったりとした回り階段があり、吹き抜け

で 2 階へつながっていく。（写真 5）この広間空間が意匠

的に も重要である。2 階の天井照明には艶消しガラスの

カバーがはめ込まれており、そこには花鳥をあしらった

デザインのエッチングが施されている。（写真 6）塔屋は

2 階から続く吹抜け空間を囲んだ回廊となっている。天井

にはイスラム風の模様が描かれている。（写真 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 広間     写真 7 塔屋の見上げ 

 

５ まとめ 

貴賓館は住宅建築としてはめずらしく鉄筋コンクリー

ト造であり、和風の外観表現をしており、その存在は希

少で価値が高いと言える。内部意匠デザインも凝ったも

のである。内部は全く洋風であるにも拘わらず、和風の

外観意匠がとられた理由は、この建物が旧皇族の別邸で

あることにあると思われる。 

この建造物は、その質と規模の両方において戦前の横

浜の別荘建築を代表するものである。また磯子の高台が

住宅地として開けるさきがけとなった貴重な存在である。 

 

参考文献 
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写真 6 照明カバー 
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旧東伏見邦英伯爵別邸（旧横浜プリンスホテル貴賓館）の保存再生 

その２ 蔵の解体調査 

正会員 ○中村洋祐*1 
正会員 杉江夏呼*2 

近代和風建築 歴史的建造物 横浜 
RC 鬼瓦  
   
１ はじめに 

 「旧東伏見邦英伯爵別邸」（旧横浜プリンスホテル貴賓

館）（以下貴賓館と示す）は、横浜を代表する歴史的建造

物であり、景観上特に重要な価値があると認められ、平

成 5 年度横浜市歴史的建造物に認定されている。主棟で

ある貴賓館には附属する倉庫があった。写真 1 に外観を

示す。プリンスホテル時代には「蔵」と呼ばれ、レスト

ランとして活用されてきたが、平成 23 (2011) 年 6 月、鬼

瓦など一部の部材を採取した上で解体された。本稿では

昭和初期の歴史的建造物の記録保存を目的に、解体時に

得た知見を報告するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        写真 1 外観（平成 23 年） 

 

２ 建物概要と沿革 

所 在 地：横浜市磯子区磯子 3-13-1 
建 築 年：昭和 12（1937）年 
設計施工：竹中工務店 
構造規模：鉄筋コンクリート造 2 階建、地下 1 階 
建築面積： 57.00 ㎡ 
延床面積：161.62 ㎡ 
外壁仕上：１階部分：モルタル塗り校倉風仕上げ 

２階部分：モルタル塗りリシン吹付 
屋    根：切妻本瓦葺き 
 蔵は昭和 12 年（1937）横浜市磯子に、東伏見邦英伯爵

別邸の附属棟倉庫として建てられた。昭和 29（1954）年

西武グループの所有となり「横浜プリンス会館」が営業

を開始してから昭和 63（1988）年までは倉庫として使わ

れてきたようである。平成 2（1990）年村野・森建築事

務所設計・大林組施工によってホテル棟が建て替えられ

た際に、貴賓館と蔵も同じ設計者・施工者によって内装

改修を施された。平成 18（2006）年横浜プリンスホテル

が閉館するまで、蔵はレストランとして活用された。平

成 2（1990）年改修時の設計図書が残っており、以下の

工事内容が確認できた。 

・階段新設・小荷物搬送機新設・１階カウンター設置 

・照明設置・スプリンクラー設置 など 

 

３ 建築的特徴 

3.1 外部 

 鉄筋コンクリート造であるにも関わらず、軒の深い本

瓦葺きの反り屋根がかかり、一階部分の外壁は校倉風で

あった。破風板・懸魚を持ち、伝統的な華やかな意匠で

ある。一階の出入口や開口部、二階の妻側の開口部にも

屋根と同様に本瓦葺きの反り屋根をかけ、倉庫用途とし

ては念入りな造りである。貴賓館の屋根は基本的には方

形、寄棟、入母屋だが、蔵に対峙する一か所だけ切妻の

部分がある。その部分だけ庇を受ける母屋があり、懸魚

の意匠は蔵と同じである。蔵を意識した意匠と考えられ

る。蔵の外部、西側に地下道につづく階段があった。地

下道は貴賓館横の階段につながっていた。この地下道も

創建当初から存在したものと考えられている１）。 

 

 
図 1 配置図 
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3.2 屋根 

 棟鬼瓦 2 個、降り鬼瓦 4 個を採取した。それぞれの写

真を写真 2,3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 棟鬼       写真３ 降り鬼 

棟鬼の大きさは W475mm×H620mm 厚さ 70mm（鼻の部分高さ

130mm）で、背面には「南都新薬師寺本堂鬼瓦模作 信吉

弟鈴木吉治造之 昭和十一丙子歳十一月吉日」の文字が

彫られていた。貴賓館の創建年月日は棟札により明らか

になっていたが、蔵については根拠がなく創建年が不明

であった。今回この文字によって、貴賓館と蔵がほぼ同

時期に建設されたことが明らかになった。降り鬼の大き

さは W400mm×H380mm 厚さ 50mm（鼻の部分高さ 120mm）で、

棟鬼と比較してプロポーションが扁平である。背面には

「南都新薬師寺本堂鬼瓦模作 昭和十一丙子歳十一月吉

日」の文字が彫られていた。屋根瓦の下部には土、その

下に防水シート、野地板 t15mm、W105 mm×H108 mm の地

垂木と飛檐垂木を 303 mm 間隔で並べ、その下に直径

240mm の母屋が 5 本掛けてあった。一番下の屋根スラブは

鉄筋コンクリートで作っていた。母屋は外部から見える

部分は丸く加工されているが、隠れる部分は六角形に加

工され、斜めの RC スラブ上で転がらないようにモルタル

で立ち上がりを造り、ボルトで止めてあった。（写真 4 丸

印）解体中の様子を写真 4 に示す。破風板は 480mm×

120mm×約 5000mm の一枚板で、懸魚が 3 枚付いていた。

中央の懸魚は W700mm×H1,120mm 厚さ 70mm であった。懸

魚は背面に三カ所 60mm ×60mm ×D80mm が彫り込まれ、

そこから上の破風板に向かってボルトが縫われていた。

懸魚の背面を写真 5 に示す。     

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 屋根の解体中    写真５ 懸魚（背面）   

開口部上部に設けられた庇も本瓦葺きで、外壁と屋根

との取り合い部には熨斗瓦が積まれ端部は鬼瓦で押さえ

られていた。（写真 6）鬼瓦は半分の形で焼かれたものだ

った。（写真 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真６ 開口部庇        写真７ 庇部鬼瓦 

3.3 外壁 

 １階部分校倉風の壁寸法は高さ 220mm 奥行き 120mm で

山の頂部には 35mm の面取りが施されていた。RC 躯体を山

形に打設し、厚さ 45 mm のモルタルで塗仕上げたもので

ある。２階部分の外壁は RC 躯体に厚さ 30mm のモルタル、

仕上げはリシン吹付けであった。 

3.4 内部 

 内部は平成２（1990）年の改修工事で寿司バーに改修

されており、創建時の様子はうかがえなかった。２階床

には 2,150mm×1,245 mm の開口があり、木製の取り外し

可能な蓋が取り付けられていた。その上部の屋根スラブ

にはフックが取り付けられていた。階段は平成２年の改

修工事で設置されており、創建時に内部階段はなかった。

そのため２階に荷物を搬入する際に、フックに滑車を取

り付け床開口から出し入れしたものと考えられる。床開

口と天井フックの写真を写真 8,9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

   写真８ 床開口     写真９ 天井フック 

４ まとめ 

 鬼瓦採取により蔵と貴賓館はほぼ同時期に建設された

ことが明らかになった。鉄筋コンクリート造で耐火性能

を持たせながら伝統的な華やかな意匠が施され、宮家の

建物ならではの華やかな「蔵」であったことが分かった。 
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旧東伏見邦英伯爵別邸（旧横浜プリンスホテル貴賓館）の保存再生 

その 3 外観保全工事の概要 

正会員 ○杉江夏呼*1 
正会員  中村洋祐*2 

近代和風建築 歴史的建造物 保存 
横浜 構造 RC 
   
１ はじめに 

「旧東伏見邦英伯爵別邸」（旧横浜プリンスホテル貴賓

館）（以下貴賓館と記す）は、横浜を代表する歴史的建造

物であり、景観上特に重要な価値があると認められ、平

成 5 年度横浜市歴史的建造物に認定されている。平成 24
年度に横浜市の助成を受け、外観保全工事が実施された。

工事は横浜市デザイン室と関東学院大学関教授の監修指

導を受け、合計 5 回の現地確認を経て、補修方法や仕上

がりを決定していった。本稿ではその工事概要を報告す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       写真 1 外観（平成 25 年） 

 

２ 屋根 

 屋根材料は、ひわだ瓦と呼ばれる薄く釉薬をかけたオ

レンジ色の瓦である。大きさは 310mm×247mm 厚さは 20mm

で端部を L 型に 10mm 折曲げ、この部分を木の桟木に引っ

掛けて概ね 5 段ごとに釘で固定してあった。長さ約 2/3

（200mm）を重ねて葺くことで、杮葺きのように見せてい

る珍しい例である。補修工事は可能な限り既存瓦を残し

ながら、割れている瓦やひびの入った瓦を差し替えた。

創建時の製造元を調査したところ岐阜の業者「松原」だ

ったことが判明した。しかし前回改修工事（平成 2 年）

時点で「松原」は既に瓦製造を中止していたため、「丸新

美濃瓦」が「松原」の指導を受け金型を製作し瓦を製作

したという。今回工事でも瓦の製造を前回と同じ業者

「丸新美濃瓦」に依頼した。前回使用した金型は残って

いなかったため、新規に金型を製作した。使用する土は

創建時及び前回改修工事とは異なる土を採用する事にな

った。創建時瓦及び前回使用したという白陶土は、平成

15 年頃以降採取されておらず、今回工事においては現在

一般的に使われている赤土を使用した。表面から創建時

瓦と再現瓦は見分けがつかないが、裏返すとその違いが

確認できる。（写真２） 終的に瓦は約 2,060 枚、全体の

10％を差し替えた。また出入口部分などの上部の瓦は、

落下防止策として瓦自体が健全でも各瓦をステンレスの

スクリュー釘 2 本で止める補強を施した。 

 

 

          創建時瓦（表）   再現瓦（表） 

 

          創建時瓦（裏）   再現瓦（裏） 

写真 2 創建時瓦と再現瓦 

  

 棟瓦と軒先銅板葺き部分は部分的に補修した。銅板製

の呼び樋と堅樋についても補修を基本としたが、劣化の

激しい部分は新規に取り替えた。新規部材は既存に合わ

せ銅板としたが、焼付塗装で既存と色合わせを行った。 

 

３ 外壁 

 外壁の軸部（柱・梁・長押・肘木）は RC 躯体にモルタ

ル 30mm の上に人造石塗り研ぎ出し 3mm 仕上げを施し平

滑で大理石のように見せている。真壁部は RC 躯体にモル
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タル 30mm の上にリシン吹付により凸凹したラフな表情で

ある。外壁全面打音調査を行い、劣化状況によって補修

方法を決定した。補修方法は６通りとなった。補修方法

と箇所を図 1 に示す。   

 
       図 1 外壁補修フロー 

４ 窓 

主な窓は障子部が引違い、欄間部は突き出しのスチー

ルサッシによって構成されている。外観の目視では障

子・欄間部の保存状況は良好であった。埋め込まれてい

る枠の健全性を確認するために、枠の試験採取を１カ所

行った。枠を躯体から取り外したところ、取り付け用の

起倒式アンカーが発見された。写真 3、4 に示す。起倒式

アンカーは、RC 躯体にサッシを取り付ける際に使用され

たものである。根元部分が可動になっており、先端部分

をモルタルで固定した後、位置を微調整しながら周囲に

モルタルを詰めたものと考えられる。つまりサッシはモ

ルタルだけで固定されていた。同様の起倒式アンカーを

東京中央郵便局（昭和６年竣工）でも確認した。かぎ状

であった東京中央郵便局の起倒式アンカーと比較すると、

貴賓館のそれはスチールプレートを曲げて作ったやや簡

易なものであった。 

写真 3 起倒式アンカー  写真 4 起倒式アンカー 

    （倒れた状態）     （起こした状態） 

 

創建時ガラスはパテで支持されていたと思われるが、

工事前は押縁とパテが併用されていた。今回工事は外観

保全を第一の目的として行うことから、スチールサッシ

をアルミサッシに置き換えることはしなかった。アルミ

サッシに置き換えることによって見付寸法が大きく変わ

ってしまうことと、スチール枠を取り外すことで人造石

塗り研ぎ出し部分を大きくハツリ取らなければならない

からである。幸いスチールサッシはプリンスホテル時代

から適切なメンテナンスが施され、継続利用可能な良好

な状態であった。補修工事は、障子の押縁取り外しパテ

を除去、ガラスを取り替えてシールを打ち直し、既存枠

とともに塗装をやりかえた。また新たに塩ビ製の気密ゴ

ムを付けて、外部からのすきま風を防ぐ配慮を行った。 

 

５ 今後の運営 

 今回工事は、平成 18 年（2006）閉館した横浜プリンス

ホテル跡地約 11.7 万㎡に 1,230 戸の分譲マンションや商

業施設を建設する再開発工事の一部として実施された。

今後貴賓館は区分所有者で構成される管理組合によって

維持されていく枠組みである。地下一階はマンション居

住者が使える「地域開放スペース」、一・二階の特徴的な

吹抜階段や広間は「地域公開スペース」となり一般に見

学可能な空間となる。その他居室部分はテナントスペー

スとなっており、日本食レストランとして活用されてい

くことが決まっている。 
 
７ まとめ 

横浜市の助成を受け実施された外観保全工事の概要を

報告した。創建から約 77 年を経た貴賓館は、そのほとん

どの期間をホテル施設として活用されてきた。ホテル施

設としてのグレード感を保つために、適切なメンテナン

スを施され維持管理されてきたと考えられる。そのため

スチールサッシの既存利用が可能となり、外壁並びに屋

根も部分補修で対応できたと考えている。 
 現在、近代建築の保存改修は試行錯誤的に行われおり、

その技術や施工実績が蓄積されつつある過程にあるとい

える。本報告はそのひとつであり、今後の近代建築の保

存改修の参考となれば幸いである。 
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【第1章 序論】 

注1） 横浜市都市整備局企画部都市デザイン室・「歴史を生かしたまちづくり

要綱」・平成 31（2019）年 3月 12日・令和 1（2019）年 6月 3日・＜

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/tosh

iseibi/design/ikasu/rekisi-youkou.html＞ 

注2） 横浜都市整備局都市デザイン室・「歴史的景観保全事業平成 27年度事業

実績」・平成 28（2016）年 12月 1日・平成 31（2019）年 4月 29日・＜

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/tosh

iseibi/design/ikasu/rekishi.files/0023_20180926.pdf#search=%27%

E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82+%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E6%99%AF

%E8%A6%B3%E4%BF%9D%E5%85%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E4%BA%8B%E6%A5%A

D%E5%AE%9F%E7%B8%BE%＞ 

横浜都市整備局都市デザイン室・「歴史的景観保全事業平成 28年度事業

実績」・平成 29（2017）年 11月 1日・平成 31（2019）年 4月 29日・＜

http://archive.city.yokohama.lg.jp/toshi/design/m09/anualreport

/h28anualreport.pdf#search=%27%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82+%E6%A

D%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E6%99%AF%E8%A6%B3%E4%BF%9D%E5%85%A8%E4%B

A%8B%E6%A5%AD+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E7%B8%BE%＞ 

横浜都市整備局都市デザイン室・「歴史的景観保全事業平成 29年度事業

実績」・平成 30（2018）年 12月 21日・2019年 4月 29日・＜

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/tosh

iseibi/design/ikasu/rekishi.files/0025_20190206.pdf#search=%27%

E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82+%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E6%99%AF

%E8%A6%B3%E4%BF%9D%E5%85%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E4%BA%8B%E6%A5%A

D%E5%AE%9F%E7%B8%BE%27＞ 

より。なお、平成 26年度以前は公開されていない。 

注3） 大正 10（1921）年露亜銀行横浜支店として建設、鉄筋コンクリート構

造、地上 3 階建、平成 22（2010）年 7 月から平成 23（2011）年 8 月ま



で改修工事が五洋建設株式会社によって実施されたのち、平成 23（2011）

年 9月に結婚式場「ラ・バンク・ド・ロア」としてオープン、現在も同

じ用途で利用されている 

注4） ザ・タワー横浜北仲：建築主 三井不動産レジデンシャル株式会社、丸

紅株式会社、設計 鹿島建設株式会社、施工 鹿島建設株式会社、パナ

ソニック ES 建設エンジニアリング株式会社、高さ 199.95m、着工 

2016年 11月 1日、竣工 2020年 2月下旬予定・ 

2019年 1月 21日・＜

https://www.31sumai.com/mfr/F1203/?utm_source=yahoof&utm_medium

=portal&utm_campaign=yahoof&re_adpcnt=zi_1Ve3v＞ 

注5） 加藤耕一・「時がつくる建築 リノベーションの西洋建築史」・一般財団

法人東京大学出版会・平成 29（2017）年 4月 21日・p7～12 

 

【第 2章 旧東伏見邦英伯爵別邸の歴史的価値】 

注6） 横浜市教育委員会事務局文化財課・「横浜市近代和風建築調査報告書」・

株式会社ポートサイド印刷・平成 21（2009）年 10月・ｐ36 

「棟札は尖頭計型で、総高 530mm、肩高 507mm、肩幅 112mm、下幅 82mm、

厚さ 20mm、材質は檜、珍しく小さなもので、貴賓館の 2 階の南側小屋

組の床に、北に向けて台上に置かれていた。そして、その表面には「奉

上棟／手置帆負尊 天津國常立尊比古佐知尊／主 伯爵東伏見邦英／

普請方 家令星島和雄 施工者 合名會社竹中工務店」、裏面には「火 

木土水 金／維時 昭和十二年四月三日／起工 昭和十一年十一月四

日 混凝土打上 昭和十一年十二月廿八日／合名會社竹中工務店店主 

竹中藤右衛門 東京支店支配人 福本常太郎 横浜出張所長 田代刀

市 設計主任 小林三造 工事主任遠藤康彦／計算係 穴澤六郎 工

事係 松崎要 同 新井輝雄 同 櫻井芳英 製図係 仁木謙治 同 

木澤五郎 庶務係 西村三津三」と墨書きされている。」「創建時の建設

の日時をもう少し詳しく記すと、起工が昭和 11年 11月 4日、コンクリ

ートを打ち終わったのが 11年 12月 28日、上棟が 12年 4月 3日である」

による。この棟札の置かれている場所には、2階から塔屋に向かう階段

の途中にある点検口から入ることが可能。また筆者はこの棟札の存在を

修士課程前期所属調査時と改修工事時に 2度確認している。 

注7） 朝日新聞横浜支局・「残照 神奈川の近代建築」・株式会社有隣堂・昭和

57（1982）年 5月 30日・「華族の生活を象徴 47 横浜プリンスホテル」 

注8） 磯子区役所福祉部市民課・「磯子区歴史年表」・大成堂印刷有限会社・昭

和 59（1984）年 3月 31日・p17 



書籍や新聞の記録により昭和 28（1953）年と昭和 29（1954）年の二つ

の年号が存在するが、本論では磯子区歴史年表による昭和 28（1953）

年を採用した。 

注9） 「月刊ホテル旅館 1990、7」・柴田書店・平成 2（1990）年 7月 1日・

ｐ165に「去る五月十七日、横浜市磯子区に横浜プリンスホテルがオー

プンした。」とある。また 

実業界・「実業界 10・1」・平成 2（1990）年 10 月 1 日・ｐ61 に「五月

十八日に開業した横浜プリンスホテルだ。」とあり、一日の誤差がある

ものの五月に開業したことに間違いはないと考える。 

注10）「実業界 10・1」・実業界・平成 2（1990）年 10月 1日・ｐ61 

「館外に別棟として、特別な接待やプライベートでの会合に利用できる

個室レストラン、貴賓館もある。」参照 

注11）「神奈川新聞」・神奈川新聞社・平成 16（2004）年 10月 1日、p15「横

浜プリンスホテルの歴史」参照。 

注12）吉田鋼市・「ヨコハマ建築慕情」・鹿島出版会・平成 3（1991）年 5月 20

日・p172～173 

注13）模型は東伏見家より寄贈され、現在グランドプリンスホテル京都に展示

されている。 

注14）主な参考資料以外の資料として、横浜市磯子区役所総務部総務課・「磯

子 そして明日へ 磯子区政 70周年記念区勢概要」・平成 9（1997）年

10 月・ｐ18「昭和 12（1937）年東伏見宮磯子別邸（後の横浜プリンス

ホテル）が竣工（10・31）」とあるが定かでない。 

注15）「株式会社竹中工務店社報」（昭和 12年 4月）に上棟式の日時は「四月

五日午後二時三十分」とあるため、上棟の二日後に上棟式を行ったこと

がわかる。 

注16）株式会社竹中工務店より資料提供。 

注17）石田潤一郎監修・「写真集成 近代日本の建築 19 竹中工務店 建築

写真集 第四輯（昭和 14 年）」・株式会社ゆまに書房・2015 年 8 月 25

日・ｐ71～72、107、139、及び凡例 

注18）ホテル棟新築工事と同時に工事が実施されているため、ホテル棟の着

工・竣工時期と同時とした。 

注19）吉田鋼市先生退職記念誌編集委員会・「吉田鋼市研究室の軌跡 神奈川

県下における歴史的建造物実測調査実績」・平成 25（2013）年 4月 6日・

p46～47「旧横浜プリンスホテル貴賓館・蔵（貴賓館）（旧東伏見邦英伯

爵別邸）」 

注20）旧東伏見邦英伯爵別邸の改修工事以外の同敷地内工事のうち、「ヒルト



ップモール」及び「グランドエレベーター棟」（設計者：大成建設株式

会社、施工者：大成建設株式会社）については 

株式会社近代建築社・「近代建築 2015年 02月号」・平成 27（2015）年 2

月 10日・p124、マンション棟については 

株式会社新建築社・「新建築 2015年 7月別冊 マンションづくりと長

谷工コーポレーションの手法」・平成 27（2015）年 7月 8日・p50～55、 

一般社団法人 日本建設業連合会・「ACe建設業界 2013年 7月号」・平

成 25（2013）年 7月・p40～43 

に記載がある。 

注21）「元東伏見宮家別邸 料理旅館 吉田山荘」（国・登録有形文化財）と

して現在も営業中。：鈴木博之監修・「皇室の邸宅」・ＪＴＢパブリッシ

ング・2000 年 6 月・ｐ114～119、東伏見慈晃・「青不動のこころ」・多

摩川大学出版部・2009年 9月 18日・ｐ34「その家は由緒ある建物を取

り入れた凝ったもので、自ら指示して造らせました。」より 

注22）東伏見慈晃・「青不動のこころ」・多摩川大学出版部・2009年 9月 18日・

ｐ32～47 

「父にとって 初は法隆寺のほうが研究の対象として良かったので行

きたかったらしいのです。ところが青蓮院のほうは祖父の縁があったた

め、たぶん 終的にはそちらを選択したのでしょう。」「当時私は小さな

子どもなのに、子ども相手としてではなく、平安時代からの文化のすば

らしさを話して聞かせてくれました。屋根の勾配だとか、「かえる股」

とか、支えている形がこの時代はこうであるとか、瓦がどうとか話して

くれました。」等より 

注23）「株式会社竹中工務店社報」（昭和 11年 12月、昭和 12年 4月、12月） 

注24）株式会社竹中工務店より資料提供。 

注25）朝日新聞横浜支局・「残照 神奈川の近代建築」・株式会社有隣堂・昭和

57（1982）年 5月 30日・「華族の生活を象徴 47 横浜プリンスホテル」 

注26）「レジャー産業」・1972年 12月・ｐ160 

注27）朝日新聞横浜支局・「残照 神奈川の近代建築」・株式会社有隣堂・昭和

57（1982）年 5月 30日・「華族の生活を象徴 47 横浜プリンスホテル」 

注28）生出 恵哉・「写真で綴る文化シリーズ 神奈川 1 ヨコハマ歴史散

歩」・株式会社暁印書館・昭和 58年 6月 10日・ｐ171～172 

注29）株式会社竹中工務店社報によると、地鎮祭及び家移りの儀には東伏見宮

大妃（岩倉周子：義母）及び久邇宮大妃（島津俔子：実母）も参加して

いる。 

注30）株式会社竹中工務店社報、「其の間幾度か伯爵家の御来場を辱ふし種々



親しく御指導を賜はりましたこと我等一同誠に感銘に堪へぬ處であり

ます」による 

注31）株式会社竹中工務店社報、「申すまでもなく伯爵は宮家より 近臣籍に

御降下遊された御方で斯る高貴の方が我々建築業者の店を訪れられた

ことは殆どないことでありましょう。」による 

注32）発注者としては、「大林組社史編集委員会編集『大林組百年史』」・株式

会社大林組・平成 5（1993）年 6月・ｐ831～832により「西武鉄道」と

なる。 

注33）発注者としては加えて、他 4者（東京急行電鉄株式会社 オリックス不

動産株式会社、日本土地建物販売株式会社 伊藤忠都市開発株式会社）

となる。 

注34）設計者の小林三造についての情報は 

石田潤一郎監修・「写真集成 近代日本の建築 19 竹中工務店 建築

写真集 第四輯（昭和 14 年）」・株式会社ゆまに書房・2015 年 8 月 25

日・ｐ71～72、107、139、及び凡例、 

石田潤一郎+歴史調査ＷＧ・「16 人の建築家 竹中工務店設計部の源

流」・株式会社井上書院・平成 22（2010）年 12 月 25 日・p46～53、年

表、 

「株式会社竹中工務店社報」（昭和 11年 12月、昭和 12年 4月、12月）、 

より抜粋 

注35）株式会社竹中工務店・「竹中工務店 竹中の歩み」・2019年 4月 30日・

＜https://www.takenaka.co.jp/corp/archive/years/＞ 

によれば、明治 42年に「合名会社竹中工務店設立」後、昭和 12年に「株

式会社竹中工務店を設立」とある。旧東伏見邦英伯爵別邸と同年になる

が、竣工が 11 月であるため会社名は既に後者になっていた可能性が高

いため、表記は「株式会社竹中工務店」とした。 

注36）石田潤一郎+歴史調査ＷＧ・「16 人の建築家 竹中工務店設計部の激

流」・株式会社井上書院・2010年 12月 25日・ｐ106 

岩本博行：大正 2（1913）年 生まれ、昭和 7（1932）年 竹中工務店

入社、昭和 34（1959）年 九州支店設計部長、昭和 47（1972）年 常

務取締役、平成 3（1991）年 逝去 

主な設計作品に、神戸関電ビル、神戸オリエンタルホテル、御堂ビル等。 

注37）沖田誠一・「建築と社會 March 1955 36」・社団法人日本建築協会・

昭和 29（1954）年 3月 1日・p30 

注38）横浜市教育委員会事務局文化財課・「横浜市近代和風建築調査報告書」・

株式会社ポートサイド印刷・平成 21（2009）年 10月・ｐ38 



注39）株式会社竹中工務店資料提供「東伏見伯爵家磯子御邸落成に當りて」内、

「宜なる哉この一ヶ年を通じ一名の軽傷者をも見ず所期の工程を踏ん

で順調の進捗を遂げ得ました事は一に神護の賜であります」より 

注40）棟札及び竹中工務店社報への記載より。また社報の上棟式についての記

載より、「下請側」として、「近藤 恭一（大工）、小河原 忠一（鳶工）、

橋本 興三松（土工）、亀井 義和（左官）、金田 勝三郎（錺工）、長

岡 和三郎（造作工）、不二サッシ製作所（サッシ）、宮本衛生工業所（衛

生）、岡田製作所（木材）、篠田 政之助（銘木商）、横溝 豊吉（石工）」

とある。 

注41）株式会社新建築社・「新建築 1990 7」・1990年 7月・ｐ359 

近藤正志プロフィール：1916年岡山県生まれ/1937年芝浦工業専門学校

建築家卒業/1940 年海軍建築部/1943 年村野建築事務所/1949 年村野・

森建築事務所管理建築士 

注42）株式会社日経ＢＰ社・「日経アーキテクチュア 1990年 8月 13日号（増

刊）」・1990年 8月・ｐ128～135 

注43）成島忠昭・「決定版 西武のすべて」・株式会社日本実業出版社・1983

年 10月 30日・ｐ106～107 

注44）オテルドスービーズ：ジェルメン・ボフランにより 1735～1737 年にパ

リに建てられたロココ様式を代表する建築物：株式会社新集社・「［カラ

ー版］西洋建築様式史」・1995年 3月 25日・ｐ130 

注45）丸山稔・「建築画報 第 223 号」・株式会社建築画報社・1991 年 2 月 25

日・ｐ86～93 

注46）株式会社大林組・「大林組社史編集委員会編集『大林組百年史』」・平成

5（1993）年 6月・ｐ825～826、831～832 

注47）横浜市都市整備局都市デザイン室・「歴史を生かしたまちづくり要綱」・

平成 31（2019）年 3月 12日・令和 1（2019）年 6月 4日・＜

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/tosh

iseibi/design/ikasu/rekisi-youkou.html＞ 

注48）認定歴史的建造物の場合の助成対象は、「調査・設計」・「外観保全」・「耐

震改修」・「外構保全」・「防災施設」・「維持管理」となり、外部関係の内

容だけに限定されているわけではない。「歴史を生かしたまちづくり要

綱」のあらまし・平成 27（2015）年 4月版 

 

【第 3章 旧東伏見邦英伯爵別邸の地域との関係】 

注49）横浜市磯子区岡村町在住、滝頭小学校、（旧制）県立横浜第三中学校（現

緑ヶ丘高校）、（旧制）都立高等学校（現都立大学）を経て東京大学文学

部社会学科卒業。卒業後、横浜郷土研究会所属。横浜の文化を考える会



代表、市民の市長をつくる文化の会事務局長、かおす通信主筆など歴任。

現在、磯子区郷土研究ネットワーク、市民自治を考える磯子区民の会、

磯子区の戦争体験を記録する会、緑と歴史の散歩道などの各代表。平成

24 年度横浜文学賞受賞。横浜文芸懇話会名誉会員。著作「横浜屈辱都

市論」ほか。 

注50）「磯子 そして明日へ 磯子区政 70周年記念区勢概要」・横浜市磯子区

役所総務部総務課・平成 9（1997）年 10月・pp30 

注51）複数の書籍に東伏見邦英伯爵が肺結核を患っていた関係で空気の良い

磯子を邸宅の建造場所としたことが掲載されているが、御子息の東伏見

慈晃氏は否定しているのでさだかではない。 

注52）葛城峻氏より寄贈された写真。昭和 13（1938）年 1月 24日に横浜航空

隊の水上偵察機が撮影されたとのこと。 

注53）「磯子区明細地図 横浜市経済地図 全戸調査 昭和 34年度」・経済地

図社 

なお、この地図より年代の古い磯子地区が掲載されている地図で、清水

靖男 石黒徹・「横浜都市地図」・柏書房株式会社・平成 7（1995）年・

p192、が存在するが、旧東伏見邦英伯爵別邸や横浜プリンスホテルが明

記されていない。 

注54）「磯子区明細地図 横浜市経済地図 全戸調査 昭和 36年度」・経済地

図社 

注55）「月刊レジャー産業資料 59」・綜合ユニコム株式会社・1972年 12月・

p160～163、 

コースの建設は国土計画株式会社、クラブハウスの設計・施工は西武建

設による。 

注56）「磯子区明細地図 横浜市経済地図 全戸調査 昭和 40年度」・経済地

図社 

注57）「磯子区明細地図 横浜市経済地図 全戸調査 昭和 46年度」・経済地

図社 

注58）「ニッポン無責任時代」・東宝株式会社・昭和 37（1962）年 

監督：古澤憲吾、脚本：田波靖男・松木ひろし、主演：植木等 

注59）「ミニミニガイド文庫 113 東京・関東 全国ホテルガイド 2」・昭文

社・昭和 59（1984）年・p149 

注60）「るるぶ 横浜・神戸‘84-3月号」・日本交通公社出版事業局・昭和 59

（1984）年 2月 1日・ｐ119、 

「東京・横浜のホテルＢＥＳＴ74」・株式会社婦人生活社・昭和 59（1984）

年 11月 20日・p72 



注61）「東京・横浜のホテルＢＥＳＴ74」・株式会社婦人生活社・昭和 59（1984）

年 11月 20日・p178 

注62）「月刊ホテル旅館 1990、7」・柴田書店・平成 2（1990）年 7月 1日・

ｐ165 

注63）「横濱 ＹＯＫＯＨＡＭＡ」・神奈川新聞社・平成 17（2005）年 9 月 30

日・P40、 

サッカー解説者・井原正巳氏のコメントより 

注64）横浜市建築局企画部都市計画課・「磯子区磯子三丁目地区の都市計画提

案 用途地域、高度地区、風致地区、地区計画」・平成 20（2008）年 2

月 20日・令和元年 5月 5日・＜ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/to

shikeikaku/tetsuduki/setumei/setumei-2008.html＞ 

注65）横浜市建築局企画部都市計画課・磯子区磯子三丁目地区の都市計画提案

について 地区計画・平成 21（2009）年 5月 20日・令和元年 5月 5日・

＜

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/to

shikeikaku/tetsuduki/setumei/setumei-2009.html＞ 

注66）「新建築 1990 7」・株式会社新建築社・平成 2（1990）年 7月・P359 

注67）「新建築 マンションづくりと街づくり 長谷工コーポレーションの

手法」・株式会社新建築社・平成 27（2015）年 7月・p55 

注68）東京建物株式会社、東京急行電鉄株式会社、オリックス不動産株式会社、

日本土地建物販売株式会社、伊藤忠都市開発株式会社・「（仮称）横浜プ

リンスホテル跡地開発計画」の起工式挙行・本体工事着工」・平成 23

（2011）年 10月 19日・令和元年 6月 8日・＜ 

https://www.nittochi.co.jp/news/uploads/20111019000.pdf＞ 

注69）横浜市都市整備局企画部都市デザイン室・横浜市認定歴史的建造物・平

成 31（2019）年 3月 6日・平成 31（2019）年 4月 30日・＜

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/tosh

iseibi/design/ikasu/rekishi/nintei.html＞ 

 

【第 4章 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」設計と施工技術】 

注70）猪瀬直樹・「ミカドの肖像-プリンスホテルの謎-」・株式会社小学館・平

成 3（1991）年 8月 1日・p131～132、 

成島 忠昭・「決定版 西武のすべて」・株式会社日本実業出版社・昭和

58（1983）年 10月 30日・p38～39、261、 

東京都教育委員会・「東京の近代洋風建築 -近代洋風建築（第 2次）調



査報告-」・平成 3（1991）年 3月・p76～79、284～285 

注71）鈴木博之監修・「皇室の邸宅」・ＪＴＢパブリッシング・2000 年 6 月・

ｐ114～119 

注72）インク・インコーポレーション・「洋館さんぽＥＡＳＴ」・株式会社グラ

フィック社・平成 22（2010）年 11月 25日・p68～69 

注73）柴田泉・「鎌倉の西洋館 昭和モダン建築をめぐる」・株式会社平凡社・

平成 23（2011）年 11月 16日・ｐ54～65 

注74）歴史・文化のまちづくり研究会、監修者 後藤治、三船康道・「東京の

近代建築」・イマヰ製本社・平成 12（2000）年 12月 10日・ｐ78～79 

注75）株式会社竹中工務店より資料提供。 

注76）「新建築 1973 3」・株式会社新建築社・昭和 48（1973）年 3月・P233

～238 

注77）足立裕司+石田潤一郎+内田青藏+大川三雄+角幸博+千代章一郎+中川理+

中森勉+中尾菊次郎+初田亨+藤谷陽悦+山形政昭、「再生住宅 時を超え

るデザインⅡ」、鹿島出版会、平成 21（2009）年 9月 25日、ｐ54～65 

注78）インターナショナル青和株式会社・「小笠原伯爵邸」・令和元（2019）年

5月 4日・＜https://www.ogasawaratei.com/ogasawara/reguide/＞ 

注79）杉江夏呼他・「東京中央郵便局 建物調査その 3 外部スチールサッシ

調査」・ 日本建築学会大会梗概集・2010 

 

【第 5章 旧東伏見邦英伯爵別邸の現状】 

注80）大野敏・「旧三井物産横浜支店倉庫の解体に関する報告書」・「建築史学 

第 65号」・2015年 9月、参照 

注81）加藤耕一・「時がつくる建築 リノベーションの西洋建築史」・一般財団

法人東京大学出版会・平成 29（2017）年 4月 21日・p57 

 

【第 6章 経済的考察と各立場における重要性】 

注82）マンションエンジン・株式会社マーキュリー・令和元（2019）年 6 月

13日・＜https://www.manen.jp/market/details/14/01/14107/0/＞ 

注83）令和元（2019）年 5月、都市整備局企画部都市デザイン室からのヒアリ

ングによると、「現在は関係部署の予算の関係からメンテナンス費用の

助成金の利用は見送らせていただいているが、今後の状況次第で変化す

る可能性はある」とのこと。 

 

 

 



【第 7章 結論】 

注84）大野敏・「旧三井物産横浜支店倉庫の解体に関する報告書」・「建築史学 

第 65号」・2015年 9月、「五 今回の案件に関する教訓」参照 

注85）「近代化遺産を未来へ、旧摩耶観光ホテルをみんなの力で守りたい」・

摩耶観光ホテル保存プロジェクト・平成 29（2017）年 7月 20日・令和

元（2019）年 7月 16日・＜ 

https://readyfor.jp/projects/mayakankohotel＞ 

「旧摩耶観光ホテル」を登録文化財として申請するプロジェクトでは、

クラウドファンティングを実施し、目標 500 万円に対して支援者 349

人で 700万円以上の金額が計上されている（支援者には金額により摩耶

観光ホテルルームキーや、調査への同行の権利が配分された）。 
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 図 3-4：「磯子区明細地図 横浜市経済地図 全戸調査 昭和 46年度」・経済 
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 図 3-5：株式会社日経ＢＰ社・「日経アーキテクチュア 1990年 8月 13日号 

（増刊）」・1990年 8月・p129 

 図 3-6：「神奈川県 ゼンリン住宅地図 横浜市磯子区 2003 01」・株式会社
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 図 3-14～18,19：横浜市建築局企画部都市計画課・磯子区磯子三丁目地区の都
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【第4章 旧東伏見邦英伯爵別邸の「再利用」設計と施工技術】  

写真 4-4,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76 

：株式会社デジクリ 岩崎和雄氏撮影 

写 4-11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,36,37,38,39,64 

：杉江夏呼撮影 

 図 4-1,2,3,4,9,10,11,12：株式会社竹中工務店より寄贈 

図 4-17：インターナショナル青和株式会社・「小笠原伯爵邸」・令和元（2019）

年 5 月 4 日・＜https://www.ogasawaratei.com/ogasawara/reguide/
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 図 4-25～28：杉江夏呼作成 

 

 

 

 



【第 5章 旧東伏見邦英伯爵別邸の現状】 

 図 5-1内写真：株式会社デジクリ 岩崎和雄氏撮影 

 

中表紙：株式会社デジクリ 岩崎和雄氏撮影 

 

図版出典に番号の記載の無い写真：筆者が撮影もしくは所有 

図版出典に番号の記載の無い図：大成建設株式会社設計・施工の第三期工事 

の資料を基に筆者が作成 

図版出典に番号の記載の無い表：筆者が作成 
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